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田上町告示第２８号

平成２５年第６回田上町議会定例会を次のとおり招集する。

平成２５年１１月２９日

田 上 町 長 佐 藤 邦 義

１．期 日 平成２５年１２月９日

２．場 所 田上町議会議場

戻る
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平成２５年 第６回 田上町議会（定例会）会期日程

月 日（曜） 開 議 時 間 本委区分 内 容

１２ ９ 月 午前 ９：３０ 本 会 議 ・開 会（開議）． （ ）

・会議録署名議員の指名

・会期の決定

・諸般の報告

・議案上程（提案説明・質疑・委員会付

託）

・一般質問

・散 会

１２ １０ 火 午前 ９：００ 本 会 議 ・開 議． （ ）

・一般質問

・散 会

１２ １１ 水 議案調査． （ ）

１２ １２ 木 午前 ９：００ 委 員 会 総務産経常任委員会（付託案件審査）． （ ）

１２ １３ 金 午前 ９：００ 委 員 会 社会文教常任委員会（付託案件審査）． （ ）

１２ １４ 土 （休 会）． （ ）

１２ １５ 日 （休 会）． （ ）

１２ １６ 月 午後 １：３０ 本 会 議 ・開 議． （ ）

・議案審議（委員長報告・質疑・討論・

採決）

・閉 会

戻る
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応招議員（１４名）

１番 今 井 幸 代 君

２番 椿 一 春 君

３番 有 川 り え 子 君

４番 浅 野 一 志 君

５番 熊 倉 正 治 君

６番 皆 川 忠 志 君

７番 川 﨑 昭 夫 君

８番 松 原 良 彦 君

９番 川 口 與 志 郎 君

１０番 渡 邉 正 策 君

１１番 池 井 豊 君

１２番 関 根 一 義 君

１３番 泉 田 壽 一 君

１４番 小 池 真 一 郎 君

戻る
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平成２５年第６回田上町議会（定例会）提出議案一覧表

議 案 番 号 件 名

議 第 １ 号 指定金融機関の設置について

議 第 ２ 号 田上町子ども・子育て会議条例の制定について

議 第 ３ 号 田上町職員の給与に関する条例の一部改正について

議 第 ４ 号 田上町災害救助条例の一部改正について

議 第 ５ 号 田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部改正について

議 第 ６ 号 田上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

議 第 ７ 号 田上町下水道条例の一部改正について

議 第 ８ 号 田上町集落排水条例の一部改正について

議 第 ９ 号 田上町水道事業給水条例の一部改正について

議第１０号 平成２５年度田上町一般会計補正予算（第４号）議定について

議第１１号 同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）議定について

議第１２号 同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第３号）議定について

戻る



第 １ 号

（ １２ 月 ９ 日 ）

戻る
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平 成 ２ ５ 年 田 上 町 議 会

第 ６ 回 定 例 会 会 議 録

（第１号）

１ 招集場所 田上町議会議場

２ 開 会 平成２５年１２月９日 午前９時３０分

３ 出席議員

１番 今 井 幸 代 君 ８番 松 原 良 彦 君

２番 椿 一 春 君 ９番 川 口 與志郎 君

３番 有 川 りえ子 君 １０番 渡 邉 正 策 君

４番 浅 野 一 志 君 １１番 池 井 豊 君

５番 熊 倉 正 治 君 １２番 関 根 一 義 君

６番 皆 川 忠 志 君 １３番 泉 田 壽 一 君

７番 川 﨑 昭 夫 君 １４番 小 池 真一郎 君

４ 欠席議員

な し

５ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の氏名

町 長 佐 藤 邦 義 産業振興課長 渡 辺 仁

副 町 長 小日向 至 町 民 課 長 鈴 木 和 弘

教 育 長 丸 山 敬 保健福祉課長 吉 澤 深 雪

総 務 課 長 今 井 薫 会計管理者 吉 澤 宏

教育委員会地域整備課長 土 田 覚 福 井 明事 務 局 長

６ 本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 中 野 幸 作

書 記 渡 辺 絵美子

７ 議事日程

別紙のとおり

８ 本日の会議に付した事件

議事日程に同じ

戻る
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午前９時３０分 開 会

議長（渡邉正策君） 改めておはようございます。本日、平成25年第６回田上町議会定

例会が告示になっておりますので、ただいまから開会いたします。

ただいまの出席議員は14名全員であります。よって、定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたします。

佐藤町長から招集のご挨拶をお願いいたします。

（町長 佐藤邦義君登壇）

町長（佐藤邦義君） 改めまして皆さん、おはようございます。議会開会に当たりまし

て、一言ご挨拶を申し上げます。本日、平成25年第６回田上町議会定例会を招集申

し上げましたところ、議員各位におかれましては時節柄何かとご多用のところご参

集を賜りまして、まことにありがとうございました。

また、開会前の貴重な時間をおかりしまして行いました平成25年度の表彰式にご

同席をいただきまして、重ねて御礼を申し上げます。ありがとうございました。

思えばわずか３カ月前に熱中症で亡くなったなどのニュースがまだ記憶に新しい

わけですが、今年はもみじ狩りなどの紅葉を楽しむ暇もなく、早々に冬将軍の到来

となりました。また、最近ではフィリピンを襲った台風30号や伊豆大島の山崩れな

ど、想像をはるかに超える自然災害が各地で発生しております。幸いにして今のと

ころ田上町においては、このような災害もなく、穏やかに１年が暮れようとしてお

り、本当に感謝をしております。

さて、今定例会におきましては、来年の２月９日をもって２年の期間満了となり

ます指定金融機関の設置及び子ども・子育て支援法に伴う子ども・子育て会議条例

の制定、また県の人事委員会の勧告に基づきます給料表の改定を行うための職員の

給与に関する条例の一部改正や災害救助条例の字句の一部改正、あるいは来年４月

からの消費税率引き上げに関連した下水道条例等の一部改正など、７件の条例の一

部改正をお願いしております。

また、平成25年度の一般会計及び国民健康保険や介護保険の各特別会計において

は、急を要する経費や電気料の不足、あるいは事業の確定に伴う計数整理等の補正

予算３件の合計12議案を提案いたしました。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げまして、招集の挨拶といたします。

戻る
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以上であります。

議長（渡邉正策君） 本日の議事日程は、お手元に印刷・配付のとおりであります。

午前９時３４分 開 議

議長（渡邉正策君） これより本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名議員の指名

議長（渡邉正策君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により

７番 川 﨑 昭 夫 議員

８番 松 原 良 彦 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定

議長（渡邉正策君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、提出案件から見て、また議会運営委員会

の議を経まして、本日９日から16日までの８日間としたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長 渡邉正策君 異議なしと認めます よって 本定例会の会期は 本日９日から16日（ ） 。 、 、

までの８日間と決定いたしました。

日程第３ 諸般の報告

議長（渡邉正策君） 日程第３、諸般の報告を行います。

、 、地方自治法第235条の２第３項の規定により例月出納検査結果報告書の８月 ９月

10月分及び地方自治法第199条第７項の規定による財政援助団体監査の結果報告書が

提出されております。お手元に写しを配付いたしましたので、ごらんください。

次に、本日までに受理した請願は、新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書

戻る
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の提出についての請願の１件であります。この請願については、会議規則第91条及

び第92条第１項の規定により、お手元に配付の請願文書表のとおり、所管の総務産

経常任委員会に付託いたしましたので、ご報告いたします。

次に、本日までに受理した陳情は、柏崎刈羽原子力発電所稼働反対要望書、除雪

機械に関する要望書の計２件であります。お手元に写しを配付いたしましたので、

ごらん願います。

本定例会には、議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、説明員の出席

を求めております。

以上で議長報告を終わります。

次に、閉会中の所管事務調査について、各委員長からの報告を行います。

最初に、総務産経常任委員長の報告を求めます。

（総務産経常任委員長 熊倉正治君登壇）

（ ） 。総務産経常任委員長 熊倉正治君 総務産経常任委員会の行政視察の報告を行います

期日は、平成25年10月31日と11月１日ということで、視察先は山形市のおいしさ

直売所、紅の蔵、東根市のよってけポポラ、それと２日目は山形県の遊佐町、初日

は農産物の直売所を２カ所ということで見てまいりましたが、町においても生涯学

習センター建設の時期がまた少し延びているようでありますが、どういった形にな

るのか、できればこういった農産物の直売所のようなものも併設できればというよ

うなふうにも思いますので、そういったあたりで視察をしてきたと。それと、遊佐

町においては少子化対策ということで、いろいろ対策も行っているようであります

ので、その辺の視察をしてまいりました。

直売所の関係は、山形市の紅の蔵はまちのど真ん中にあるということで、かなり

利用客もあるということで、報告の中にも書いてございますが、買い物難民と言わ

れるような皆さんへの対応も考えているということで、売り上げも年間３億5,000万

円ほどということで、話を聞いている限りでは、営業は順調に行われているのでは

ないかというふうに見てまいりました。

それと、東根市のよってけポポラ、ここはかなり規模も大きいところでございま

すし、サクランボの佐藤錦の発祥の地ということで、ここもかなり売り上げも多い

ようでございますし、年間360日で集客は40万4,000人ということで、１日1,100人以

、 、上の方が訪れているということで 販売額も年間で８億5,000万円ほどということで

かなりの施設のように思われました。ここも立地条件もよくて、大変運営は良好で

はないかというふうに思われました。

戻る
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それと、遊佐町のほうはいろいろ維新プロジェクト計画とか、まちづくり基本条

例というようなものもあるということで、その辺の計画の内容も聞いてまいりまし

たが、維新プロジェクト計画については、ここの町は非常に当町と状況が似ている

ということで、合併協議も離脱をした後に他市町並みの行政水準を目指して遊佐町

の行政体制の整備を図るというようなことの計画であったようでございますが、当

町においても合併離脱のときは行財政改革ということで、かなりの計画を推進した

というようなものもありましたので、そういった形とほとんど同じものではないか

なというふうに見てまいりましたが、５項目にわたっての計画であったということ

であります。

それと、遊佐町の基本条例については、10章31条から成っているということであ

りますが、一番特徴的であったというのは、この条例は育てる条例であるというこ

とで、条例を育てていく見直し規定で５年ごとに見直していくというような条例に

なっているということで、基本はその町民主体ということで、町民による自治とい

うことでこの条例ができているようでありました。

それと、定住促進策でございますが、施策の体系ということで、いただいてきた

ものをそっくりつけておりましたが、４項目にわたって幅広い対策をしているとい

うことで、企業立地も含めたような全ての政策をこの中で定住促進策ということで

掲げているということで、当町においても26年度以降は専任の担当もというような

話もあるようでございますが、ぜひこれと同じとは申しませんが、町においても少

子化対策の政策は一本化した中でやっぱり推し進めていったほうがより効果が上が

、 、るのではないかというふうに見てまいりましたが 説明の中で最も特徴的というか

思われたのは 未婚率のお話がございました この報告にも書いてありますが 30代、 。 、

の男で39.86％というのが平成12年の数字でありましたが、平成22年では50.77％と

いうことで、半数以上が結婚していないというような結果であったというような報

告もありましたし、女性においても平成12年が18.69が平成22年では32.2ということ

で、この辺の数字が出生数の減少イコール少子化ということで拍車をかけている要

因ではないかというような担当者の大変危機感にあふれたような説明が印象的であ

りました。

先ほども申し上げましたが、ぜひ町においてもこういった、ここでは定住促進計

、 、画ということになっておりますが 町においては少子化対策と言われておりますが

ぜひもろもろのものを含めた体系的な計画に進めていったほうがいいのではないか

というふうに私は感じてまいりましたので、ぜひ町においてもこういったものも参
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考にしていったほうがいいのではないかというふうに感じてまいりました。

以上でございます。

議長（渡邉正策君） 委員長の報告が終わりました。熊倉委員長、ご苦労さまでした。

次に、社会文教常任委員長の報告を求めます。

（社会文教常任委員長 皆川忠志君登壇）

社会文教常任委員長（皆川忠志君） おはようございます。今日は、久しぶりのいい天

気でございますけれども、社会文教委員会のほうの行政視察、なるべく簡潔にいき

たいと思いますが、よろしくお願いします。

社会文教常任委員会の行政視察ということで、10月の22日、23日、両日にわたっ

て、皆さんのほうにも報告書配付してございますけれども、宮城県の川崎町、それ

から女川町を視察いたしました。まず、第１日目は川崎町を視察いたしました。こ

こは、人口が9,655人、それからこれは田上町より3,000人ほど少ないのですが、予

算規模は47億4,000万円ということで、田上町と近い予算規模になっております。生

活圏は、ほとんど仙台市と直結しているというような町でございます。

私どもが今回川崎町に伺ったのは、この町では保健、医療、福祉の総合的な取り

組みを行っているということで、非常にコンパクトな運営をやっているということ

で伺いました。

少し町の特徴を話ししますと、宮城県ということでございますが、気候が非常に

温暖というところでございます。先ほど申し上げましたように、１万人いない町で

、 、 、ございますけれども 小学校が８校から４校に統合したと それから中学校が２校

それから高校が１校あるということでございます。顧みますと、面積が270キロ平米

ということで、田上町の約９倍近い面積がございます。そういう住居が点在してい

るということも関係しているのではないかなというふうに思っておりまして、その

関係から町営バスも運行している町でございました。病院の足として、町民の方に

利用されているというようなお話がありました。

視察の目的であります保健、医療、福祉の総合的な取り組みというその中心施設

。 、が川崎町医療福祉センターやすらぎの郷と呼ばれている施設でございます ここは

保健福祉センターと国保川崎病院、そして天然温泉を併設した複合施設ということ

で、向こうの説明では福祉、医療保険、介護保険が集中しているというような説明

がございました。先ほども申し上げましたように、非常にコンパクトな形でできて

おりますので、これからの都市計画の上からも参考になるのではないかというふう

に思っております。
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向こうの説明の課題としては、病院の収支が大幅な赤字であるということでござ

いました。これは、よくよく聞いてみると、川崎病院が１次医療としての性格なの

で、手術とかこういうのは仙台に行っているというような、余り稼げないような状

況でありますよというようなお話がございました。

それから、介護保険料が県下第１位ということでございます。

それから、悩み事として、病院とこども園というような幼保連携型の施設がある

のですが、ここで職員の40％の方が従事しているということで、それが少し重荷に

なっているよというような話でございました。

それから、少子化対策として、田上でも実施しております医療費の中学生の無料

化は向こうもやっておりまして、ただ３人目のお子さんが生まれたときに祝金30万

円を贈呈しているという話が施策がございました。

それから、新たに婚活支援ということにも取り組んでいると、これも始めたばか

りというような説明がございました。これも非常に先ほども報告ございましたけれ

ども、少子化対策ということで前向きな施策ではないかなというふうに思っており

ます。

それから、川崎病院を先ほどお話ししたのですが、産婦人科はありませんという

ことでございました。お産が地元では少し恥ずかしいというような町民性といいま

すか、そういうのもあるようだという話がございました。ほとんどが出産は仙台で

出産しているというような状況でございました。

次に、10月23日、翌日でございますけれども、女川町の社会福祉協議会を視察し

ました。今まで大きな被害があった町でございまして、福祉関係の視察とか見学は

あったのですが、議会関係は初めてということで話を伺いました。

言うまでもなく、女川は大震災で甚大な被害を受けたところでございまして、こ

こは震源地から20キロ離れているのですが、一番近い町だということが大きな要因

だったようでございます。人口に占める被災率も県内で一番高いということで、１

万人の町民がおられたのですが、8.2％の方がお亡くなりになったり行方不明になっ

ているということで、皆さんのお手元にも亡くなった方々の数字は記載してござい

ますが、住宅被害率も89％を超えるということで、約９割の住宅被害があったとい

うところでございます。

私どもは、今回、女川町の社会福祉協議会を訪問、視察したのは、被災者支援あ

るいは復興支援を協議会が積極的に行っているということで、今後の参考にしたい

ということで伺いました。社会福祉協議会伺ったのですが、ここは海にすぐ近くな
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のですけれども、海抜が16メートルの高台にあります。私どもも高いなと思ったの

ですが、そうしたところでも２メートルぐらいの水が来たということで、世間一般

言っているような15メートルとか16メートルとかそういうものではなくて、もっと

高いのが来たと。二十数メートルぐらいのが来たのではないかなというふうに、改

めてその恐ろしさを認識してまいりました。

社会福祉協議会は、もう地震当日から通所介護事業利用者とか、あるいは障害者

の自立支援利用者の方々の誘導支援を行ったということでございまして、私ども興

味を持ったといいますか、非常に感心したのは、もう17日には小学校の校庭でコン

テナハウス１台で災害ボランティアセンターというのを立ち上げたということでご

ざいます。これは、隣に対策本部があるわけですけれども、そこにボランティアセ

ンターというのを立ち上げて、被害状況の把握あるいはボランティアの受け入れ調

整、それから福祉避難所の支援ということで、その事務所で泊まり込んでボランテ

ィアの方とそれから被災者をつなぐ役割を担ってきたというところでございます。

ボランティアについて少し触れておきますと、女川町は先ほど申し上げましたよ

うに壊滅的な被害を受けております。ボランティアの方がせっかく来ても、実は余

りやる仕事がほとんどないというのが現状でございまして、主力は自衛隊とか警察

の方々が瓦れきの除去とか、あるいは行方不明者の捜索というようなことを行った

というぐらいの、向こうの方も言っておられたのですが、ボランティアというのを

、 。 、テレビとか出るのですけれども これはもう石巻とか違うところなのです 女川は

なかなかできないと。そうはいってもボランティアを集めていますよという発信は

やらなかったのですが、四国とか東海の方々の、社協含めてボランティアの方が集

まってくるということで、数は多くないのですけれども、ボランティアの方をいろ

いろお仕事をしていただいたということでございます。

９月に入って11日から、ちょっと飛びますけれども、今度は復興支援センターと

いうことで名称を変更しまして、今度、仕事の内容が変わってまいります。仮設住

宅の交流とかあるいは生きがいづくり、あるいは地域コミュニティーの再生という

ことで取り組んできておりますということでございます。特に被災者の方の孤立感

の解消ということで、町内８カ所に心と体と暮らしの相談センターというのを作り

まして、生活指導員を配置して、訪問活動を積極的に行っているということでござ

います。私たちの町の田上は、先ほど話ありましたけれども、被害、災害が少ない

ところとは言いつつも、いつ起こるかわからないということで、一つの大きな参考

にしていきたいなというふうに思っております。
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、 、 、それから 最後になりますけれども 皆さんのお手元にも記載してございますが

エルファロというトレーラーハウスに宿泊しました。私も個人としても貴重な経験

をさせていただきました。

それから、きぼうのかね商店街というところも、ちょっと朝早かったので、開店

しているところは少なかったのですが、ここも訪問してまいりまして、少しでも復

興の支援になればというふうに思っております。

ちょっと長くなりましたけれども、以上で報告を終わります。

議長（渡邉正策君） 委員長の報告が終わりました。皆川委員長、ご苦労さんでござい

ました。

以上で所管事務調査の報告を終わります。

次に、一部事務組合議会の報告を行います。

最初に、加茂市・田上町消防衛生組合議会の報告を求めます。

（７番 川﨑昭夫君登壇）

７番（川﨑昭夫君） 改めまして、おはようございます。それでは、平成25年度の加茂

市・田上町消防衛生組合議会の行政視察についてご報告いたします。

行政視察は、11月５日から６日の２日間です。１日目は、日本赤十字社本社、２

日目は東京消防庁第８方面本部を視察しました。参加者は、組合議会議員８名、監

査委員１名、副管理者１名、事務局から３名で計13名の参加でありました。そのう

ち田上町からは、佐藤町長、今井総務課長、池井、皆川議員と私の５名でありまし

た。

視察内容につきましては、お配りした資料をごらんになっていただき、それでは

簡単に報告させていただきます。

１日目の日本赤十字本社では、災害救護に関する説明、情報プラザ展示物及び特

別会議室の視察でした。この特別会議室というのは、役員会等が開かれる会議室で

す。赤十字については、皆さんも既にご存じのことですが、今から100年前にスイス

のジュネーブで誕生いたしました。この設立を提唱したのは、スイスのアンリーデ

ュナンです。日本赤十字社は、明治10年に創立され、明治19年に日本政府がジュネ

ーブ条約に参加したことから、正式に国際赤十字の一員として承認され、災害救護

活動、血液事業、社会福祉事業、医療事業、看護師等の養成などの多くの事業を行

っております。東日本大震災時も救護班を派遣し、一人でも多くの人命を救助する

とともに、被害者の医療機関の機能が回復するまでの空白を埋める役割を果たす活

動をされました。
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以上が日本赤十字社についてでしたが、参考ですが、皆さんもご存じですけれど

も、ＮＨＫの大河ドラマ「八重の桜」の八重さんも日本赤十字社に救護、看護婦の

養成に貢献されたそうです。

続きまして、２日目には立川にある東京消防庁第８方面本部では、東京消防庁装

備部、航空隊、第８方面消防救助部隊、ハイパーレスキュー隊ですけれども、ここ

と多摩災害救急情報センターを視察いたしました。航空隊は、ヘリコプターでの空

の消防と言われまして、林野の火災や大規模の市街地の火災、水難、山岳事故等の

活動です。平成の主な活動歴といたしましては、平成７年の１月、阪神・淡路大震

災で延べ59基のヘリコプターですけれども 派遣いたしました それから 平成16年、 。 、

の10月、中越地震、これは延べ11基、それから平成19年の７月、中越沖地震では１

、 、 、基 最近の事故で一番大きい平成23年の例の3.11 ３月の東日本大震災においては

延べ104基を派遣したそうです。

それから、第８方面消防救助隊、ハイパーレスキュー隊なのですが、これは平成

８年の発動以来、国内外のさまざまな大規模な災害に出動しておりますが、中でも

平成16年10月に発生した新潟県の中越地震、皆様ご存じの長岡の妙見、ここで土砂

崩れに巻き込まれた２歳の男の子を救出したところで、ハイパーレスキュー隊の名

前を全国的に広く知らしめたわけでございます 救助隊には 一般の救助隊 人口10万。 、 、

人以上の都市などに整備される特別救助隊、消防庁が指定する高度救助隊、東京消

防庁及び政令指定都市に整備される特別高度救助隊があるそうです。新潟市も平成

19年４月に政令市移行に伴い、特別高度救助隊、サートを発足させました。新潟市

は、港町として栄えた町で、管内にも信濃川、阿賀野川の１級河川が流れているこ

とから、水難救助にウエートを置いた部隊という点で、他都市の政令都市と違った

特徴を持っているそうです。

それから、最後になりますが、多摩災害救助情報センターは、119番通報及び各種

緊急情報を受信した通報内容から災害種別を判断し、消防部隊を編成し、出動指示

し、あらゆる災害から都民の安全を確保するために、24時間やむことなく機能して

おります。

以上が２日間の行政視察でございましたが、今、何が起こっても不思議でないこ

の世の中ですので、当町にも救護及び救助活動が必要な事態が起こらないことを願

いまして、報告にいたしたいと思います。

以上です。

議長（渡邉正策君） 報告が終わりました。川﨑議員、ご苦労さまでした。
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、 。次に 三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合議会の報告を求めます

（２番 椿 一春君登壇）

２番（椿 一春君） おはようございます。平成25年度三条・燕・西蒲・南蒲広域養護

老人ホーム施設組合第２回定例会についてご報告いたします。

会議は、平成25年11月22日午前11時から、10名のうち８名参加され、会議は成立

し、行われました。議題１件、認定のもので１件、１つは監査委員の選任でござい

ます。もう一件目は、平成24年度の決算の認定について、２つの議題で行われまし

た。お手元の資料のところで、監査委員なのですが、私、椿、田上町からの者なの

ですが、７月に任期満了でおったのですが、このたびの議会にまた再度監査委員と

いうことで選任で同意を求められました。

それから、24年度の決算報告ですが、ページで19、20ページのところの報告にな

ります。予算現額で２億4,509万円のところ、収入済額で２億3,301万4,529円で、前

年度から約120万円減っております。その内容としての報告がありまして、ちょうど

２番の使用料手数料のところで約1,300万円減額になっているのですが、訪問介護者

が28名で予算立てしたところ、20名で減ったため、それから６番の諸収入のところ

でそこの施設の定員100名なのですが、93名ということで、約290万円の収入減とい

うことで、以上のような収入が約1,200万円減っておりました。

次のページへ行きまして、歳出のほうですが、予算現額２億4,509万円のところを

支出済額で２億2,601万8,080円と、それで21ページの下のところに書いているので

すが、約699万6,000円で来期に持ち越して決算のほうが終了し、認定されたことを

報告いたします。

以上の２点でございました。

これで報告を終わります。

議長（渡邉正策君） 報告が終わりました。椿議員、ご苦労さまでございました。

最後に、新潟県中越福祉事務組合議会の報告を求めます。

（８番 松原良彦君登壇）

８番（松原良彦君） おはようございます。それでは、私のほうから平成25年第２回新

潟県中越福祉事務組合議会定例会の報告をさせていただきます。

期日は、平成25年11月20日、見附市まごころ寮で行われました。皆様のお手元に

配付してあります23ページからの資料を見ていただきたいと思います。

まことに簡単でたんたんと進んでおりまして、議会選第２号 副議長の選挙につ

いて少しだけお話しします。これは、加茂市の茂岡明与司議員が任期満了のため交
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代され、議長指名により同じく加茂市の高橋禧雄議員が承認されました。

、 。議第７号におかれましては 平成24年度中越福祉組合歳入歳出の決算であります

収入済額で４億2,325万9,789円、支出済額４億915万1,106円でありました。差し引

き残高1,410万8,683円の報告があり、これは認定されました。

次に、議第８号の専決処分についてでございますが、補正予算第１号はこれは承

認でございます。議長の運営が上手なのか、質問することもなく、淡々と進みまし

て、閉会をしました。

その後、いつものことでございますが、まごころ施設の寮、それからもう一つの

施設を見学いたしまして散会となりましたが、市長の説明の中でいろいろだんだん

高齢化になりまして、風邪を引いたり、病気になったりする人が出てきたのですけ

れども、少なくなった分、部屋の面積配分が１人ずつ多くなりまして、特にだんだ

ん畳の上に寝るとか、布団の上に寝るとかというのがだんだん大変になりまして、

ベッドに改造していっていくわけです。そのときバリアフリーにしますと、そこの

部屋だけ風邪を引かない、病気にならないというようなことで、施設、その部屋が

清掃がよくなるのか、それとも病原菌が少なくなるというか、そういうような関係

で、そういう部屋の人たちは一言で言うと風邪を引かない人が増えてきているとい

うようなことで、そういうよい現象になっているというようなお話があって、私ど

も感心して帰ってきた次第でございます。

以上、報告終わります。

議長（渡邉正策君） 報告が終わりました。松原議員、ご苦労さまでした。

以上で一部事務組合議会の報告を終わります。

これで諸般の報告を終わります。

暫時休憩に入ります。

午前１０時１４分 休 憩

午前１０時３０分 再 開

議長（渡邉正策君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第４ 議第１号 指定金融機関の設置について

議長（渡邉正策君） 日程第４、議第１号を議題といたします。

提案者、佐藤町長の説明を求めます。
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（町長 佐藤邦義君登壇）

町長（佐藤邦義君） ただいま上程になりました議第１号 指定金融機関の設置につき

ましては、現在の指定金融機関である協栄信用組合との契約が来る平成26年２月９

日をもって２年間の期間満了となりますので、それ以降の指定金融機関につきまし

ては、加茂信用金庫に取り扱わせるというものであります。

なお、加茂信用金庫の概要を参考資料としてお手元に配付いたしました。

以上、概要を申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしく

お願いを申し上げます。

議長（渡邉正策君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発言願い

ます。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております案件につきましては、会議規則第39条第１項の規

定により、別紙議案付託表のとおり所管の社会文教常任委員会に付託いたします。

日程第５ 議第２号 田上町子ども・子育て会議条例の制定について

議第３号 田上町職員の給与に関する条例の一部改正について

議第４号 田上町災害救助条例の一部改正について

議第５号 田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部改正に

ついて

議第６号 田上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

議第７号 田上町下水道条例の一部改正について

議第８号 田上町集落排水条例の一部改正について

議第９号 田上町水道事業給水条例の一部改正について

議長（渡邉正策君） 日程第５、議第２号から議第９号までの８案件を一括議題といた

します。

提案者、佐藤町長の説明を求めます。

（町長 佐藤邦義君登壇）

町長（佐藤邦義君） ただいま一括上程になりました８議案につきまして、その概要を

ご説明申し上げます。

初めに、議第２号 田上町子ども・子育て会議条例の制定につきましては、子ど
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も・子育て支援法の法律が平成24年８月に制定されたことから、同法に掲げる事務

を処理するとともに、田上町が実施する児童福祉法、その他の子供に関する法律に

よる施策について調査・審査をする機関として、田上町子ども・子育て会議を設置

する必要があることから、本条例の制定をお願いするものであります。

次に、議第３号 田上町職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、県

の人事委員会の勧告に基づきまして、給与構造改革の経過措置の廃止に伴い、給料

表の改定を行うため、改正するものであります。

次に、議第４号 田上町災害救助条例の一部改正につきましては、災害救助法の

改正に合わせまして、字句を修正するものであります。

次に、議第５号 田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部改正に

つきましては、法の改正に伴い、法の題名改称が行われるため、引用している条文

を整理するものであります。

次に、議第６号 田上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につきま

しては、社会保障の安定財源の確保などを図る税制の抜本的な改革を行うための消

費税法等の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が平成

24年８月22日に公布され、その後経済状況等を総合的に勘案あるいは検討を行った

結果、平成25年10月１日の閣議決定におきまして、消費税等地方消費税を含むもの

の税率を平成26年４月１日より５％から８％に引き上げられることが決定されたこ

とによりまして、改正を行うものであります。

次に、議第７号 田上町下水道条例の一部改正につきましても、議第６号同様、

消費税法の一部改正を受け、消費税率の引き上げが行われたことによりまして、改

正を行うものであります。

次に、議第８号 田上町集落排水条例の一部改正及び議第９号 田上町水道事業

給水条例の一部改正の２議案につきましても、議第６号同様、消費税法の一部改正

を受けまして、消費税率の引き上げが行われたことにより改正を行うものでありま

す。

、 、 、以上 ８議案につきまして一括その概要をご説明申し上げましたが ご審議の上

ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。

以上であります。

議長（渡邉正策君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの８案件について一括質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発
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言願います。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております８案件につきましては、精査の必要がありますの

で、会議規則第39条第１項の規定により、別紙議案付託表のとおりそれぞれ所管の

常任委員会に付託いたします。

日程第６ 議第１０号 平成２５年度田上町一般会計補正予算（第４号）議定につい

て

議第１１号 同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）議定

について

議第１２号 同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第３号）議定につ

いて

議長（渡邉正策君） 日程第６、議第10号から議第12号までの３案件を一括議題といた

します。

提案者、佐藤町長の説明を求めます。

（町長 佐藤邦義君登壇）

町長（佐藤邦義君） ただいま一括上程になりました３議案につきまして、その概要を

ご説明申し上げます。

初めに、議第10号 平成25年度田上町一般会計補正予算（第４号）議定につきま

しては、歳入歳出それぞれ1,826万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ45億9,454万2,000円といたすものであります。

その主な内容といたしましては、歳入では地方特例交付金におきましては、交付

決定に伴い減額いたすものであります。国庫支出金におきましては、地域の元気臨

時交付金の市町村財政力指数に応じた交付率が引き上げられたことによりまして増

、 、 。額 県支出金におきましては 青年就農支援事業補助金を追加するものであります

諸収入におきましては、県内町村の魅力を首都圏住民に効果的にアピールし、特産

品の販売促進及び観光等交流人口拡大などのために全国町村会主催の町イチ！村イ

チ2014に出店するための助成金の受け入れ、町債におきましては、国の算定結果に

基づきまして、臨時財政対策債の増額をお願いするものであります。この借り入れ

によりまして、借り入れ限度額も合わせて第２表、地方債の補正によりお願いする

ものであります。
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一方、歳出では、総務費におきましては、総合行政システム等の改修に係る委託

料の追加、電気料やガスなどの値上げに伴い不足が見込まれるために光熱費を増額

をしております。民生費におきましては、地域支援事業の増額などにより、介護保

険特別会計の繰出金の増額、障害者ふれあいセンターなど各施設の電気料の値上げ

に伴い不足が見込まれるため光熱費の増額、衛生費におきましては、平成24年度末

に急遽保健師が退職したことによりまして、臨時職員の雇用をしなければならなく

なったために賃金を増額しております。農林水産事業費におきましては、新規就農

業者に対する青年就農給付金の追加、あるいは商工費におきましては、歳入でもご

説明申し上げましたが、全国町村会主催の町イチ！村イチ2014に出店するための職

員派遣など関連経費の追加、それから湯っ多里館も電気料の値上げに伴い不足が見

込まれることから、光熱費を増額しております。土木費におきましては、地域の元

気臨時交付金を活用して、千刈東13号線舗装工事の追加、教育費におきましては、

補助単価が引き上げられたことによりまして、幼稚園就園奨励補助金の増額、小・

中学校なども電気料の値上げに伴い不足が見込まれることから、光熱費の増額をそ

れぞれお願いするものであります。

次に、議第11号 同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）議定に

つきましては、歳入歳出それぞれ692万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ13億2,892万円といたすものであります。

その主な内容といたしましては、一般被保険者高額療養費、あるいは人間ドック

受診者補助、一般被保険者過年度分の保険税還付金においてそれぞれ不足が見込ま

れることから、経費の増額をお願いするものであります。

次に、議第12号 同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第３号）議定につき

ましては、歳入歳出それぞれ124万8,000円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳

出それぞれ11億9,665万2,000円といたすものであります。

その主な内容といたしましては、歳出におきましては、コミュニティーデイサー

ビス利用者の送迎委託料並びに包括支援センター臨時職員の賃金に不足が見込まれ

ることから、それぞれ追加をお願いするものであります。

、 、 、以上 ３議案につきまして一括その概要をご説明申し上げましたが ご審議の上

ご決定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。

以上であります。

議長（渡邉正策君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの３案件について一括質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発
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言願います。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております３案件につきましては、精査の必要がありますの

で、会議規則第39条第１項の規定により、別紙議案付託表のとおりそれぞれ所管の

常任委員会に付託いたします。

この際、議長からお願い申し上げます。各常任委員会に付託いたしました案件に

つきましては、会期日程に基づき、最終日の本会議に報告できますようお取り進め

をお願いいたします。

日程第７ 一般質問

議長（渡邉正策君） 日程第７、一般質問を行います。

通告順に順次発言を許します。

最初に、８番、松原議員の発言を許します。

（８番 松原良彦君登壇）

８番（松原良彦君） 松原でございます。一般質問を行いたいと思います。

この12月もあと20日余りというようなことで、大変気ぜわしくなってまいりまし

たが、今年のいろんなことを考えますと、私は大きな災害がなくてよかったなとい

う１年というような気持ちでおります。それにつけてもいろんな諸問題が起きてき

ましたので、私は私なりに一般質問で町長の意見をお聞きしたいと思います。

今回は、２点について町長にお伺いしたいと思います。１つは、田上町の減反政

策について、いま一つは羽生田駅、駅前広場の除雪についてお伺いしたいと思いま

す。この減反政策につきましては、他の市町村でこの減反について市長とちょっと

したバトルがありましたというようなことが報道されておりますが、私はそんな気

持ちはございませんので、町長よろしくお願いいたします。

それでは、入らせていただきます。今後の田上町減反政策について。先般、突然

に10月24日の新聞紙上に 「減反、戸別補償縮小」への見出しが大きく出て、驚く暇、

も与えず減反廃止の提案や、減反補助金カットなど、次々と堰を切ったように矢継

ぎ早の改革先行のニュースが毎日のように新聞紙上をにぎわしています。政府は、

その後において、５年後の減反廃止やコメの生産調整に参加した全ての農家に、作

付面積10アール当たり１万5,000円を支給していた定額補助金を14年度より7,500円

へと半減し、18年度で取りやめると決定いたしました。
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皆さんもおコメの減反政策という言葉はお聞きになっていると思いますが、長い

コメ作りの歴史の中で、日本人の主食であるコメの生産が消費量を上回り、余って

きたために国策で休んで、他の足りない農産物、例えば麦、大豆、ソバなどに転作

を奨励したわけです。そうすることによって、おコメの安定供給と安定価格を図っ

たわけでございます。減反、すなわち生産調整という言葉も使われております。

しかしながら、ここに来て、食生活の多様化や外にあってはグローバルな関係、

うちにあっては農業就業者の高齢化と担い手不足と八方塞がりの様相にもなってい

ます。

そんな中で、政府が打ち出したコメ減反政策の方向転換の中において、我が首長

である佐藤町長は、新潟日報社のアンケートにおいて早々と次の２点において賛成

の表明をいたしました。減反廃止、補助金を大規模農家に限定ということでござい

ます。この件について、３点ほど町長の所見をお伺いいたします。

町長は、減反廃止は賛成、または補助金を大規模農家に限定についても賛成の意

向を示されました。その決断された大きな理由は何かということが１点。

２点目に、減反が廃止されると、コメが自由に作られるようになります。田上町

の農家は、小規模農家がたくさんあり、米価の値下がり、そして田んぼの土地の値

下がりと続き、田上町のよき農村形態が崩れるのではないかという心配でございま

す。

３点目は、それでは今後の取り組みとして良質米の生産や転作作物の育成、さら

なる担い手の取り組みや６次産業の構築等について今後の決意など、町長のお考え

をお伺いいたします。

２つ目でございますが、ＪＲ羽生田駅、駅前広場の除雪について１点お伺いいた

します。前から、羽生田駅を乗りおりする利用者の方から、何とか改善にならない

かとお聞きしていたことが駅前広場の除雪の悪さでございます。国有鉄道から民間

ＪＲ鉄道になり、涙ぐましい努力を続けていることは聞いております。また、この

席の同僚議員の中にもＪＲにお勤めされて、退職された方もおられます。

（はいの声あり）

８番（松原良彦君） ありがとうございます。一緒になってご検討していただければ幸

いです。皆さんもご承知のとおり、この広場はＪＲの土地でもあり、大勢の人が利

用するためにも、この広さは欠かせない面積になっております。高齢者や体の悪い

人、それからまた雨の降ったときなど、タクシーや送り迎えなど、車も利用しなけ

ればならない大事な広さだと私は思っております。でも大勢の人を安全に運び、料

戻る



- 23 -

、 。金をもらう以上は 除雪もサービス業の大事な仕事の一つなのではないでしょうか

私は、何年間も自分の子供や孫たちを雪が降ると朝晩送り迎えをしていますが、特

に雪が降ったときなど、駅前広場は大変な混みようであります。そのただ一つの理

由は、朝の除雪がほとんどしたことがなく、そのため車が降雪によるスリップ状態

やカメさんみたいな水かきな状態が続くことです。駅前広場に何でも除雪がないと

は言いません。40ミリ程度のパイプで水を少し流しているのが目についてわかって

はおります。朝の忙しい時間、奥さん方は早く家に帰りたくても帰れない、本当に

困った状態が続いています。私が見かねてＪＲに除雪の電話をしたら 「今順次やっ、

ていますので、しばらくお待ちになってください」との丁重なるお言葉でございま

した。

毎年のように雪は降り積もります。この問題解決なくして町の除雪、雪対策、電

車やバスの便利さ、このアンケートにある不満度の高さは、私は決して下がらない

。 、 、と思っております ＪＲとの話し合いや 町も一歩前向きな検討をしていただいて

町長の見解をお伺いいたします。

以上で私の１回目の質問を終わります。

（町長 佐藤邦義君登壇）

町長（佐藤邦義君） ただいまの松原議員のご質問にお答えをいたします。

今後の田上町減反政策についてでありますが、最初に減反の廃止及び補助金は大

規模農家に限定するとした、いわゆる政府の方針に対しまして賛成した理由は何か

、 、 、というご質問でありますが 結論から申し上げますと 農家の今後の担い手の問題

それから多面的機能を持っているという農地の確保、水田の確保でありますが、も

う一つは農業が本当に産業として農業に発展する必要があると、こういうふうに思

っています。その３点から私は、今、もう40年も続いている減反、すなわち生産調

整にはもう限界だと、こういうふうに思っております。

補助金を大規模農家に限定という点では、これは兼業農家の方にとってはちょっ

と冷たい言い方かもしれませんが、以前から田上町町内の生産組織を支援していく

ということを一貫して主張し、また支援をしてきました。最近のマスコミでも取り

上げられていますように、小規模農家あるいは兼業農家は大規模農家に比較しまし

て生産コストは1.5倍くらいになると、こういうふうに言われております。また、私

はＴＰＰについては、どっちかというと反対であると、こう述べてきました。そう

いってもいずれにいたしましても、日本がＴＰＰの協議から離脱するというふうに

は考えられません。きのうの段階でもまだ煮詰まっておらないようでありますが、
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いずれＴＰＰの協議が締結されれば、これは間違いなく田上町の農業にも影響が出

ると思いますが、マイナス効果だけではないことを実は期待をしております。

米価も含めてどう対応すべきかは、個人で考えるよりも生産組織の中でリーダー

、 。を中心とした考えのほうがベターだと こういうふうに私はずっと考えてきました

蛇足でありますが、減反政策を続けていくことで、本当に農家が豊かになり、農業

が発展していくと考えている人が多くいるのだろうかと、こういうふうに私は考え

ています。

今後の取り組みについてでありますが、良質米の生産に取り組んでいくこと、あ

るいはすなわち売れるコメということからも当然でありますが、転作作物の取り組

みも同様でありますが、個人の取り組みでは限界があるのではないかと、こういう

ふうに思っております。

。 、先日のＮＨＫの報道番組を見ておりました 400町歩という方もおったようですが

一般的に100町歩の稲作を続けている関東地方の農家の方と山形県で120人ぐらいの

農家でＮＰＯを組織している方の意見を聞きました。結論から言えば、これからは

あらゆる点から見ても大規模農家でなければ外国産米、輸入米との太刀打ちはでき

ないと、こういうふうに発言していました。私もそうだろうと、こういうふうに思

っています。いずれにしましても、転作作物の取り組みあるいは６次産業の構築等

でも個人では限界があると、こういうふうに思っております。

昨年、農家の若手の担い手と商工会の若い経営者との懇談会を開催いたしました

が、こういった問題を推進するためにも引き続きよい方向にいくことができるよう

にと思って考えているところであります。以上であります。

次に、ＪＲ羽生田駅、駅前広場の除雪についてのご質問でありますが、議員ご承

知のとおりでありますが、当然駅前の広場はＪＲの管理となっておりますので、Ｊ

Ｒが利用者サービスの一環として除雪を行うべきものと考えております。したがい

まして、状況は十分把握しておりますので、町より再度早急にＪＲに今年の冬から

駅前広場の除雪については、なおしっかり除雪していただくように要望を申し入れ

たいと、こういうふうに考えているところであります。

以上であります。

８番（松原良彦君） ２回目の質問をさせていただきます。

ただいまは、町長よりご丁寧に説明、また今後の農業の方向など力強いお言葉、

またこの担い手の育成、それから生産組織の育成というようなことでお話がござい

ました。今後の問題としては、そういう方向に行くのが自然の形になるかもしれま
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せんけれども、今、これからの５年間、またはその先もうちょっと、そういうこと

を考えた場合に、果たしてこの５年以内にそういうよい方向、それから収入の上が

るような方向ができるのかどうかというところに最大の私たち心配を持っておりま

す。それでなくても機械化貧乏とか、それから高齢者とか、もろもろの困ったよう

なことがたくさん出てきておりますけれども、私は今そのことを出す前に、ちょっ

とした資料を持ってまいりました。私は、ちょっとだけ田上の農業形態のこの資料

をも参考にしていただきたいというようなことでございます。

今、田上町の田んぼの面積は、約800ヘクタール、そのうち田上郷土地改良区で基

盤整備の終わっている面積は約536ヘクタール、全体の３分の２が基盤整備が終わっ

ております。あとの二百何十町歩は、まだ未整備や才歩川の向こう、それからＪＲ

線路のところのまだまだ基盤整備の行っていない土地が約３分の１くらいあるとい

うことでございます。基盤整備の終わったところは、皆さんもご承知のとおり、長

さは125メートル、それから各幅はそこのうちの面積によって幅は決まっております

のが大体のところで、全部の田んぼが長さが125メートルではありません。でもこの

能率のよくなった田んぼにコメを作るということは、私たちは大変希望しておりま

す。それを転作に使っているところもあるわけでございます。

それから、いま一つは、今、国や県からの自主減反要請に対して、農家の協力は

どうしても田上町は100％にならない。今年は、率にして93.6％、約７％足りないわ

けでございます。同じ南魚沼市、町長と同じく２項目において賛成した市長は、よ

そからでも買って、地域間調整でも買って、減反達成をしておる南魚沼市でござい

ます。そんなことから、農業に対して町長はもう少し頑張っていただきたいという

ところの気持ちもございます。

田上町の総農家数は394戸、販売農家は267戸、これは農業センサスから持ってき

たものでございますが、この農業戸数に今、今回、新聞に出ました集落組織の平均

的な耕地面積34ヘクタールというようなことが新聞紙上に載っておりますが、これ

で計算すると23組織、そのくらいのもので田上町は農業をしている人たちが間に合

うというようなことでございます。こうなれば、町長の言う大規模農家に助成とい

う補助金というのもうかがわれますが、現在はなかなかそうではございません。皆

さん農業に頑張っている人たちばかりでございます。

ちょっと余談を申しますと、日本型直接支払い、こういうものが載っておりまし

た。農道の草刈りやＵ字溝の水路の掃除などは、私たち見れば当然米価の算定の中

に入っていたと思っていたのでございますが、今回は日本型直接支払いなどといっ
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、 、 、て 草刈りも水はよくはける 水路もよくすれば能率も上がるというようなことで

では今まで米価の積算に入っていなかったのか、何だかんだといって私は大変矛盾

を思っておる次第でございます。

農政の基本は、国策で決まっていくわけでございますが、町長に尋ねることは確

かに酷かもしれませんが、減反廃止、補助金を大規模農家に限定は、私は大反対で

はないのですが、町長の味方をするわけではございませんが、大反対ではないので

すが、余りにもコメ政策の骨子がまだ決まっていない状況、そして心配の部分があ

り過ぎる状況に余りにも早く両方とも賛成の意見が出た。せめて大規模農家の補助

はもう少し待って、保留なんかして、農家の皆さんからも少しお話を聞いた中でし

ていただければ本当によかったと私は思っております。ここからあの人たちはバト

ルになりましたけれども、私はこれでお話を切り上げて、本当に町長に大丈夫かと

言い切れる再度のご意見を聞きたいと思います。

いま一つは、羽生田駅の件でございますが、これは町長が最後にお話ししたとお

り、ＪＲ駅に要望を申し入れると、私はこれでも一歩進んだ言葉だと思います。何

もしない、何も言わないでは、改善よくはなりません。でも町から少しでもそうい

う言葉が出まして、マスコミ等に取り上げられれば、それでも町民の皆さんの関心

も高まり、きっとだんだんよくなるというふうに信じております。そんなわけで、

この除雪の関係はこれで終わりにしたいと思います。

以上で２回目の質問を終わりにします。

町長（佐藤邦義君） それでは、今ほどの松原議員のご質問にお答えしますが、そんな

に早く大規模農家にだけ補助金やるということ、保留にしなさい、したらどうだと

いうことでありますが、これも今ほどの話あったように、近隣の市長さんが保留と

いうのは自分の信念に合わないと、こういうふうに言っておりました。私は、全く

同じだとは言いませんが、私もどちらかというと今まで考えてきたことが決して本

道では間違っていないと、こういうふうに思ってずっと考えてきました。というの

は、私が就任した10年のときに、実は農家の理事の方と、そうですね、川通り相当

数減反に賛成しない農家を夜回ったことがありました。そういう方のお話をお聞き

しますと、やっぱり農家というのはコメを作りたいのだと、そして少しでもいいコ

メを作って、やっぱり収入を上げることが必要だと、こういうようなことでありま

した。そのときは、田上町はやっぱり減反達成できなくて、ペナルティーがどんど

ん、どんどん重なってきまして、ますます生産調整、減反が進んでいくというよう

な状況でございましたので、その結果、それではもう、たしか20人近くの方がおら

戻る



- 27 -

れたのですが、何人が減反に賛成してくれたかというのは、最終的にはお聞きはし

ておりませんでしたが、私がお聞きした中では、やっぱり農家というのはしっかり

した自信を持った米作りをしたいというのが本音でございました。

そういったことがありまして、私は余り減反、減反として政策を国策といって農

家に押しつけることそのものが大きな問題だろうということは常々考えているので

すが、やはり努力したことによって評価が得られるという方向に、農家の方もやっ

ぱりそうならないと多分農業というのは発展していかないだろうと。また、その結

果、転作ということもなってきたわけでありますが、これらにつきましても押しつ

けられて転作をしているというような状況が十分にあるわけでありますので、四ツ

合あるいは石田新田なんかで豆を転作してお祭りをしたことはございましたけれど

も、私も参加いたしましたが、残念ながらそれも長く続かないでということがあり

、 、まして やはり水田にそういう農作物を作ることそのものが本当にいいのかどうか

やはりその辺あたりはちょっと問題だろうと、こう思っておりますが、作りたいよ

うに作れば米価が下がっていくということにも必ずそういう帰結するわけでありま

すが、やはりそこは良質米でカバーできるようにしていくのが必要なことではない

かと、こういうふうに思っております。

いずれにいたしましても、今までの兼業農家にも補助金が実は政権が交代したと

き、大幅に兼業農家の人たちも補助金が出ました。田上町が生産組織をやはり強く

していくというやさきにそういった補助金が出たことによって、実は生産組合を作

ることにちょっと歯どめがかかってしまった、こういうことがつい最近あったわけ

でありますが、私は飯米農家は飯米農家で、それはコメを作っていくことは一向構

わないのですが、そのことによって農業、稲作を守るということは、国策ではあり

ますけれども、それでは畑している人はどうなのだと、畑にも多少は補助金は出て

いるけれども、それでは商工業者はどうだと、こう突き詰めていくと、商工業は商

売しているから、では補助金出ているかというと、そういうことは一つもないわけ

でありますので、やっぱり農業というのは、やはり国策の一環としてやってきたわ

けでありますが、やっぱり限界が生じてきていると。そのために担い手がなくなっ

てきているということがあるわけで、私は一貫してそういうことがやっぱり改善さ

れなければ、日本の農業、それからこれまでにも議会の答弁にもお話ししましたよ

うに、民間企業がどんどん、どんどん農地を買い求めていくというようなことにな

りはしないかということは、何回かお答えをしてきたわけでありますが、本当に多

面的な機能を持っている水田を維持するためにもしっかり維持するやはり組織が必
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要だと、こういうふうに思っております。

私は、兼業農家の方が補助金が要らないとは思いませんけれども、いつまでもそ

ういうことでは新しい改革には進まないのではないかと、こう思っております。こ

れも新聞から得た知識でございますが、今回の政策で10町歩に対して7,500円、その

ほかに今ほど議員がご指摘になったような農地・水と同じような形で3,000円と

2,000円というふうになって、それで計１万2,500円。もう一つは、加工用コメを作

った場合には それなりの補助金が出るようになっておりますので 私は１万5,000円、 、

をきちっと実施していけば、１万5,000円をはるかに超える補助金が農家の人にわた

るというふうな、それは国の計算でありますが、そういうことになっているわけで

ありますが、果たしてそういったことにこの地域で加工米に取り組む人がどのぐら

いいるかちょっとわかりませんが、いわゆる中山間地ではそれは難しいというのも

ここのところの新聞の記事には出ていたようでありますが、国はすぐそういう農家

を切り捨てていくという施策にはならないだろうと思いますが、これからのＴＰＰ

の問題もあって、やはり農家もいつまでも国に依存していくやり方が本当にいいの

かどうかということ考えますと、私はやっぱりどこの農家でも担い手をしっかり後

継者を作っていくという施策をこれから町も率先していかなければいけないと、こ

ういうふうに思っているわけであります。

以上であります。

８番（松原良彦君） 最後、３回目の質問をさせていただきます。

町長の気持ち、大変詳しくまた農業関係のお話をしてくれまして、私よりすぐれ

ているのではないかと思うようなところもございますが、私はいま一つその件につ

いてお聞きしたいと思っております。

農家というのは、昔から持ってきた田畑を大事に使い、またそれを後世に残して

いくというようなことで、独特のその農家の気持ちがございます。ですから、道路

の買収等いろんな買収にかかっても、なかなか農家は土地を離さない。土地を減ら

すことは、先祖の皆さんに申しわけないというような気持ちも持っております。そ

んな中で、今回の減反政策が出てきたわけでございますが、私はやはり自然的に徐

々にこれは農家人口も減り、農業戸数も減っていくとは思いますけれども、余りに

も唐突な、早々と、いろんなものがこんなに早く決まる。こんなに早く決まるとい

うことは、今までもできたのではないかというような国の政策をちょっと思ってお

ります。

それで、今、町長がコメの収量は上がるというような、収益が上がるというよう
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なお話をしました。その中で飼料米の話が出ましたけれども、私はこれはちょっと

もう少し様子を見ないとだめなのではないかと。例えば飼料米に適した品種の説明

もございません。どういうふうに飼料米の収量を図るのか。５万5,000円から10万

5,000円までぐらいの幅広いこの料金がかかっております。平均で８万円ということ

でございますが、やはり面積でしなければ、収量の策定まで１筆１筆はかるなんて

いうのはどういうふうにするのだかというようなことで、私は最大の関心を持って

おります。

私も今回この問題を出すに当たって、ＴＰＰや減反廃止、これはやっぱりとどの

つまり、行き着くところは日本の農業と食糧の安定というようなことになかろうか

と思っています。昔よくありましたオイルショックや平成のコメ騒動、今回の福島

の原発等で、すぐ買いだめに走る日本人の性格の中で、やはりコメの安定と安定供

給は、私は欠かせないことだと思っております。農業保護は、やっぱりどこの国で

もそうでしょうし、我が田上町も農業保護の政策は大事だろうというふうに思って

おります。農家の生計が保たれ、後継者が育ち、今度こそ猫の目行政を正して、後

継者が育つことこそ今後の田上町農業がもっとよくなる方法だと思っております。

最後に、やはりいつのこの農業政策の変更のときに、最後にこういう言葉がござ

います。正直者がばかを見ると、だから減反しないほうが得策なのだと、そういう

ようなことがいつでもこの農政の後ろにくっついてまいります。町長は、この言葉

にならないよう、正直者がばかを見ないよう、農業政策を実行していただきたいと

思います。

最後にコメントなり、一言町長にお伺いして、私の一般質問を終わりにいたしま

す。

町長（佐藤邦義君） 今ほどの切実なる質問にお答えしますが、私はその農家が田畑を

離したくないというの、これは当然のことでありますので、この生産組合について

は、やはりむしろ小規模農家が生産組合に農地を提供して、それなりの収入を得て

いくという方法は当然あるだろうと思っております。そういうやり方も大事なこと

であって、兼業農家に半分会社へ行って半分農業のことが心配で仕事に手がつかな

いなんていうことでも困る。かつては、兼業農家がきょう忙しいから休ませてくれ

ということで休んだことが、そういう時期もあったそうでありますが、今はそんな

のだったら会社やめなさいと、こういうふうなことになって、民間でも必ずしも農

業に対してそれほど温かい目になっているかというと、そういうことではないとい

うのは言われておりますので、やはり小規模農家の方の場合はそういう形で生産組
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合の一員としてやることがいいのではないかと、こういうふうに思っております。

それから、最後のほうに農業の保護ということでありますが、ご承知のように農

業というのは昔からもうからない商売だ、産業だと、こういうふうにずっと言われ

てきました。稲を作る、特に私は東北のほうですから、なおさらそういう話をよく

聞いたのですが、まあコメ作るといってもそんな成り立つわけいかないと。かつて

は小作人というのがいたりして、そういうところは本当に大変な状況だったと、こ

ういうふうなことも聞いておりますが、もともと国の補助がないと成り立たない産

業だと、こういうことが言われてきました。そういったことが先ほど最初の質問に

お答えしたように、やはりひとり立ちする農業、産業として成り立つ農業をやっぱ

、 、り目指さないと もうどうにもならない状況が延々と続いてきているわけですから

私は発想の転換が必要なときではないのかなというふうに思っております。

それから、この加工米については、松原議員も大変ご心配になって、私もこれは

新聞の受け入れでございますけれども、やっぱり果たして加工米作って政府が本当

。 、に買い入れるのだろうかというのは最近の論調であります 本当に加工米を作って

政府がわかりましたといって、ある一定の価格で買い入れるかどうかが心配になっ

てきたという農業の専門家が言い出してきておりますので、それから中山間地では

そういった加工米を作るだけの技術もないし、なかなか中山間地ではそういう作る

広さも確保することは難しいので、絵に描いた餅ではないかと、こういう心配され

ている方も多いようでありますが、いずれにしても小さな農家がなくなっていくと

、 、いうことは 特に私は田上町はそういうことは余り心配はしておりませんけれども

中山間地に行ってみると、なるほどね、この額のような田んぼを耕しながらおいし

、 、いコメを作っているわけでありますが そういった方をどう救済するかというのは

、 、私の今の頭ではちょっとまだまだ考えつきませんけれども いずれ農地を確保して

農家もそれなりの収入を得ながらやっていく農家をやはりこれから支援をしていく

必要があると。

私は、先ほど申し上げましたように、やっぱり担い手をしっかりと育てる農政を

作っていく必要が町としても必要だろうと、こういうふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいなと、こう思っております。

議長（渡邉正策君） 松原議員の一般質問を終わります。

時間が多少早く終わりましたけれども、お昼のため休憩を入れさせていただきま

す。

午前１１時２３分 休 憩
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午後 １時１５分 再 開

議長（渡邉正策君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。

９番、川口議員の発言を許します。

（９番 川口與志郎君登壇）

９番（川口與志郎君） 一般質問をさせていただきます。

、 。 、最初に ＴＰＰと農業問題ということであります 先ほど松原議員の一般質問で

いろいろまた考えるところがありました。生産調整、賛成か反対かといったような

ことでありました。ちょっと感想を申し上げて、本題に入りたいと思います。

生産調整に賛成かという、そういう政府の方針でありますが、それを実行しよう

ということでありますが、条件、幾つかの条件があると思うのです。その条件がク

リアされないと、反対とか賛成とか言えないのではないかというふうに思います。

１つは、ＴＰＰでコメの関税が800％、今、そうなっていますが、それが守られるか

どうか、それを崩してはいけないと思います。それがちょっと微妙な状況でありま

すが、800％の関税がコメへの関税が守られるという前提が必要だと思います。

２つ目に、この生産調整を廃止することによって、大規模農家が打撃を受けると

言われております。米価が下がる、補助金が打ち切られると、それが大規模農家に

大きな打撃を与えるのではないか。あるいはもう一つ重要なのは、小規模農家が潰

されてしまうのではないか、一掃されてしまうのではないかということが問題であ

ります。それで、そういうことを避けるためにも、今、実行されています農家の収

、 、 、 。入 戸別補償 農家の収入の戸別補償政策が実行されていますが それが守られる

今、どうも廃止の動きになっているようであります。それから、コメの価格、米価

を保障する、米価の価格がもし下落した場合には、それを保障する、その体制がそ

の政策が必要だと思います。

それから、もう一つ、中山間地、これは田上町は余り該当がないのかもしれませ

んが、中山間地、今も保護政策がされているようですが、もっともっときちっとし

た中山間地への対応が求められます。それが必ずしもはっきりしていない。この中

山間地の農業を潰しては、絶対いけないというふうに思います。そういったような

条件がそろって初めて今の政府の減反政策に賛成なら賛成、反対なら反対という立

場を明確にすべきではないかなというふうに思います。

町長は、生産調整廃止、賛成というふうにはっきり今回表明されましたが、いつ
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もの町長らしくないというふうに思います。いつも町長のいいところは、皆さんの

意見をよく聞いて、いろんな意見がありますけれども、熟慮して、そして結論を出

。 、 。 、しておられました 私は それはすばらしいところだと思います ちょっと今回は

早過ぎたのではないかと。もっと田上の特に農業者の意見をしっかりと聞いて、熟

慮されて、この問題での判断をしていただきたかったというふうに思います。先ほ

どの松原議員とのやりとりを聞いていまして、そんなふうに思います。

本題に移ります。今、ＴＰＰの交渉が進んできていますが、現在の段階での農業

分野の動きを町長はどう見ていますか。町長は、本会議でＴＰＰについて冷静に、

理性的に見守っていくとの見解を述べていますが、その認識は変わりませんか。ま

た、田上の農民は厳しい状況のもとで日夜努力し、農業経営の工夫をしながら頑張

っていますが、町独自の支援をさらに強化できませんでしょうか。

田上の農業は、日本の食料自給率の向上、おいしいコメ作り等、食料基地として

日本の食料提供に貢献してきました。一般論としての食料自給率についての見解を

伺います。

現在、国の食料自給率は40％弱ですが、当面50％を目標にして引き上げるべきだ

と思います。現在の動きは、ご承知のとおり逆行しています。ＴＰＰの結果によっ

ては、大幅に自給率が下がるのではないかと言われています。これは、今さら申し

上げることもないことですが、自分の国の食糧は、自分の国で賄うのが原則です。

食糧の安全、安心の保障です。万一にも国民を飢えさせてはいけません。

私ごとで恐縮ですが、私は昭和20年、満４歳でありました。ちょうど育ち盛りで

食べ盛りのときに、ひどい食糧難の中を生きなければいけませんでした。ひどい状

態。その中で何とか生き抜いてきましたが、国が食糧の安全、安心の保障をしない

ということ、できなかったのですけれども、あのときは、それがどんなにつらいこ

とであるか、それは身をもって体験しております。

、 、 。 、今 世界見てみますと 世界の人口増加は急速に進んでいます 現在六十数億人

地球に人間が生きております。それが二、三十年後には、90億人になるという予測

がされています。温暖化による異常気象で、干ばつ、洪水、台風など農地の被害が

世界で多発しております。現在、日本に対して食糧を輸入してほしいという国が幾

つかあります。代表的なのは、アメリカ、オーストラリアですが、それがいつまで

続くのでしょうか。何らかの理由で日本への輸出をストップしないという保障はあ

りません。いろんな理由が考えられます。これは、申し上げる場でありませんが、

何らかの理由で日本への輸出がストップする、これはあり得ます。輸入に頼るのは
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危険です。農業は、新自由主義とか、市場原理とかはなじみません。コメの保護を

しなければどうなるか明白です。農地の平均耕作面積100倍のアメリカ、650倍のオ

ーストラリア、どう競争するのですか。土俵が違うではありませんか。いろいろ日

本の農業を守るために政府は手を打つと言っていますが、こんな大きな違いの中で

有効な手が果たして打てるのでしょうか。大変否定的にならざるを得ません。

日本の国民の多くは、コメの価格が下がることを望んでいるように思えます。目

の前を言えば、コメを買ってきて安いにこしたことはありませんから、そのことは

わかりますけれども、それで、それだけでいいのでしょうか。まず、それだけで国

民の食糧が安全、安心に守られるのでしょうか。それならいいですけれども、コメ

も安かったら安いほどいい、だけれども、食糧の安全、安心は守られるのでしょう

か。このことをきちんとコメの食糧の安全、安心、これをきちっとすること、これ

はどんなに大事か、私は身をもって先ほど申し上げましたが、体験しております。

きちっと説明すれば、国民の方もわかって、多くの方もわかっていただけると思い

ます。何と言ってもこのＴＰＰでコメの関税800％、これは絶対譲ってはいけないと

思います。また、場合によっては税金を投入する、これ既に投入されていますが、

より多く投入してもいいのではないか、国民はそれを理解すると、説明すればわか

ってくれる、そう思います。それらのことをしっかり踏まえて、農業政策は実行さ

れるべきだと思います。

先ほど町長は、商工業と農業と、商工業者は苦境に陥っても保護されないではな

いかということを言っておられましたが、商工業者と農業と全然質が違います。も

うポイントです。食糧の安全、安心というのは、何を置いてもこれは守られなけれ

ば、確保されなければいけません。町長の認識を伺います。

農政のことは、主に国政が担っています。町長の権限を超えています。しかし、

主には政策は打てないと思いますが、田上でできることがあると思います。いかが

でしょうか。例えば既に農地の整備とか、農業機械の助成は実行されています。９

月議会で大豆を作っている農家の助成が決定されましたが、大変タイムリーだった

と思います。

また、農業の担い手作りのための方策をいろいろやっておりますが、もっとやっ

てもいいのではないかということであります。日本人のコメの消費量を増やすこと

も課題になっています。町が率先して、田上のコメの消費拡大の運動をしてはいか

がでしょうか。例えばスローガンを書いた垂れ幕を庁舎に掲げるというのはどうで

すか。また、町民や子供たちに何らかの方法でＰＲできないでしょうか。
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先日 「宴会の席での乾杯は日本酒でしましょう」とコメの消費拡大を強く望んで、

いる東京大学名誉教授の先生、先日の町村議会研修会でユーモアを込めて話してい

ました。つい最近の情報では、２つの府県が条例で宴会の席での乾杯は日本酒でし

ましょうということを決めているのだそうでありまして、田上町独自でというのは

すぐには実現しないと思いますが、できれば検討していただきたいと。大変な状況

下で頑張っている田上の農家を励ます町長のコメントをいただけますか。町長の激

励は、農家を元気づけるものです。よろしくお願いします。

２点目、田上町と加茂暁星学園についてであります。田上町と加茂暁星学園との

関係をもう一度見直してはいかがでしょうか。町長は、その見解をどのように見て

おられますか。町民に意外に知られていないと思われることですが、加茂暁星学園

の敷地の多くは田上町地内にあります。高校は、ほとんど田上町ですし、大学も半

分ほど田上地内にあります。坂田、川船河地区は境を接しています。皆さんは、加

茂市の学校と勘違いしているとは思いませんが、田上の学園でもあるのです。学園

の生徒、学生は、羽生田駅を利用して通学して、多くの生徒が通学しています。田

上町の地内のアパートに住んでいる学生もいます。今は、年間30名ほどの在籍です

が、以前は100名余の田上中学校の卒業生が加茂暁星高校に学んでいました。私は、

田上中学校の出身の多くの生徒の教育に携わりましたが、田上の生徒たちに、田上

中学校卒業生に好感、好印象を持っています。多くの生徒、卒業生が過去も現在も

町内で、そして県央地区で活躍し、地域に貢献しています。大学は、比較的新しい

ために、県央地区への貢献が見えてくるのはこれからかもしれません。現在田上町

、 、出身者が大学に何人在籍しているのか 卒業生が何人いるのかつかんでいませんが

その資料がありましたら教えてください。

先日、新聞報道で、県央の企業百数十社と経営大学との懇談会が開かれたと報じ

られています。年とともにその関係は深められていくものと思います。地元に大学

がありますと、町民にとっていろいろなメリットがあります。卒業後、地元に有利

に就職できます。東京の大学など、県外の大学へ行くよりも、自分の家から通えま

すので、学生時代の生活費は大幅に少なくなります。将来の生活に生かす資格も在

学中の努力次第で自分のものにできます。新潟県は、米百俵、有名ですが、高等教

育は町おこしに欠かせません。田上町は、高等教育の機関を持っているのです。そ

れを町は、存分に生かすべきではないでしょうか。いかがですか。

先日の台風の土砂崩れで、伊豆大島の多くの避難者が県立大島高校に避難しまし

た。万一田上に災害が起こり、避難者が続出したときなど、加茂暁星学園は避難場
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所としての役割を担ってくれると思います。新しい建物ですので、耐震化されてお

り、崩壊する心配もありません。また、近年中に高校の古くなった校舎が建て替え

られる、全面改修されるというニュースも伝わっております。そして、田上町は大

学を持つ町として、ＰＲ次第によっては町のイメージをアップさせることが可能で

す。町村が大学を持っているところを私は知りません。学園構想を作り、学園都市

としての項目を田上の都市計画の中に入れていいのではありませんか。いかがです

か。

以上、１回目の質問を終わります。

（町長 佐藤邦義君登壇）

町長（佐藤邦義君） 川口議員のご質問にお答えしますが、質問の趣旨が実はどこを答

えたらいいのかということで、非常に悩んだわけでありますが、今、もう一度お聞

きして、ちょっと個別的な質問に簡単にお答えいたしますが、最初にＴＰＰの交渉

について、現在の段階での動きはどうかということのご質問、認識はどうかと、こ

ういうことでございますが、実はＴＰＰの問題については、新聞等でも報道されて

いるように、政府は全然どんなことで今交渉しているかということをはっきりと実

は述べていません。先般、新潟市で市町村、市から３人、町村からも３人というこ

とで、私ども役員はそれぞれ市町村と町村会から３人出て、それから農家の方が出

て、日本の代表している西川さんて名前はご存じだと思いますが、西川氏が来て説

明をしておりましたけれども、残念ながら今では交渉の内容は公表できませんとい

うことで、何しに来たのだろうと私は思いましたけれども、現実にはそういう状況

になっておりまして、余りあれだこれだと詮索しますと大変なことになるというこ

とだったので、なるほどなとは思っておりましたが、いまだもって私はＴＰＰとい

うのは、これは全くアメリカの一方的なものもあるので、日本はどうしても従わざ

るを得ないというようなことになるだろうというふうな感想だけは持っております

が、農業問題については、担当した大臣が病気になってしまったということで副大

臣が言っているわけでありますが、１ミリたりとも譲歩しないということを述べて

おりますので、そうあってくれればいいわけですが、これもその先は多分妥協案が

出て、日本はある程度譲歩しながら、アメリカにも少しの譲歩をして決まっていく

のかなと思っておりますが、正直なところわかりません。

それから、食料の自給率についての見解を伺いますというふうになっております

が、これもご承知のようにコメ以外は、コメは100％でありますけれども、それ以外

はもう大変な状況になっておりまして、三、四十％、45％を目指していたわけであ
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りますが、50％になるように努力ということでありますが、自給率については大豆

をはじめ小麦、大豆等、それだけでありませんが、日本の食料に対応できるような

自給率がなっていないということでありますので、そういったこともありまして、

生産調整の中で転作ということが出てきたわけでありますが、正直言って日本の気

候の中でそういったものを作っていくということは非常に難しい状況であるだろう

と思っております。

そういったこともお答えしておきますが、農業問題にという質問でございますの

で、一般的なお答えを最初しておきますが、ご承知だと思いますけれども、町にあ

る水田というのは、コメなどの食糧の生産基盤だけでないということを先ほども申

し上げましたが、降雨時のダムの役割を果たす多面的機能を有しているわけであり

ます。

また、ＴＰＰ交渉が進んでいくものとは思っておりますが、どのような結果にな

るかというのは、先ほども申し上げましたように現段階では私にとっては不明であ

りますので、ちょっとわかりません。そういう中で、生産基盤である水田をしっか

り管理、保全しながら、安全、安心な食料生産を続けていく必要がこれは紛れもな

い事実でありますので、そうしなければいけないと、こういうふうになっておりま

。 、 、す ＴＰＰとか生産調整廃止などを考えますと これは先ほど来申しているように

恐らくある程度の方向性を持って進むだろうと思っておりますので、田上町として

、 、は生産組織あるいは法人化などによりまして 足腰の強い農業生産を目指しまして

田上ブランドの構築を図って、他産地と、ほかの産地と差別化を図っていくことが

必要だろうと、こういうふうに考えております。

また、町長の農家を励ますコメントがあればということでございますが、これも

先ほど松原議員にお答えしましたように、地域で中心になっている、いわゆる若い

担い手、どうしてもこの若い担い手に期待せざるを得ないと思っておりますので、

。 、これからの田上町の農業に取り組んでいってほしいと思っております 町としては

やっぱり生産組合を側面から支援をしていきたいと、こういうふうに考えておりま

す。

次に、町と加茂暁星学園についてのご質問でありますが、現在、田上町出身の学

生が何名在籍しているかというようなことでありますが、経営大学にお聞きしまし

たところ、平成25年４月１日現在では１年生から４年生まで11名在籍しているよう

であります。また、６年の開学以来からは36名の卒業生がおられると聞いておりま

す。
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次に、暁星学園との関係でありますが、高等学校におきましては、もうご承知の

ように平成21年10月１日に避難所の施設として第二体育館、この第二体育館は耐震

がもうできておりますので、避難所として使わせてもらうということで協定を締結

をさせていただいております。そういったことでありますので、また大学、短期大

学におきましては、地域社会の発展と人材の育成に寄与することを目的といたしま

して、町と大学、それから短期大学との間で教育、学術、文化などの幅広い分野で

相互に協力しまして連携していくために、この12月18日に連携に関する協定を締結

する予定であります。その具体的内容につきましては、協定締結後に大学、それは

短期大学と個別に連携協議会を開催いたしまして、双方で協議していくことになっ

ておりますので、現時点では詳細にお話しすることはできませんが、今後の町づく

りにおきましては、加茂暁星学園だけでなく、近隣大学とも今まで以上に連携、協

力していくことこそがイメージアップにつながるものとは考えております。

以上であります。

９番（川口與志郎君） ありがとうございました。

ＴＰＰの交渉過程がかなり秘密になりまして、情報が公開されていないというの

はおっしゃるとおりであります。町長の観測では、かなり参加して交渉している以

上、相手は大変強気ですから、関税を撤廃しろと強くアメリカは要求しています。

交渉に臨んだときに、ゼロ回答というのは非常に難しいと思います。撤退するか、

妥協するか、譲歩するかということだと思います。町長は、妥協、譲歩を迫られる

のではないかという見解ですが 私もそう思います それは 非常に危険です 800％、 。 、 。

のコメの関税は、死守しなければいけないと思います。それが守られなければＴＰ

Ｐから撤退する、これは自民党の公約ですから、撤退するべきだと、妥協すべきで

はないと思います。それを期待したいと思いますので、町長にもそういう点で支援

を、田上町の大事な基幹産業、農業を守るということで、そういう決意を固めて、

何らかの場面でその意見を表明していただきたいと、これ要望であります。

次に、加茂暁星学園との関係ですが、いろいろな点で前向きに受けとめていただ

いて、手を打っていただけるということであります。特に避難所、加茂暁星高校の

、 。 、第二体育館 避難所として既に協定ができ上がっている きょう初めて伺いまして

、 。 、 、 、ああ 一歩前進だなというふうに思います ただ 大学の校舎 また新しくできる

新築、全面改築される校舎、そこもぜひ避難所として使っていく必要があるのでは

ないか、そのことを暁星学園に申し入れていただきたいというふうに思います。

といいますのは、福島の経験がありますが、50キロ圏内の町、そこへわずか人口
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１万5,000人ぐらいの規模の町に避難者が7,000人も押し寄せたということが言われ

ております。三条市もこの間、原子力災害の計画を出していますが、避難者の受け

入れと、それから町から避難する人、両面に対応しなければいけないと、実は大変

なのだということを言われています。加茂暁星学園を避難所として、坂田と川船が

本当すぐそばですから、そこを避難所として全面的に受け入れていただけるという

ことは可能ではないかというふうに思います。現実に大学の設置、高校の設置、田

上町は全面的な協力をしてきました。暁星学園は、どんなに助かっているかわかり

ません。田上町の町民の皆さんの温かい支援、思いやり、そういうものに支えられ

て、今の加茂暁星学園があります。ですから、避難所として受け入れないなんてこ

とは絶対あり得ないと、私はそう思います。それをぜひさらに詰めていただきたい

というふうに思います。要望を申し上げましたが、町長のそういう姿勢に賛成であ

ります。

以上、２回目で質問を打ち切りたいと思いますが、以上です。

町長（佐藤邦義君） お答えしますが、要望ということでございますが、実は私どもが

関税撤廃について意見を述べる場というのは、そうあるわけでありませんので、先

ほどもお話ししましたように、特別先般11月中にそういう会が開かれたぐらいで、

あとはどういう意思表示をすればいいのかちょっとわかりませんけれども、見守る

しかない、あるいは何らかの機会で意思を表明していくということはあると思いま

すが、先ほど来冒頭にお話がありました、日報さん、今、そこにいますけれども、

日報さんの意向は、ぱっと紙が来て丸つけろと、そういう程度でありますので、丸

をつけたわけでありますが、正直言ってその結果を見ましたら、私と三条と魚沼と

糸魚川とどこ、５つだけ賛成だったようでありますが、感想を申し上げますと、ほ

かの首長って本当にそうなのだろうかと私思いました。減反に本当に反対している

のだろうかというようなことをとっさの考えでそう思った。だから三条の市長が言

ったように、保留とすることはかえって無責任だというのも、私はその意見はそう

だろうなと思っております。私は、特に今回のことについては、農家の方と相談し

てということでございませんので、現段階で首長としてどう思うかということであ

りましたので、私はこれまで考えてきたことで、そういう丸をつけたわけでありま

すので、ご理解願いたい。

、 、 、 、暁星学園の連携についてでありますが これは避難所ということで 坂田 川船

、あの一帯については避難所がちょっと保育所がだめだということになりましたので

やむなく暁星学園の高校の第二体育館等お願いしたわけでありますが、その第一体
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育館は耐震上もう壊さなければいけないというような状況になっております。

あとは、大学の体育館もあるわけでありますが、今後、可能であればそういうこ

とでお願いをしていくということであります。高等学校のほうは、今、改築という

ことになっておりますので、これはできてからの話であります。あとは、短期大学

にも体育館ございますが、これも半分だけ耐震がオーケーということになっており

まして、全面的に耐震に合格しておりませんので、今のところは短期大学が校舎を

、 、新築して 体育館をつくるのかどうかというところでまだ話は行っておりませんが

できた段階でそういう避難所としてお願いできればと、こういうふうに思っており

ます。

いずれにいたしましても、自治体と学校が連携というのは、余りないということ

でありますが、両大学、それから短期大学、もう一つの大学と３つの大学と協定を

結ぶということになっておりますので、正式に決まり次第、また皆さんにお知らせ

をしていくと、こういうふうになっております。

以上であります。

９番（川口與志郎君） ありがとうございました。

質問を終わります。

議長（渡邉正策君） 川口議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩いたします。

午後１時５０分 休 憩

午後２時００分 再 開

議長（渡邉正策君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、11番、池井議員の発言を許します。

（11番 池井 豊君登壇）

11番（池井 豊君） 池井でございます。お寒うなりました。実は、私きのう、おとと

いと長岡市に合併した川口町木沢という中越地震、震度７の地域へ行ってきたので

すけれども、雪が20センチ以上降って除雪車が出ているようなところでしたけれど

も、非常に人がよくて、錦鯉飼っているおっちゃんが冬の池にコイを移すときのを

見せてくれたりとか、敬意を払って錦鯉のネクタイをしてきましたけれども、人は

いいのでございますが、私にとってみるとやっぱり雪があるという、この時期から

雪があるというのはちょっと困るかなと、そういう意味では田上町、非常に過ごし

やすい町なのではないかなと思っています。そこら辺も含めて、きょうは一般質問
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させていただきたいと思います。

まず最初に、佐藤町長の政治姿勢についてでございます。佐藤町政も４期目、３

期と４分の３、15年と半年ぐらい過ぎました。15年といったら大変長い年月でござ

います。その間、平成の大合併があったり、財政再建があったり、いろんな災害が

あったりと、大変な時期を過ごしてきたと思われます。その４期目、16年目といい

ましょうかの年を迎えて、今、振り返る時期に来ていると思いますけれども、15年

半を振り返って総括をまずお願いしたいと思います。町長の実績、こういうことが

あった、これはなし遂げたというようなところをお聞きしたいと思っております。

それと、４期目のもう残り半年でございますが、そういう４期目に臨むに当たっ

てもいろいろな目標を立ててきたと思っております。残り半年でやり残したことが

どういうことがあるのかというところをお聞きいたしたいと思っています。半年で

達成すべき課題などがあればお聞かせください。

最後に、要ははっきり言って５選出馬の意向があるかどうかをお聞きしたいとこ

ろでございます。町長いろいろな思いがあろうかと思っております。なし遂げたこ

と、なし遂げていないこと、これお聞きしますけれども、その中でなし遂げていな

いことがあれば５期目も挑戦し、やっていくのかというようなところをお聞かせい

ただきたいと思います。なぜこういうことを私が質問するかというと、町長自身の

進退ということよりもというか、そろそろこういう時期に来て、進退をはっきりさ

せないと、際になるとちょっと言い方悪いですけれども、ぽっと出といいましょう

か、ぽっと出て口当たりのいいことを言った人がすっとなってしまって、町政を混

乱に導くなんてことがあってはならないと思っております。進退を明らかにした中

で、来年の６月、選挙を迎えて、ちゃんとした政策を持った者同士が競い合って、

次の４年間を任せられるような状態にならなければならないと思っています。町政

の空白を招かないという意味でも、５選目に出馬する意欲があるのかどうかをお聞

かせいただきたいと思っております。

次に、国道289号線開通の影響についてでございます。先月７日、議員有志によっ

て国道289号線の工事現場の視察に行かせていただきました。聞いていたよりも、私

の印象なのですけれども、工事が進捗している印象を持ちました。というか、私国

土交通省の三条国土出張所長に「まあ、はっきり言って、これあと20年かかるんで

すか、10年ぐらいかかるんですか」とかと質問したら 「いやいや、とんでもない。、

」 、 、このまま予算がつけば10年なんてかかりませんよ ぐらいな勢いで言われて ああ

やっぱりそんなにまで来ているのかと、私はまだ30年かかるのではないかと思って
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おりました。その後、三条の出張所に行って、そのときもこういう「八十里越」と

いう冊子、進捗状況の出ている冊子があるのですけれども、そのバックナンバーも

らってきて、５年間ぐらいのバックナンバー、平成21年の工事の進捗状況が載って

いるのと比べると、確かに進捗している部分あるし、予算がこれからついてくれば

10年とかからないのではないかなという印象を受けたところでございます。

そこで質問いたします。国道289号線開通による当町、田上町への影響はどのよう

、 、 。 、なものが予測されるか どのようなものがあるか 町長にお尋ねいたします また

私は福島県只見町との積極的な交流が必要と思っています 実は 私も高校２年 17歳。 、 、

のときに下田村の吉ケ平から歩いて、途中１泊して、八十里越を歩いて、福島県只

見町の入叶津というところまで歩いていった覚えがあります。只見町というところ

も非常に山深い里ですが、いい町だったなと思っておりますけれども、只見町との

交流が必要だと思っています。

、 、 、ここでちょっと私皆さんにご紹介したいのですけれども 只見町と田上町 町長

田上町と只見町、いいですか、議員の皆さんも。漢字で書くと町しか一緒ではあり

ません。これを平仮名で書くと、５文字中４文字が一緒です。た、が、み。それで

濁点がつくところも一緒なわけです。これをまた横文字で書いてみると、何と11文

字中10文字も同じのです、町長。ということは、私ある課長から聞きましたけれど

も、田上町によく只見町の郵便物が送られてきたり、間違い電話がかかってきたり

するという、それほど何か似たような名前の町なのです、これ。だからこれ何かこ

ういうところをひっかけて、田上町と只見町の交流をやったらおもしろいのではな

いかなと考えております。

交流やるに当たっては、289の出発点であるのは下田地区なので、下田の商工会と

か下田地区の人たち、または三条市とよく協議した上で交流しないと失礼に当たる

かと思うのですけれども、幸いにもというか、三条市の中には宿泊できるところが

そんなキャパ多くない。そういう意味では、隣の田上町の湯田上温泉に泊まっても

らうとか、そういうふうなことも可能かと思いますので、交流によって田上町の産

業にいい影響があらわれると思っています。ぜひまた特産品とかの交流会なんかも

やってもいいのではないかと思っていますが、いかがでしょうか。

３つ目です。羽生田川の水害対策についてです。実は、昨年12月の一般質問でも

「大正川を羽生田川に」と題して町長の見解を伺いました。ところが、先日都市計

画審議委員会が行われて、そこの席上で区長会長でもある羽生田総区長の渡邉達也

氏から、都市計画を考える上でも羽生田川の水害対策を行うべきだという意見が出
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されていました。羽生田川の水害対策をという質問をすると、返ってくる返事は大

体予測できるのですが、きょうはそういうところではなくて、要は昨年の一般質問

の中でも言いましたけれども、平成17年の９月の定例会で羽生田地区から羽生田川

の洪水を防止する緊急な施策の実施を求める請願書というのが出されております。

それに対して、当時の建設企業常任委員長は、一級河川認定に向けて町主導で協議

会などを作り、意見調整をすべきであるという附帯意見を添えて執行部に送ったと

いうようなことがあります。そういう状況の中、町として羽生田地区にちゃんとし

た説明がなされていないのではないかと、納得いくような、できるできないは予算

の問題なので、いついつまでにこういうふうにしますよと、こういう計画がありま

すよと、そういう説明がしっかり行っていないのではないかなと思っております。

そしてまたここに、実は平成25年11月８日、羽生田総区、総区長渡邉達也の名前で

佐藤町長宛てに出された羽生田総区要望書というのがあります。そこの②、羽生田

川並び関連の小川、茶園川の水害対策について（継続 、町の今後の対策を早く示し）

てほしいというふうになっております。要は、早く工事してくれではないのです。

工事は、ただやってくれということではなくて、今後の対策を早く示してほしいと

いうことなのです。要は、今まで請願も出したし、要望も出したけれども、町はど

うしますよというのを示していないというふうな認識にあるということなのです。

ですから、こういうふうに羽生田地区への説明、調整がうまくいっていないと思っ

ているのですけれども、その件についてはどこら辺が問題があるのか。ちゃんと伝

えたつもりでも伝わっていないのです。その辺がどこに課題があるのかをお聞きし

たいと思います。

以上で１回目の質問を終わります。

（町長 佐藤邦義君登壇）

町長（佐藤邦義君） ただいまの池井議員のご質問にお答えをいたします。

最初に、町長職を務めた15年半を振り返り総括をということでありますが、全面

的な総括ということにはなりませんが、二、三、例に申し上げます。正直申し上げ

ますと、私が平成10年に立候補するということになりました。いろんなことがあっ

て立候補するということになったわけでありますが、その第１の理由は、全く私は

町政に余り関心がいっぱいあったわけでありませんが、手がかりとして当時の町の

財政の総括と見通しというかなり大きな一覧表がございまして、それを議員からお

借りをいたしまして、ざっと見ました。全くの門外漢ではありましたが、当時の田

上町の財政運営とか、あるいは当時の財政状況の改善がどうしても必要であると、
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こういうふうにまず思いました。それから、その問題点は余りよくわかりませんで

したが、今年度の償還額がその当時七十七、八億円、五億だったか七、八億あった

と思いますが、その当時の予算が50億円に達しない、今と大差ない予算額でござい

ましたが、これは大変な状況だと、こういうふうに思いました。その次は、その時

点では町の産業というのは、どちらかというと農業中心でございました。やっぱり

産業構造をちょっと変えていかなければいけないということがありまして、あくま

でも農業依存だけでは将来の田上町の発展が望めないだろうというふうに実は感じ

た主な立候補するという理由になったわけであります。

そういうようなことで立候補したわけでありましたが、就任してからは何が起き

たかというと、実は平成10年に田上駅前の水害が起きました。羽生田駅前もそうで

ありました。それから、12年にも水害が発生をいたしました。それから、道路整備

でありますが、特に403号バイパスの問題に直面したわけでありますが、その当時は

千代橋、加茂市の部分のところでストップをしていたわけでありまして、後でなぜ

だったかという理由はお聞きしましたけれども、そういったバイパスの問題を何と

か進捗させなければいけないということでございました。その後は、当然議会の皆

さんと協力もいただきまして、道路問題に重点を与えながら努力してきたわけであ

りますが、当初は水害対策についても佐藤で何ができるのだという考えが議員の中

にもありました。そういうところがありましたが、これは議員さんはそう考えるの

は勝手でございましたけれども、私としてはその水害対策を12年の水害対策、その

とき現場に実際に行ったわけでありますが、帰れなくなってしまって、９時に開催

をしていた議会におくれてしまって怒られた経験がございますが、私はあのゴルフ

場から流れてくる水の状況を見て、これは一刻も直さなければいけないということ

で横山川の改修をするということに心を決めました。

そういうことで、そのとき新潟県選出の国会議員がたまたま環境政務官か何かし

ておりまして、私は急遽国のほうへ行って、こういう状況だというような話で、大

体平成７年から田上町の水害が起きているのだと、特に田上駅前一帯の水害が起き

ているというような話をして、県のほうにもお願いをしました。そのときは、まさ

に単独でございました。知らないことが強みといいましょうか、単独で要望しまし

たところが、国のほうでは、では工事していいということになりまして、その当時

の三条市の振興局がびっくりして飛んできました。本当は、もうちょっと県を通し

てやってくれというようなことだったろうと思いますが、いずれ事業化になったと

いうことで、早い時期に横山川の改修がなったということで、13年にはもう工事に
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差しかかったということがございました。そういったようなことがございまして、

その当時の商工業者からも少しずつ理解を得まして、その後は農業者の方々からも

協力得られて現在に至っているわけであります。

一言で言いますと、水との戦い、すなわち水害対策にかなりの年数を費やしてき

ました。先ほど申し上げましたように、就任当初の平成10年の田上町駅前、羽生田

駅前の水害、そして才歩川の氾濫対策と、こう続いたわけであります。おかげさま

で横山川の改修が終わって、田上駅前の水害も少なくなりましたし、才歩川改修で

は周辺の災害が少なくなってまいりました。来年の３月までには、湯田上の山田川

改修が終わり、水害の危機はある程度遠のいたのではないかなと、こういうふうな

感想を持っております。

また、403号のバイパスは、先ほど申し上げましたように、坂田地区でもストップ

をしていたわけでありますが、このバイパスの整備促進は全く１から出直しでござ

いました。その後の国、県への要望は、先ほど申し上げましたように議会の皆さん

と毎年のように要望をしてきまして、その結果、ようやく平成30年前半ぐらいとい

うふうに県が言っておりますが、新潟市までの開通する運びになりそうだというの

が県の考え方でございます。

そのほかには、教育環境の改善に重点を置いてきました。教育予算も議会のご理

解もありまして、他市町村よりは手厚くしてきたというふうに思っておりまして、

現在では田上町の学校で教育に当たりたいという先生方もおられると、こう聞いて

おります。

その他にも幾つかあると思いますが、マイナス面は余り言わないことにしており

まして、後で進まなかったことなどもいずれ総括をして、田上町の発展に寄与でき

ればと、こう思っておりますが、後ほど全面的な総括することにしたいと思ってお

ります。

また、残り半年で達成すべき課題があればということでありますが、今年度計画

しました大きな事業はほぼ終わることができたと思っております。五明寺トンネル

の改修工事あるいは先月の通水式が終わった羽生田浄水場の基本整備、幼児園の増

築工事も先月完成をいたしました。残りの半年では達成はできるとは思っておりま

せんが、小・中学校の整備あるいは原ケ崎交流センターの整備など、田上の子は田

上で育てると、この実現のために環境を整備してまいりたいと、こう思っておりま

す。

また、403号バイパスの整備促進は、町の商工業発展のためにも一日も早く完成で
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きるように、引き続き力を入れていきたいと思っております。幸い現在私は、新潟

県の道路整備協会の会長ということになっておりまして、国のほう、全国では道路

整備促進全国連絡協議会の副会長という、こういう立場でありますので、国、県か

らの道路予算については、ある程度の配分をいただいたりして、町のためには少し

は役に立っているかなと、こう思っておりますが、引き続き努力していきたいと考

えております。

最後に、池井議員のほうから５選出馬の意向があるかどうかというお尋ねであり

ますが、そういったことで今年は少し多忙でありましたので、実は後援会と相談す

る機会がなかなかありませんでしたので、これから相談をして、できるだけ早目に

態度を決めていきたいと思っております。先ほど述べた課題の解決にあと数年かか

るとは思っておりますが、当面は現在の課題について努力してまいりたいと思って

おりますし、とりあえずは今は来年度予算の策定に集中していきたいと、こういう

ふうに考えているところであります。

次に、国道289号線開通の当町の影響についての質問でありますが、まだ先の話と

いいますか、10年先ぐらいかなと思っておりますので、余りちょっとぴんときませ

んが、私もあの施設は何回か視察したこともございますが、当町の影響は残念なが

、 。 、 、らそう多くはないだろうと こう思っております というのは なぜならば只見町

、 、 、 、それから南会津町 それから下郷町 それから檜枝岐村と ４町村でございますが

人口が３万2,000人、面積は2,340キロ平方でありまして、膨大な面積でございます

が、それに対しまして県央５地区が人口が7.2倍に当たります23万人超、面積は３分

の１の730キロ平方となっておりまして、会津地区、只見地区の人たちが買い物とか

観光で県央に来るということは、それはあるとは思っておりますが、そう多い人数

ではないだろうというふうには推測できます。

反対に、県央地区からは観光で福島に向かう人のほうも多くなるとは思っており

ますが、新しい道が開通したということで、両県の人あるいは物の流れは変わって

くるものと思っております。そこで議員からは、只見町との交流が必要ではないか

という質問でございますが、三条市は県境を挟んで隣り合っておりまして、現在で

も交流しているとの話ですが、開通後はさらに交流の輪が広がっていくというので

はないかと思っております。当町の場合は、さすが池井議員、いろいろな観点から

文字が１個だけ違うのだと、大変似通っているということでございますが、それで

はその点では親近感はございますので、私も再三只見町に行って、あそこのそば屋

さんに入ったりして、それが国体の選手だったとかで何度も話しましたが、温かい
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人たちではございますが、そういった共通するものが少し少ないかなとは感じてお

、 、 、 、りますが 先ほどご指摘のように 観光という点では あるいは宿泊という点では

湯田上温泉の利用が増えていくのではないかというふうに思っております。

今後の課題として、私どもはその一つのポイントであります１字違ってよく似た

町だというようなことと、共通点がどの辺あるのかなというようなことも考えなが

ら、お互いが共存できるような道を探っていく必要があると思っておりますので、

ご指摘ありがとうございました。今、お答えしておきます。

次に、羽生田川の水害対策についての質問でありますが、大正川と羽生田川を一

元化と考えて、一級河川に指定をして整備できないかという質問を以前にも受けま

して、平成18年及び平成24年の２回にわたりましてお答えをいたしました。河川法

に基づきます一級河川の指定は非常に難しいということで、まずお答えをしていま

す。実際には、そういった難しい現実があります。その事案に対しまして、説明と

か調整が羽生田地区にうまく伝わっていないのではないかという、こういう質問で

ありますが、平成17年９月２日に河川法に基づく河川管理を求める請願書、それか

ら洪水を防止する緊急な施策の実現を求める請願書というのが地元から提出をいた

しました。それに関しまして、平成18年でしたが、平成18年の２月に役場庁舎にお

いて請願者である羽生田、それから清水沢、川船河の各代表区長の皆さんと私を含

めた当時の助役、それから担当の整備課長と話し合いを持ったという経緯がござい

ます。

それからまた、羽生田川の一級河川化は難しい事業であり、実現までの間、何ら

かの被災防止施策が必要と考え、羽生田総区では池井議員に羽生田川のボトルネッ

クの解消ができない中で氾濫を抑えるには何ができるのかなどの調査の依頼とか、

その当時３人の議員の方がおられましたけれども、羽生田水害対策会議の委員の方

が11名、町の職員４名、それから新潟県の三条地域振興局２名で実は現地調査が行

われました。そこで、県、町あるいは羽生田地区との協議会が何回か開かれたわけ

でありますが、それらの結果内容が実は羽生田地区の羽生田総区だよりという地区

の会報がございますが、その中で地区の皆さんには周知されたようでありました。

当時は、それなりの理解が得られておったと思いましたが、年月の経過と地区役員

の交代等によりまして、今になれば地区には十分な説明と意図が伝わっていないな

どの誤解が生じることもありますので、地元区長と相談しながら、必要に応じて対

応したいと思っております。

以上であります。
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11番（池井 豊君） ２回目の質問をさせていただきます。

総括、思い起こせばいろいろあったなと思いながら、私も町長の答弁聞いており

ましたけれども、あえてお聞きします。この15年間に点数をつけるならば、評価は

何点でございましょう。100点満点でお答えいただきたいと思っております。

やり残したこともあるということですけれども、町長の思いとしては、後援会の

皆さんの前にここではっきりと言うわけにはいかないということも理解できますの

で、町長としては多分一番残っている課題というのは、この国道403バイパス、新潟

方面開通だと思っております。今、県の道路協会会長も務めているわけでございま

すから、その開通を何とかという思いが非常に強いのではないかと思いますけれど

も、この開通を見てからやめたいのか、見ずともやめるのか、そこら辺のところな

んか答えられるようであればお答えいただきたいと思っております。

それから、２番目の質問でございます。289号線、これ環境の変化というのはチャ

ンスです。チャンスではないかもしれませんけれども、何かあるかもしれませんの

で、これはぜひ調査入ってください。これある人に言わせると、新潟県の観光の流

れが変わるだろうと、日光観光へ行くのには289号線を通っていくようになるのでは

ないかという話があります。ということは、逆に考えてみると、福島県や栃木県の

人なんかが日本海側というふうに考えたときに、289号線を通って寺泊へ行くのか弥

彦へ行くのかわかりませんけれども、そこで何か手を打っておけば湯田上温泉とい

うことも考えられるチャンスかと思います。ですから、今から調査が入っておかな

いと、いざというとき対応できないということもありますので、ぜひ調査に入って

もらいたいと思っております。

それから、当然供用開始といいましょうか、供用開始までの間にも試験的な運行

として、いろいろな人的交流を切ってくると思いますので、ぜひそういうテーブル

、 、に着けるような準備をしておかないと これはもう10年後とかという話ではなくて

もう既に始まっていると思いますので、人的交流のテーブルに着くような準備を始

めていただきたいと思いますが、町長のお考えをお聞きしたいと思います。

、 、 、それから 羽生田川の水害対策 これについても私も重々承知はしておりますが

私も承知しているつもりなのですが、私自身もちょっと要領を得ないような部分も

あるのです。例えば企業名出して申しわけないですけれども、羽生田製作所のあた

りの脇を通って、ＪＲの下通って、遊水池をつくってという話がありましたよね。

それに対しても何か地元からヒートアイランド現象だの何だのといって、ではそう

いうふうなことではないけれども、違うタイプの遊水池がみたいな話もあったので
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すが、その後何か遊水池計画なのか、またはストレートに出す計画なのかも話が起

きたやにも覚えておりますが、完璧にこういうふうになっていますという話を何か

聞いた覚えがないのです。いろんな話はあるけれども、こういうふうにしましたと

か、いついつまでにこうしますとか、予算がついたらこうする予定ですというよう

な説明は聞いていないと思っております。そこら辺を明確に私は羽生田地区に示す

べきだと思っている。できないならできないでいいのです。できないならできない

で、例えば山奥の上流部の木が橋に詰まったりしないように清掃だけはしておこう

とか、そういうことも考えると思いますので、どういうふうな状態になったら、予

算がついたらこれをしますというようなものが明確に決まっているものがあれば、

ぜひここでお示しいただきたいと思います。

以上で２回目の質問を終わります。

町長（佐藤邦義君） 今ほどのご質問にお答えしますが、最初に15年半の評価というこ

とでありますが、私は前職で評価するのは、人の評価するのは非常に上手なのです

、 、けれども 実際にやっぱり自分の評価ということになりますとなかなか難しいので

今までやってきた中ではまあ60か70ぐらいかなというふうには思っておりますが、

そんな高い評価はつけられないと、こういうふうには思っております。いろんな課

題がまだ残っているわけでありますので、そこを達成できるように努力したいなと

思っております。

特に403号については、確実に予算がついて、資料にもありますように、もう倍々

についてきましたので、そういうことであと５年ということで、私らはそんなに早

くつくとは思いませんでしたけれども、そういうことになりましたので、もう少し

頑張らないと、またどこかに予算が逃げていくということになりかねないので、努

力したいと思っております。

あとは、田上町の人にとってはそれほど問題になっておりませんが、新潟・五泉

・間瀬線というのは、これは県単事業でございますが、これは向こうの五泉市の方

からの毎年の要望でございますので、昨年期成同盟会ができたわけでありますが、

これについても五泉側の人たちの住民の要望を考えれば、これもできるだけ推進を

していかなければいけないと、こういうふうに思っているところであります。そう

いったことで、いずれまた今の立場で努力する必要があるだろうと、こういうふう

に思っております。

新潟289線では、先ほどこれから調査というか、いろんな影響面も考えて、田上町

も全く関係ないというわけではありませんが、三条市が中心になって今まで進めて
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きたわけでありますので、田上町が横から入っていいかどうかも三条の市長に聞き

ながら、観光面でもこういう温泉街があるよというようなことで話に入れてもらう

というのは必要であると思いますし、供用開始前に人事交流の面ということでござ

いますので、努力をしてまいりたいと思っております。

羽生田川改修につきましては、実は池井議員ご承知だと思いますが、当初は農協

と羽生田製作所の前を通っている道路、水路が実は羽生田製作所のところへ行きま

すと90度に曲がって、ちょっと変な形になっていて、大変な状況になっておりまし

て、その当時、実はここの調査に予算がつきました。つきましたが、ちょうど財政

再建のさなかで、あの工事をするにはやっぱりかなり国、県から補助金がないとで

きないということで、実は調査をしました。調査をした下水道事業と関連させまし

て水害対策をするということになっておりますので、調査をしまして、かなりの額

を投資して調査をしました。それからは、調査をしている最中で、今、その後は先

ほど池井議員がご指摘になった、例えば青海団地の１町歩ぐらいの田んぼに貯水池

をつくるとか、そんな意見も出たりしまして、ヒートアイランドがあるからだめだ

という地元の反対で、一言で反対がなりましてやめましたが、そういったことでい

ずれあそこの水路を直していかなければいけないと。なぜ工事を中止しているかと

いうと、やはり403号を割っていくということと、ＪＲ線をくぐるということが非常

にＪＲが反対しておりまして、その問題があって調査はしたのですが、そういった

ことでもう少し呼びかけがちょっと足りなかったなと、こう思っておりますが、そ

ういった経過がございまして、中断してしまったということであります。

いずれあそこも抜本的に改修しませんと、あの一帯、特に近所の薬局とかあの一

帯の人たちが水がやっぱりあふれて浸水するおそれがあるということは依然として

変わらないわけでありますので、一つの大きな課題になっていることは確かであり

ますので、努力していきたいなと、こう思っております。

以上であります。

11番（池井 豊君） 了解しました。

まず、第１点目の政治姿勢についてでございますけれども、町長、いつごろにな

りますでしょうか、その後援会開いて相談するの。それいつごろ後援会、総会でし

ょうか、臨時総会でしょうか、開かれるか、いつごろ開きたいかだけでもちょっと

お話ししていただきたいと思います、その件については。

それから、国道289についてはそういうことですので、ぜひおくればせながらです

が、三条市長に会う機会あったら、田上町もこういう観光の場を持っているので、
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ぜひそういうところにうちの職員１人入れて話聞かせてもらわれないろうかという

ような形で、ぜひ同じテーブルに着けるように努力していただきたいと思っており

ます。

それから、水害対策なのでございますが、今の話を聞いても下水道の雨水対策の

事業でやろうといった話があったというのは私も知っております。その後、結局明

確な対策というか決めて、また方針が示されていないのです、やっぱり。予算がつ

いたらこれはやりますということでもいいので、こういう方針でいきます、こうい

う策でいきます、それまでは上流部の管理を徹底して、水害対策、雨が降ったとき

でも上流部の水害が起きないような対策を打ちますとか、そういうふうな姿勢でや

。 、っていただきたいと思います 方針を示すというところをぜひそれを今後徹底して

地元に説明していただきたいと思っております。

以上で３回目の質問を終わります。何かコメントがあればお願いします。

町長（佐藤邦義君） これからの私の進退のことでございますが、私の後援会では事務

局会議を開いて日程とかを相談しながら、役員会というのがありまして、そこにか

けて、最終的には支部長会議というのがございまして、もうそれを経過しなければ

いけないということで、実は私もそういう質問が来るだろうと思って日程を見てお

りましたが、12月中はどうも開ける状況ではありませんので、１月に入りましたら

順を追って役員の皆さんの意見を聞きながら、最終的には町内の支部長会議の、相

当数いるわけでありますが、話をして、１月中にはできるだけ方針を決定していき

たいと、こういうふうに思っております。

２番目は、職員を入れてということで、新しい提案でございますが、これはまた

担当のほうとも話をしながら、そうやって田上町も１名加わらせてくれと、こうい

うことだろうと思いますので、それはそのほうがいいわけでありますので、余り効

果がないなんか言わないで、私もそれら三条の市長に話をしていきたいと思ってい

ます。

水害対策については、一度方針を決めて調査をしたわけでありますので、それを

やるための方策、国道403号を割ることとＪＲを拡幅すると、そういうことが非常な

大きなネックになっておりますので、それを再度県あるいはＪＲのほうにお話を詰

めて、一刻も早く水害対策ができるようにということであります。ただ、そこで問

題になったのは、そこまでも前のときの打ち合わせでそうだったのですが、その下

に土地改良区がいまして、土地改良区がそう簡単に水を抜いてくれるなというのが

正直でありまして、それらしいやはり対応をしていかないと難しいということがあ
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りまして、あそこから青海団地から流れている川の拡幅も提案したことがあります

が、そういったことの話し合いも続いていて、意外と難しい事業だということは確

かなようであります。青海団地の裏から流れている用水がありますが、それが大正

川に並行して流れているそこにつなぐか、あるいはそこが勾配がないので、その当

初は下をくぐって、あっちの何水路、ちょっと忘れましたが、大きな水路が流れて

いますが、そこへ持っていくという問題が課題としてあるわけでありますので、な

、 、かなかそう簡単にはいかないわけでありますが とりあえず上流のほうの水害対策

茶園川をはじめとしてやらなければいけないというふうに思っておりますので、こ

れが一つの田上町として大きな課題になっているのに変わりありませんので、それ

をこれから取り組みをまたもう一回１からやり直さなければいけないなというふう

には思っております。

以上であります。

議長（渡邉正策君） 池井議員の一般質問を終わります。

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

これをもちまして本日は散会といたします。

大変ご苦労さまでした。

午後２時４４分 散 会
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別紙

平成２５年 第６回 田上町議会（定例会）議事日程

議事日程第１号 平成２５年１２月９日（月） 午前９時３０分開議

日程 議 案 番 号 件 名 議決結果

開会（開議）

７ 番
第１ 会議録署名議員の指名

８ 番

第２ 会期の決定 ８日間

第３ 諸般の報告 報 告

第４ 議 第 １ 号 指定金融機関の設置について 付 託

第５ 議 第 ２ 号 田上町子ども・子育て会議条例の制定について 付 託

議 第 ３ 号 田上町職員の給与に関する条例の一部改正について 付 託

議 第 ４ 号 田上町災害救助条例の一部改正について 付 託

田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一
議 第 ５ 号 付 託

部改正について

田上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正
議 第 ６ 号 付 託

について

議 第 ７ 号 田上町下水道条例の一部改正について 付 託

議 第 ８ 号 田上町集落排水条例の一部改正について 付 託
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日程 議 案 番 号 件 名 議決結果

議 第 ９ 号 田上町水道事業給水条例の一部改正について 付 託

平成２５年度田上町一般会計補正予算（第４号）議定
第６ 議 第 １ ０ 号 付 託

について

（ ）同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算 第１号
議 第 １ １ 号 付 託

議定について

同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第３号）議
議 第 １ ２ 号 付 託

定について

第７ 一般質問

散会

戻る



第 ２ 号

（ １２ 月 １０ 日 ）

戻る



- 55 -

平 成 ２ ５ 年 田 上 町 議 会

第 ６ 回 定 例 会 会 議 録

（第２号）

１ 招集場所 田上町議会議場

２ 開 議 平成２５年１２月１０日 午前９時

３ 出席議員

１番 今 井 幸 代 君 ８番 松 原 良 彦 君

２番 椿 一 春 君 ９番 川 口 與志郎 君

３番 有 川 りえ子 君 １０番 渡 邉 正 策 君

４番 浅 野 一 志 君 １１番 池 井 豊 君

５番 熊 倉 正 治 君 １２番 関 根 一 義 君

６番 皆 川 忠 志 君 １３番 泉 田 壽 一 君

７番 川 﨑 昭 夫 君 １４番 小 池 真一郎 君

４ 欠席議員

な し

５ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の氏名

町 長 佐 藤 邦 義 産業振興課長 渡 辺 仁

副 町 長 小日向 至 町 民 課 長 鈴 木 和 弘

教 育 長 丸 山 敬 保健福祉課長 吉 澤 深 雪

総 務 課 長 今 井 薫 会計管理者 吉 澤 宏

教育委員会地域整備課長 土 田 覚 福 井 明事 務 局 長

６ 本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 中 野 幸 作

書 記 渡 辺 絵美子

７ 議事日程

別紙のとおり

８ 本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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午前９時００分 開 議

議長（渡邉正策君） 改めておはようございます。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員は14名、全員であります。よって、定足数に達しております

ので、会議は成立いたします。

本日の議事日程は、お手元に印刷・配付しております議事日程第２号によって行

います。

直ちに議事に入ります。

日程第１ 一般質問

議長（渡邉正策君） 日程第１、一般質問を行います。

通告順に順次発言を許します。

最初に、２番、椿議員の発言を許します。

（２番 椿 一春君登壇）

２番（椿 一春君） おはようございます。とてもありがたいかけ声ありがとうござい

ます。12月を迎えますといろいろ平成25年のまとめなんかが行われ、先週では流行

、「 」 「 」、「 、 、 」、「 」語大賞発表があり 今でしょ とか おもてなし じぇ じぇ じぇ 倍返し

といった４つの言葉が入れられ 「今でしょ」というものはやはり時代の流れの決断、

のスピードですとか今を真剣に大切に生きるというようなさまざまな感性で伝わり

ます。私の好きな言葉は 「おもてなし」ということで、これもいろんな日本人の心、

ですとか人への気遣い、それから優しさなどいろいろな感じ方があるのですが、こ

「 」 。 、の おもてなし という言葉にはすばらしい言葉に改めて気づかされました また

経済のほうでは、この10月より年金もらっている方の特に高齢者の方の大切な生活

資金である年金が物価過去調整分として2.5％引き下げられ、今度、支出の増加とし

ては４月から社会保障の安定財源確保を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税等の一部を改正するなどの法律案が８月の10日に可決され、４月より消費税も８

％に上がり、実質増税となり、４月からの経済の冷え込みが下がらなければいいな

というふうに心配しているものであります。
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社会保障の安定財源確保という目的を持った増税でありますが、そこで私どもの

当町の福祉サービスは一体どのようになっているのかということで、田上町第５次

総合計画ですとか田上町基本構想が作られ、福祉面のほうでは田上町障害者計画、

田上町障害者福祉計画が24年の３月に第３次が作成されております。それから、高

齢者に関しては、平成27年に特別養護老人ホームというものが社会福祉法人の護摩

堂福祉会によって50床の増床計画がされています。今年の25年には、保明の地域で

地域密着型サービスとして認知症対応型の共同生活介護施設グループホームが５月

よりオープンしておりますし、また今坂田の地内の坂田保育所の跡地にショートス

テイがただいま建設中で この前外壁もみんな張られている状態なので 恐らく26年、 、

度にはオープンされると思います。

それで、高齢者福祉というものは、まだまだ十分とは言えないのですが、少しず

つですが、民間の事業所の参入により有効な施設が増えてきております。またさら

に、町へ要望することでは、予防面、いつまでも元気でいられるような予防面にも

っともっと力を注いでいく必要があるのではないかと思います。

今回の質問は、障害者福祉に関しての質問であります。当町では、障害者福祉と

いうものは社会福祉協議会が指定管理者となり、町からの委託を受けて業務を行っ

ております。法律の中では、障害者の福祉サービスの大部分の運営は社会福祉法人

でなければすることができない業務であります。この障害者福祉サービスは、これ

非常に多くにわたっていて、大体４つに分けると、日中の生活活動サービス、自宅

にいて施設に通い、デイサービスのような施設に通い生活介護や就労訓練を行うと

いう日中の活動系のものと、あと居宅系のサービス、これはどちらかというと施設

に入所して生活支援を受けて暮らす方々、あと児童の通所支援ですとか、もう一個

大きく分けると自宅にいる方が一時的に入所する短期入所の施設。おおまかに分け

ると４つぐらいで、細かく分けるとさらに17個に分かれるとても多岐にわたるサー

ビスが福祉サービスの特徴でございます。

当町では、社会福祉協議会が障害者の福祉サービスをやっているのですが、やは

り社会福祉協議会と町がよく連携していかなければだめなことであります。そのも

ので福祉サービスの現状の把握に対して、福祉サービスに対する改善要望ですとか

福祉計画の中に利用者の福祉のニーズ、これ田上町の福祉計画の冊子の中に利用者

。の真のニーズをつかんでサービスを提供するというような文言が書かれております

やはり福祉サービスのさらなる充実をつかさどることは、やはり町が主体になって

推進していかなければなりません。ぜひとも町で指定管理者の社会福祉協議会に対
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して監督ですとか助言、指示のできる体制づくりをまずもってお願いしておきたい

と思います。町が主体となり推進していくことを、繰り返しますが、お願いいたし

ます。

今回の質問なのですが、障害者を持ち、日中活動で生活介護、自立訓練を行う人

たちの親御さんの方が多く言っている意見なのですが、今のところ日中活動は、日

中活動以外、日中そこのデイサービス、隣の社会福祉協議会のところへ日中の活動

以外は自宅でともに生活をしていますが、主に私が土曜、日曜日ですとか休日は私

は生活の介護をしています。年々と重ねるたびに年齢が増えていきます。ほかに兄

弟はいるのですけれども、もう独立して家にはいません。ですから、その子１人に

、 、なるわけですけれども この子の生活介護のことを考えるととても不安ですという

自分が年いったときにこの子どうなるのだろうということを不安に思っている声が

とても多いです。

まずもってなのですが、短期入所の施設の整備が近い将来必要と思われます。障

害者福祉サービスにおいて、近々に必要性が高く、重要なことは、生活介護を必要

とする人たちの短期入所施設が必要ではないかと思われます。

以前に質問したものの回答の中では、近隣の市町村の施設で対応するとの回答で

ありました。町長の言われていた施設とは、どこの市町村でどのような施設でしょ

うか。また、利用状況、予約状況はどのようなのか、それらをどのように把握して

いるのかお尋ねいたします。

また、冠婚葬祭等で急に一時宿泊をお願いしたいときなど急な対応をしようとす

るとき、受け入れ先はどのような対応になっているのでしょうか。そういった状況

などについてどのように状態を把握しているのか。また、今、ほかの市町村で対応

するといった状況は、町として満足いく状況なのか、状況であるかということを考

えているのか町長の見解をお尋ねいたします。

次に、今ほど言った生活介護が必要な人たちの人数とその人の親御さんの年齢を

時系列的に分析を把握し、将来予測はどのようにされているのか。もちろんこれ予

測はされていると思うのですが、その予測の結果により当町の障害者への支援体制

の方法、必要と思われる施設などは町長の見解をお尋ねいたします。

以上が障害者の福祉についての質問でありまして、次に２つ目の質問ですが、町

内のアパート等に住む町民以外の住民についての質問です。当町に居住しています

けれども、それで住所は以前の住所のままで田上町に住所が移っていないという方

々についてなのですが、これ私ども羽生田の地域で10月に地域防災組織の避難訓練
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という訓練に参加してきましたが、やはり羽生田地域内にもアパートがあります。

その中で、住民の回覧板の名簿に載っていない住民なのですけれども、そこに住ん

でいる人がいるのです。このような結構複数人数の人数がたくさんいるのだなとい

うふうに私は感じたのですが、このように田上町に住所がないということは、町民

税の納付する義務はありませんし、ただ一方町のサービス、水道ですとかごみの処

理、それらのサービスは受けているので、その権利と義務の考え方に疑問を感じて

いる住民の方々に対して、現状をどのように町は把握しているのかということを質

問いたします。

以上２点でございます。第１回目の質問を終わります。

（町長 佐藤邦義君登壇）

町長（佐藤邦義君） ただいまの椿議員のご質問にお答えをいたします。

最初に、障害者の福祉についてのご質問でありますが、いわゆる家で介護を行う

人が病気の場合、短期間あるいは施設に入所できる障害者福祉のいわゆる介護給付

として、ご承知のように短期入所、言いかえればショートステイというサービスが

あるわけでありますが、短期入所サービスのいわゆる提供事業所としては、田上町

、 、 、では現在ないわけでありますが 近隣で言えば三条市には３施設 燕市には６施設

五泉市にも６施設、新潟市の秋葉区には４施設それぞれあります。定員は、それぞ

れおおむね５人程度ということになっておりまして、全てについては残念ながら内

容については十分掌握しておりません。

また、緊急的宿泊の対応が可能かどうかもお尋ねでありますが、実は利用者一人

ひとりの嗜好とかいろんなそういうものの考え方いろいろ、いわゆるそういった特

徴などが、いわゆるさまざまな個性があることから、それぞれの施設では前もって

相談や面接などを実施いたしまして、障害者を受け入れることが可能かどうかとい

うことを判断した上で実は対応するというふうになっております。このことから、

、 、サービスを希望される方であれば 特に田上町においては今年から相談支援事業所

相談支援事業所を開設しましたいわゆる社協、社会福祉協議会、そして町ではいわ

ゆる保健福祉課の中にそういう部署を作りまして、あらかじめ相談をしていただき

たいと、こういうふうに思っております。

現状としては、短期入所に限らず、障害福祉サービスにおいて施設が満ち足りて

いる状況とはもちろん思っておりませんが、グループホームの必要性は十分感じて

おりますし、保健福祉課ではその設置におきまして現在研究しているところであり

ます。
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質問の中に生活支援を必要とする障害者の数の人数ということでございますが、

後ほど担当課長から説明をいたさせます。

次に、田上町町内でのアパート等に住む住民についてのご質問でありますが、ま

ず水道の使用につきましては契約件数は300件ありますが、世帯数とか人数は把握し

ておりません。

次に、町民税の請求につきましては、これもご承知だと思いますが、田上町にい

わゆる転入届がない方でありますので、課税対象としていないということでありま

すし、特に現在では調査していないところであります。

最後に、地区住民とのかかわりにつきましては、これはその都度各地区のほうに

判断をお任せしている、いわゆるそういった回覧を配布するかどうかということに

ついては、各地区に判断にお任せしておりますので、町のほうではその状況につい

ては現在のところは把握しておりません。

以上であります。

保健福祉課長（吉澤深雪君） おはようございます。それでは、障害者の生活介護のサ

ービスを受けている方の今後の見込みというようなご質問もありましたが、現在田

上町においては隣の社会福祉協議会で平成24年度から障害者支援センターというこ

とで利用、運営直接しておりまして、その中で生活介護ということでサービスの提

供をしております。

その生活介護の定員は現在10名ということで設定しております。平成24年度の実

、 。際の平均の利用者 日々の平均での利用者は１日８人ということでなっております

それで、現在利用されている家族以外の方からこの施設、生活介護を利用したい

という希望は特に寄せられておりませんので、今後、その生活介護の点については

当面はこの10人ということで十分だろうというふうに考えております。

以上であります。

２番（椿 一春君） では、２度目の質問をさせていただきます。

田上町から出ているこの24年３月、障害者福祉計画というものなのですが、この

中では26年までの人数の推移が書かれております。それで、生活介護の中で、この

中のやっぱり10名の方の中でも土曜、日曜ですとか深夜、冠婚葬祭なんかのときに

急に、これからまた体調の変化でいつばったりと親のほうが逝ってしまうかという

ことが考えられるので、そのグループホームというものは……済みません、グルー

プホームというものはどちらかというと自立している方が生活をできるところで、

それは集団的に生活するので、自立している方であれば家庭の中でも十分生活はで
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きるのです。ただ、今一番問題となっているのが生活介護、自分では生活できない

人たちがどうやったら安心して暮らせるかというものをグループホームも大事です

けれども、ケアハウスといったほうがもっと重要ではないかと思います。

今、これ近隣のほうで、アトムですとか三条市内ですとか、ちょうど保内のとこ

ろにグッディいきいきサポートセンターといった社会福祉法人が３つ合体した施設

で物すごい充実したすばらしい施設ができておりまして、このアトムのところは定

員８名、男性４名、男４名の定員の中ですが、田上町の町内でも何名の方が定期的

に利用しています。やはりこういった施設を作るというのは、今、やはり町でこう

いった計画を作って、社会福祉協議会と相談して作るような方策をとらないと、社

会福祉法人というものは、割とお金の融資ですとか物すごく優遇されています。計

画がしっかりできていれば、代表者の理事長の個人保証もなく0.05％かな、わずか

な金利上積みするとお金が借りられるとか、町で建てるとなかなか負担が多いので

すけれども、社会福祉法人への提案をし、そちらのほうで町としてこういうふうな

計画立てているので、社協のそちらのほうで今後、こういった建物を作ってくれな

いかというふうな提案を一生懸命していかぬとなかなか先へ進まないのではなかろ

うかと思われます。

前段に言ったのですが、やはり障害者福祉は田上町が主導権を持って計画を推し

進めていかないと、今、仕事を委託している社会福祉協議会でやっていられても、

今現状のことを一生懸命やっているだけで、先のことは本当に考えていくのでしょ

うかという不安な面もありますので、ぜひ町で障害者の将来どのようにいくのかと

いうものを計画的にやっていってほしいところであります。

ですから、ショートステイの必要性が私は緊急に必要だと思うのですけれども、

町長はそのショートステイの施設が緊急に必要と思われるのか、要らないのか、ど

ちらかでお答えできればと思います。

それから、２つ目のアパートに入っている町民の調査なのですけれども、調査は

していないというのは、ある面ではいろいろ田上町に限らず、いろんな市町村、単

身赴任とかという方がいるので、調査しなくてもいいのかなという感じもしますけ

れども、たまたま羽生田地内にも私の知っている方がもう何年もアパートに住んで

いるのですが、そういった方はやはりこの前の避難訓練のとき、町に住民票を移さ

ずにもう３年も４年も住んでいる人たちがいるというのがおかしいので、避難とか

単身赴任とかですぐ出ていくような方はいいのですけれども、やはりもうずっと長

、 、年暮らしていく そういった田上町に住所を移さないで田上の町にいるという方は
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やはりその辺の調査をして、住民に田上に住所を移すようなそんなことを提案して

もいいのではなかろうかと思われますので、そうするとやはり人口の増加にもなり

ますので、その辺も調査する考え方はどうなのか、再度質問いたします。

２回目の質問を終わります。

町長（佐藤邦義君） お答えいたしますが、最初に、いわゆる家庭介護あるいは支援を

受けている障害者の方についての対応でございますが、かねがね将来的に保護者が

高齢化してきたので何とか施設を作ってほしいという要望はあったわけであります

が、町としては最初に今入所しております社協のところに来ております十数名の方

の中で自立できる可能性のある方のいわゆるグループホームをまずはしっかりした

形にしていこうということで、担当の課長のほうが社協との今詰めを行っていると

ころでありますので、まずはグループホームを設置できるようにということで今進

めているわけであります。

それで、いわゆる保護者が突然病気等で介護できない方のいわゆる短期入所につ

きましては、先ほども１点目の答弁で申し上げましたように、実際のその方の状況

とか精神状況とかいろんなことを調査をして、本当に短期入所に耐えられるかどう

かということをやはり事前調査をしておきませんと、そういうことを調査した上で

施設と契約をしていくというのがこれは基本になっているということでございます

ので、その辺につきましては実は田上町では十分ではないというふうに思っており

ますが、先ほど申し上げましたように、社協のほうも、また保健福祉課のほうでも

相談を開始をしておりますので、今後、緊急にその対応できるようにしていきたい

と思っております。

ショートステイの必要性は十分ありますが、そういった問題をクリアしなければ

いけないということがありますので、できるだけ早く社協と話をしながらいきたい

と、こういうふうに思っております。

それから、アパートに入っている人の調査でございますが、これは私ども学生の

ころ東京へ行って、学生がアパートへ入っているとほぼ同じような状況の方が圧倒

的なわけです。いわゆる住民票を移さないでいるという方が大半でありますので、

こういう点について調査はできないかというようなことについても話し合ったので

すが、やっぱり個人情報なので、余り深く立ち入ることはできないということで、

しかし水道料金を払ってもらっているわけですから、水道の件についてはきちっと

名前ぐらい聞いてありますが、そこのアパートに何人住んでいるかまでの調査とい

うものは、なかなか町としてはそこは把握できないというのが一つの壁になってお
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ります。余りしつこく言うと、やっぱり個人情報保護というものがありますので、

そういうことではちょっと難しいかなと思っております。

椿議員が心配しているのは、３年も４年もずっとあるいは世帯持ちらしい家庭が

住んでいるということになれば、それは当然何らかの形で調査ができないわけであ

りませんが、現段階では少し難しいというのが正直なところであります。

以上であります。

２番（椿 一春君） ありがとうございます。

、 、今グループホームについては 社会福祉協議会と検討していくということですが

今の目標で大体何年度から実行できるような方向で動いているのかお答えできるの

であれば回答願います。

それから、ショートステイについて、近隣の利用者もいいのですけど、やはり当

町でこれから相談業務が今年度から始まっていろんなニーズの把握ができていくと

思うのですけれども、その中でこれからの障害者福祉の一番私の中ではやはり短期

入所の施設というものが一番重要と思われますので、今のその相談業務、社会福祉

協議会での相談業務のところとあと町との連携を深めていただいていいサービス提

供をしていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

田上町のそのアパートの入所に関しては、やはりこれ疑問には思うところもある

のですけれども、いずれ子供ができると小学校の入学ですとか必ず住所をここへ移

さなければならないときが来ると思うのですけれども、でもやはり公平という立場

から数年田上町に水道料金とか払っている人での名前で住民台帳に載っていない方

というものは必ずわかるはずなので、その辺の調査もやっぱりしておかないと不審

な方が町にいづいてしまうということも考えられますので、できれば、調査が必要

ではないかと思われますので、よろしくお願いいたします。

質問終わります。

町長（佐藤邦義君） グループホームにつきましては、先ほど申し上げましたように、

今、保健福祉課のほうの担当が社協と今話をしているわけでありますが、そこにグ

ループホームを設置するということは、当然地元の了解得なければいけないという

ことがあります。そういったことで、来年度進めて、地元との説明会を開いて意見

を聞いて、何とかお願いをして、いいかどうかということの、入居をできるアパー

トについては大体確定しているわけでありますが、何年度にできるか、その辺の見

通しは、27年度ぐらいにできるようになれば一番いいと思っておりますが、その辺
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の今話し合いのぐあいは後ほど保健福祉課長から説明をしてもらいますが、ショー

トステイは椿議員ご質問のように、短期入所というものはやっぱり万が一のことが

あれば、当然必要なことだというのは十分承知しておりますので、ただ、受け入れ

る施設をどうするかとか、対応してくれるかだとか、そういった問題、難しい問題

もありますので、これも課題にしていただきたいと思っております。

３つ目のアパート入所者につきましては、もう入っている人そのものはわかるわ

けでありますので、調査の仕方によっては全容把握できないわけでありませんが、

先ほど申し上げましたように、なかなか個人情報で、本来は入っている人がしっか

りと報告すればいいわけでありますが、なかなかいろんな関係で報告できないよう

な方もいるのかななどと思ってみたりしますが、いずれその辺は努力して把握でき

るようにはしていきたいと、こう思っております。

保健福祉課長（吉澤深雪君） グループホームの設置について、現在研究中ということ

でありまして、設置年度等あるいはスケジュール的なものはまだ公に公表できるよ

うなまだ状況ではありませんので、ご理解いただきたいと思っております。

以上であります。

議長（渡邉正策君） 椿議員の一般質問を終わります。

次に、１番、今井議員の発言を許します。

（１番 今井幸代君登壇）

１番（今井幸代君） 改めましておはようございます。議席番号１番、今井幸代でござ

います。

まずもって、10月過ぎから１カ月半程度、非常に私ごとではございますが、妊娠

による体調不良、そして流産ということで静養させていただきました。議会並びに

執行部の皆様にご心配とご迷惑をおかけしまして申しわけございませんでした。改

めておわびと御礼申し上げます。今回のことを通じて、子供が産まれるということ

が非常に奇跡的なことであり、改めて生命のとうとさや女性が仕事と出産、そして

子育てを両立させるという難しさを感じた次第であります。この経験を糧に今後も

精進してまいりたいと思います。

それでは、通告に従いまして一般質問をいたします。今回は、３つのテーマ、少

子化対策について、生涯学習センター機能を持った復合施設建設検討について、そ

して町長の進退についてであります。

まず、少子化対策についてお伺いいたします。１点目、先月21日に実施されまし

た全員協議会において、少子化対策の強化を図るために、少子化対策室を設置し、
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専門職員も配置するとの説明がありました。今議会で子ども・子育て会議の設置に

関する条例提案もなされ、今後、子ども・子育て会議においても、ニーズ調査や支

、 、援事業計画の策定等が審議されていくと思いますが 少子化対策室の具体的な内容

職員の配置数や与えられる職務がどのようなものになるのか、町の少子化対策の政

策決定フローがどのようなものになるのか、現段階の構想でも構いませんので、お

聞かせいただきたいと思います。

２点目は、保育料見直しの検討についてです。平成21年12月に実施された県の少

子化対策に関する意識ニーズ調査によると、理想とする子供の人数は何人か尋ねた

ところ、３人が41.9％、２人が38.9％となっており、両者の合計で全体の８割程度

を占めております。

しかしながら、実際の子供の人数や今後の予定も含めた実際の子供の人数を尋ね

たところ、２人の割合が43.0％と最も高く、次いで３人が16.0％と続いています。

実際の子供の人数が理想とする子供の人数より少ないと答えた方を対象にその理由

を尋ねたところ、教育費などにお金がかかるからの割合が56.2％と最も高く、次い

で仕事と子育ての両立が難しいから28.0％、育児の社会的支援体制が不十分だから

22.7％、年齢的に妊娠、出産が難しいから21.1％と続く結果となっています。もう

少し経済的余裕があれば子供をもう一人欲しいと願っている夫婦は非常に多いので

す。また、不妊に悩む夫婦の割合も10組に１組と言われていましたが、今は７組に

１組と言われております。

国立社会保障人口問題研究所の調査によれば、子供が１人いる夫婦５組に１組以

上は、２人目の子供を持つための治療をしているとの結果も出されております。こ

のような現状を踏まえて、保育料の見直しも必要ではないでしょうか。現在は、同

時期入所であれば２人目半額、３人目以降は無料となっておりますが、この同時期

入所に限定せず適用させていくことができれば、経済的余裕があればもう一人と願

っている夫婦の背中を大きく押してあげられるかと思います。ぜひ第２子目以降の

保育料のあり方を検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。

２子目半額、３子目以降無料とした場合、どの程度の予算が必要となるのか。ま

た、３子目以降のみ同時期入所にかかわらず無料とした場合、どの程度予算が必要

になるのか、あわせてお聞きいたします。

次に 生涯学習センター機能を持った複合施設の建設検討についてです 先般 28年、 。 、

度実施設計予定であった生涯学習センター新設事業の時期を未定とし、バイパス開

通を踏まえた交流人口拡大を図るための施設、いわば道の駅のようなものの構想を
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立てていきたいとの説明がされました。検討委員会を設置し、これからどのような

施設とするのか、委員会で検討されることと思いますが、その委員の選定など、例

えば庁内職員だけではなく、外部委員等も入るのか。入るとすれば、その選定はど

のようなものになるのか。現段階の構想で構いませんので、どのようにこの件につ

いて検討していくのかお聞かせいただきたいと思います。

最後に、町長の進退についてです。昨日、池井議員より５期目出馬の意向等質問

がなされ、町長もご答弁されておりますので、一言だけ述べさせていただきたいと

思います。

就任以来、財政健全化のため、町民の皆さんとともに長年努力されてこられ、財

政の見通しもつくようになり、これから佐藤町長の町づくりの実現ができる時期に

なってきたのだと思います。水害対策も大きく進みましたし、403号線バイパスの開

通もあと５年と言われております。現在、道路整備協会の会長も担い、県、国に大

きなパイプを持つ佐藤町長だからこそ町のさまざまなインフラ整備が進んだものと

思います。多選の弊害や町長の体調を心配する町の方の声も多いですが、ぜひ403号

線バイパス開通を佐藤町政でなし遂げていただきたいなというふうにも思います。

今後、後援会とも相談されるとのことですので、５期目に対する決意が次回３月に

聞かせていただきますよう期待したいと思います。

以上、私の１回目の質問を終わります。

（町長 佐藤邦義君登壇）

町長（佐藤邦義君） 今ほどの今井議員のご質問にお答えしますが、最初に少子化対策

についてのご質問でありますが、業務の内容からお話し申し上げますが、これまで

の業務内容からいたしましても、中心になるのは総務課にということで、総務課の

中に少子化対策推進室というものを作ります。そこで現在各課において実施されて

います少子化対策関連事業を横断的かつ効率的に推進してまいりたいと考えており

ます。

現時点では、専任職員を１名配置し、少子化対策あるいは移住促進を含む人口減

少対策につながる施策の企画立案、推進の、それから各課との連絡調整及び人数の

把握、それから他市町村の施策の状況を情報収集をしたり、また町外に向けた積極

的なＰＲを行っていきたいと考えております。

そのほか、少子化対策検討委員会が現在あるわけでありますが、この幹事会の運

、 、営など いわゆる少子化対策及び人口減少対策の推進に必要な事項をにらみまして

推進体制といたしましては、少子化検討委員会の会長が副町長が今務めているわけ
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でありますが、必要があれば直接指示を発して、迅速、柔軟な対応を図ってまいり

たいと、こういうふうに考えております。

次に、保育料の第２子以降のあり方についてでありますが、保育料は、平成24年

４月から未就学児童が同時期に幼稚園及び保育所あるいは認定こども園などに入園

あるいは入所している場合には、保育所に入所している保育料が第２子は半額、第

３子以降は無料と、こうなっております。幼児教育の無料化については、これは現

在政府で検討されているとのことでありますが、いずれにしましても、国において

も財源の確保が重要な問題となっているのは現状であります。したがいまして、第

２子以降の保育料のあり方につきましては、町としては国の動向を見ながら、今後

設置されます田上町子ども・子育て会議の中で調査・研究をしてまいりたいと思っ

ております。

なお、議員のご質問にありました同時期入所にかかわらず、２子目半額、３子目

以降無料とした場合の予算の影響額につきましてですが、大変算出が難しいので、

現在入所している入所者を対象とした場合の概算でいきますと、年間1,500万円の財

政負担となりますし、また、第３子のみ無料とした場合には、約700万円という負担

になっております。

次に、生涯学習センターの機能を持った複合施設の検討についてでありますが、

これは11月21日の全員協議会でご説明をいたしましたが、仮称、いわゆる生涯学習

センターの建設計画につきましては、東日本大震災の復興作業によりまして、人や

あるいは機材の不足あるいは鉄骨関係資材などの大変な高騰が現在続いておりまし

て、大変心配されます。予算規模の見直しを抜本的にしなければいけないというこ

とになってきました。建設年度の再検討も必要となったことから、仮称であります

が、平成26年度にまずは職員による基本的な検討委員会を立ち上げます。これは、

今までも教育委員会が中心になって社会教育委員とかいろんな方から施設を見学を

していただいて、ある一定の方向が出たわけでありますが、先ほど今井議員もご指

摘のように、道の駅的なところも入れながらということで再検討する必要出てきた

ということで、まちづくり事業として活用できる施設も入れていくということでご

ざいますので、403号バイパスが開通間もなくになってきておりますので、それに合

。わせて交流人口が図られる拠点施設として調査を行っていきたいと思っております

また、今後、調査・研究がある程度進んだ段階で具体的に皆さんに協議しながら進

めていきたいと、こういうふうに思っております。

、 、最後に 今後の進退についてどのように考えているかというご質問でありますが
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昨日の池井議員のご質問にお答えしましたように、私の都合で大変遅くなってしま

って、後援会との話ができていないということでありますが、これまで力を入れて

きた事業の推進と道路協会とかあるいは全国の連絡協議会の役員として、国と県と

の町のパイプができましたので、町の発展に努力したいとは思っていますが、まだ

相談しておりませんので、できるだけ早いうちに事務局あるいは幹部会議、そして

役員会を開催いたしまして、その自分の進むべき道を皆さんから判断をしていただ

きまして決定できるように急いでいきたいと、こう思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

以上であります。

１番（今井幸代君） それでは、２回目の質問をさせていただきます。

まずは、少子化対策について質問いたします。少子化対策室が専任職員が１名総

務課でということなのですけれども、今、多岐にまたがって、各課にまたがってい

、る部分を体系を１つにまとめていくというのは非常に大事なことかなと思いますし

実際、窓口といいますか、定住促進もそこ、子育て支援等もそこみたいな形に１つ

に統合されて、町民の方々も窓口が一本化されてわかりやすくなっていくとよりよ

いなと思いますので、その辺の対応もぜひ検討していっていただければありがたい

なというふうに思います。

あわせて、専任職員が１名ということですので、これは要望なのですけれども、

ぜひ子育て中ですとか、女性の方の登用といいますか、配置をお願いしたいと思い

ます。なかなか男性ではわからない女性特有の悩み等もございますし、女性のやは

り子育て支援、少子化対策を図る上に、まず女性の立場に立って政策を進めていく

というのは非常に大事なことだと思いますので、ぜひ女性の配置をお願いしたいな

というふうに思います。

あわせて、次、少子化対策の保育料に関する質問なのですけれども、町長ご答弁

で財源確保が問題で、国の動向を踏まえて考えていきたいということなのですけれ

ども、国の動向で３子目以降の保育料、幼児教育の教育費は無料みたいな形になる

と、どこの自治体も一緒なわけです。そうすると、田上に、例えばでは田上はメリ

ット、その保育料に対するメリットというものは余りなくなってくるわけで、流入

人口を図ろうとするとなると、少しインパクトとして薄くなってきてしまうのでは

ないかなというふうに思います。

例えば３子目以降は無料というような形にして、所得制限を設けるような形とい

う制度をとっていくだけでも、３子目以降無料みたいな形で大きく出していけると
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非常にインパクトとして大きいのかなというふうにも思います。子ども・子育て会

議のほうでも検討されていくということですので、ぜひ保育料の無料化といいます

か、軽減というものは、非常に子育て世帯の経済的支援というところにも非常に大

きくなってくるかと思います。仮に保育料の階層のＤ４の階層の方であれば、育児

、 、休暇１年間取得して １歳児クラスさんから預けて５年間保育園に通ったとすると

５年間で106万9,200円という軽減額になる。２子目以降と３子目以降無料化という

ような形にした場合、３人目預けたときに106万9,200円という金額が軽減されるわ

けです。

エコノミストの方なんかの話を聞くと、中学校卒業までに子供１人当たり300万円

をためておくといいですよみたいな声が飛び交う中で、この小学校入学までに106万

9,200円の軽減、例えばそれを貯蓄に回すことができれば、教育資金として非常に大

きな蓄えとなるわけだと思います。小学校に入っても教育費はかかりますし、中学

校行っても教育費はかかるわけで、文科省が調査した子供の学習費調査によります

、 、と 人口規模が５万人未満のところの自治体の小学生にかかる教育費というものは

総額で24万6,524円というふうにもなっております。これは、保育料１年間の金額と

そう大きく変わらない金額となっております。そのようなことを考えると、やはり

子育て世帯への経済的余裕の確保といいますか、経済的支援というものは、やはり

これから大きく進めていかなければならない一つのテーマだとは思いますので、ぜ

ひそのあたりを子ども・子育て会議のところでもしっかりと検討していっていただ

ければありがたいなと思います。財政にかかわるインパクトも大きいですので、所

得制限を設けるという方法も１つかと思いますので、ぜひ町として保育料軽減とい

うものを大きく打ち出せるようなところになると流入人口の拡大というものも図れ

るのかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

町長の進退に関しましては、昨日池井議員のほうに細かくご答弁されております

し、先ほどもご答弁いただきましたので、もうわかりました。３月のときに期待し

たいと思います。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

町長（佐藤邦義君） 今ほどのご質問にお答えしますが、最初に、少子化対策推進室の

陣容でございますが、現在幾つかの課にわたっておりますので、専任職員置くとい

うことを決めておりますが、今のご提案のように、子育て中で適当な人間がいれば

ですが、またそれらも検討して、中心になっている専任職員は１人置きますが、や

っぱり今のようなご意見で、女性の職員ということもこれからの課題として、専任
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職員は１人置くということにして、それを女性にするかどうかというのは、またこ

れはちょっと相談しなければいけないことでありますので、十分検討させていただ

きたいと思います。

それから、保育料については、国には検討しておりますけれども、私はいずれ無

料化になるだろうというのは、大体は私もそう考えていて、そのときの地方の自治

体の負担が大変な状況になるわけでありますので、ただ、もう既に比較的人口の少

、 。 、ない市町村では 保育料が無料になっているところもあります そういったことで

それは人数の問題もあったりするわけでありますが、いずれ国のほうもそういう方

向に行くと思っておりますので、そうなってからはでは効果ないという今の今井議

員のお話でありますが、ごもっともなことでございまして、流入人口を増加させる

ための一つの目玉とすることには十分足る材料だなと、こう思っておりますので、

これは先ほど申し上げましたように、子ども・子育て会議の中で当然将来を見通し

た形でその方向に行けるようにしていかなければいけないと思っております。

私、人口減少に対応するというので、やはり教育とか幼児園のこういった保育料

。の無料化などというものも一つの大事な条件になっていくだろうと思っております

企業を持ってくるのと同時に、この２点は大事なことだとは思っておりますので、

もう少し検討していきたいと思っておりますし、所得制限つけるかどうかについて

、 、 、 。も 今後 研究をしてまいりたいと思っておりますので ありがとうございました

１番（今井幸代君） 前向きなご答弁大変ありがとうございました。

最後の質問なのですけれども、少子化対策室の今のご答弁では、男性の職員の配

置を検討されていたのかなというふうにうかがうのですけれども、仕事と育児、そ

して仕事をしながらも子供を産むという中で、何が大変なのか。例えば企業で働い

ていてどういうことが弊害になるのかというのは、やっぱり男性ではなかなかわか

らない部分というのが非常に多いと思うのです。ですので、子ども・子育て会議の

ところでニーズ調査ですとか保護者の意見聴取ですとか、そういったところもされ

ていくかとは思うのですけれども、積極的にその立場の職員を配置するといいます

か、進めていっていただきたいなと思いますので、これも検討されていただければ

ありがたいなと思います。少子化対策、保育料に関しては、非常に前向きなご答弁

をいただいてありがとうございました。

あと最後、済みません、生涯学習センター機能を持った道の駅的な施設の検討と

いうことなのですけれども、これは、結局、生涯学習センターというところに重き

を置いて、その道の駅の機能というものは付随的なものになるのか、それとも交流
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人口拡大を図るための拠点施設というふうにおっしゃっていましたけれども、そこ

が一番大きな目的になるのか。それによって、施設のあり方も変わってくると思う

のですけれども、現段階ではどちらに重きを置いた施設になるのかというのを教え

ていただきたいなと思います。

町長（佐藤邦義君） 少子化対策推進室の職員については、今は頭の中で女性の職員で

適当なのは誰かななどと思ったりしておりますが、なかなかちょっと難しい問題で

ありますので、子育て中で全部受けられる職員となるとちょっと大変だなと思って

おりますが、いずれ十分に検討していきたいと思います。

保育料については、できるだけ努力してまいりたいと思っております。

道の駅的施設ということにするわけではありません。あくまでも基本は、生涯学

習センターということで、その道の駅的というのは、そういった国からの補助金と

か、そういうものが比較的つくところでございますので、むしろそういうようなも

のを取り入れたほうが国からの補助金が入ると。実際には、生涯学習センターにつ

いて、ほとんど国からの補助がないということでございますので、そういったこと

で交流人口を増やしていくというような名目でそういう施設も附属的につけていく

というのが正直なところでありますので、ご理解いただければと思います。

議長（渡邉正策君） 今井議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩いたします。

午前１０時０１分 休 憩

午前１０時１５分 再 開

議長（渡邉正策君） 再開いたします。

次に、４番、浅野議員の発言を許します。

（４番 浅野一志君登壇）

４番（浅野一志君） おはようございます。４番の浅野です。

ワイファイ、これ無線ネットワークのＬＡＮですけれども、これを使った町づく

りをしませんかということでお話をしたいと思います。今年の「きずな」の４月号

に町内の公共施設８カ所にソフトバンクワイファイスポットを設置しましたという

ふうな記事が掲載されていました。これについては、皆さんご存じだと思います。

このワイファイスポットを使うことにより、携帯電話から役場内や出先の施設でイ

ンターネットへの接続ができるようになりました。現状では、ソフトバンクだけで

すが、ほかの携帯電話会社でも同じようなサービスもあるようです。
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10月末に視察で訪れた山形市のＪＡの直売所にもドコモのステッカーが張られて

いました。これは、一応これがドコモのステッカーです。こんなものが一応張られ

ていました。

（何事か声あり）

４番（浅野一志君） はい。ドコモダケです。ちなみに、これがソフトバンクです。こ

、 、 。れは 役場の玄関に張られています 多分ごらんになっていると思いますけれども

さて、今年も７月末の夏まつりの様子をパソコン同好会有志によりインターネッ

トによる中継を行いました。一応今年で３年続きました。今年は、いつも担当して

いる人が都合がつかないということで、午後から夕方までは中継ができませんでし

。 、 、 。 、た それで 午前中 そして夜の夏まつりの終了時まで中継をしていました 年々

設備と言ってもパソコンぐらいですけれども、設備や技術も向上しているせいか、

画質もよくなっていると思います。一番最初使ったときは、携帯用のルーター、モ

バイルルーターと言うのですけれども、それを借用してインターネットを利用して

いましたが、今年は携帯電話のインターネットの共有機能、これはテザリングと言

いますけれども、それを使いました。

しかし、長時間使ったせいか帯域制限がかけられてしまって、何度もインターネ

ット回線は切れてしまうと。そのたびにリスタートと言うのですか、再スタートを

しなければいけないというふうな状況になってしまい、一つの何か出し物が何回も

分割されて映るというふうな状況になってしまいました。

１つ、最初は、回線の容量が足りないのではないかというふうなことを考えてみ

、 、 、たのですけれども それは通告に書きましたけれども いろいろ調べてみましたら

実際には、先ほど言ったように長時間使ったせいで帯域制限がかけられてしまいま

したということのようです。

実は、先ほどもワイファイスポットを今回の夏まつりの中継にも利用できないか

というふうに考えていろいろ計測もしてみました。下り回線で大体1.4メガ出ること

が一応わかっていました。といっても、下り回線が1.4あっても、上り回線は実際に

はもっと少なくなっています。それもあって今回は諦めました。何とか宿直室まで

ワイファイのその機器を持ってくることができれば何とかなるのかもしれないとい

うふうに思ったのですが、今はたしか窓口にありますので、それではちょっと無理

かなということで、それも諦めております。先ほど言ったように、個人の携帯電話

のテザリング機能を使って行いました。最終的には、できれば光回線を利用できれ

ば何とかなったのかなというふうな感想を持ちました。
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ところで、今年の４月の「きずな」にワイファイスポットの記事が掲載されたこ

とによって、町民の皆さんから防災にインターネットを使えるのではないかという

ふうな話も聞かれました。実際には、私も力不足でまだ考えてはいないのですけれ

ども、やはりインターネットを防災に使えるというふうなことは一番考えやすいの

かなというふうな気はしています。

それから、特にワイファイスポットは、403号線沿いの商店や食堂などに設置され

ています。例えば、上吉田の公民館では、２カ所のワイファイスポットの電波をと

らえることができます。

弥彦村の温泉街では、以前からワイファイを使っています。これ、大分前からた

しか使っていて、割と県内……県内というか何というのですか、知られており、一

応私もその授業では一応教えたことはあります。

また、いつだったかの新潟日報の記事によれば、日本に来る海外の旅行者の不満

は、ワイファイを使えないこと、利用できる場所が少ないというものだったと思い

ます。できれば庁舎用のインターネット回線、これ一応100メガなのだそうですけれ

ども、それとは別に光回線を引いて、いろいろな回線の携帯電話やパソコンなどを

。使っている人が自由に使うことができるようなワイファイを使えないでしょうかと

、 。 、また それを使って庁舎内からいろいろな行事を中継できないでしょうか さらに

緊急時には、庁舎用のインターネット回線として二重にしたインターネットの回線

の利用はできないでしょうかというふうなことについて、町長のご意見を伺いたい

と思います。

よろしくお願いします。

（町長 佐藤邦義君登壇）

町長（佐藤邦義君） 今ほどの浅野議員のワイファイを使った町づくりについてであり

、 、 、 、ますが 町に今総務課のところにありますが 実は こんな小さな機械なのですが

今、町では専用回線を導入してワイファイスポットを開設することは、正直言って

できないということではないのですが、実際には、いわゆる設備を整える、費用と

かその後の通信費用など、いろんな経費の問題があるということが大きな問題であ

りますが、そのセキュリティーを保つ上でもワイファイ用の回線を庁舎内のネット

ワークに敷設することはできませんので、災害時においては庁舎用のインターネッ

ト回線として流用することはできません。また、屋外においてワイファイを利用す

るためには、庁舎内にそのアンテナを装置を設置しなければならないということも

同時に起きてきますし、通信範囲はそれほど広くありません。総務課においても、
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置いてあるものも総務課内、あの２階の部分だけを拾える程度だというふうに聞い

ておりますので、なかなかその通信範囲も狭まっていると。数多くのものを置かな

ければいけないという問題が出てきます。

議員がお考えの用途に利用するためには、先ほど申し上げましたように、町内の

主要施設に多くのアンテナ機器を設置しなければならないということで、相当の設

備費用が必要となってきまして、実施は現在のところ難しいと思っております。

現在、ソフトバンクのワイファイが実は設置されているわけでありますが、これ

、 、は全く無料でございまして ソフトバンクから無償提供の申し出がありましたので

設置したものでありまして、通常時利用できるのはソフトバンクのワイファイ対応

携帯機あるいはタブレットとか、そういったものでございますが、ところが、大規

、 、 、模が発生しますと それはソフトバンクのほうでその制御を外して ワイファイの

いわゆる対応携帯、タブレットがもう全てのそういった携帯電話とかタブレットが

利用できると、こういうふうになっているものだそうです。

また、このワイファイスポットにかかわる通信料は、今ほど申し上げましたよう

に、全てソフトバンクが負担しておりますので、私としてはほかの会社が、ドコモ

もこのワイファイスポットの提供が来ないかなと思っているわけでありますが、そ

ういった無料提供ということであれば、導入に向け検討してまいりたいと、こうい

うふうに思っているところであります。

以上であります。

（ ） 、 。４番 浅野一志君 多分町長勘違いされているかもしれないので 一応お話をします

私が言っているのは、庁舎用のそのインターネット回線とは別にということで、

確かに、でも役場は設ければ庁舎用になっているのかもしれませんけれども、そう

ではなくて、庁舎として使っているインターネット回線ではないということです。

例えば一般家庭で使うような光回線を役場として１本引いてもらえませんかとい

うふうな話です。そうであれば、多分、確かにお金はかかります。有料です。ただ

し、有料ですけれども、あくまでも公務のほうの回線とは別ですから、１つ設けて

いただいて、それが混同するということはありません。確かに管理する場合も大分

問題あるかもしれませんけれども、全く別に１本引いていただけませんかというふ

うなことです。それで、その１本でどこの機械入れるというとおかしいですね、携

帯電話会社でも使えるような形にしていただけないかという意図を持っています。

そういうふうなことです。

以上です。
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町長（佐藤邦義君） 少しもう専門外のような言葉出てきましたので、ちょっと私では

答えられませんので、総務課長のほうからもしわかれば答えてもらいます。

総務課長（今井 薫君） 今町長のほうから返答はさせていただきましたけれども、私

も詳しくありませんけれども、もう一本別に光回線を引けないかというご要望でご

ざいますので、検討はさせていただきます。

私も質問の中で、ちょっと違う話になるかもしれませんけれども、今現在町の中

で８カ所でしょうか、ソフトバンクさんのほうから無料設置のお話がありまして、

あくまでも災害の対策ということで、ソフトバンクさんのほうからそういう条件で

町の施設と避難所ということで制限がつけられまして、無料で設置いたしますよと

いう条件が入っております。それでもなおかつ学校施設等につきましては、目的外

利用ということの部分での利用が高くなるということで、基本的にはだめでござい

ますよという条件も入っております。

私、また１つの考え方といたしまして、ご質問の中に弥彦村等の温泉街に今ワイ

、ファイが設置されているという部分で浅野さんご指摘があったわけでございますが

私も今、特に京都市内といいますか、そちらのほうに行くと、ほとんどバス停とか

コンビニ等の施設ほとんど使えるような形で設置されておるかと思います。そうい

う特にああいう観光施設につきましては、子供たちが修学旅行とか、それで県外の

方々が多く来られるところについては、このワイファイというものを無線ＬＡＮを

設けてそこに来られる方々にサービスを提供するという考え方もございますので、

庁内だけではなくて、その辺も今ソフトバンクの無料設置がされておりますけれど

も、ドコモさんも一部無料設置が今されているような形で承っておりますので、そ

ちらのほうもあわせてこれから勉強させていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。

以上です。

４番（浅野一志君） 今使っているワイファイ、ソフトバンクのワイファイですけれど

も、実は、災害設置用という話は以前も聞いたのですけれども、実は、そのほかに

ソフトバンクは無料で配っているのです、割と。回線というか、回線さえ用意して

くれれば無料のルーターというか、ルーターを上げますよということで設置してい

ます。

それで、さっきも出ていましたけれども、教育機関とかいろんな場所に対して無

。 、 。料で出しているようです ただし あくまでもそれはソフトバンクのものなのです

ほかにもドコモとかクロッシー、さらに、先ほども課長が言われましたように、い
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ろいろな……こんなものもあります、これはローソンですけれども。ほかにいろい

ろなセブンイレブンとかいろいろ、企業の名前出してはまずいですけれども、そう

いうようなところは無料で行っています。

さらに、実は、ソフトバンクは、大分前から個人に対しても無料で公開するよう

なということで、そういうふうな提供をしています。私も実は、自分の家のところ

では無料で使っていただくようにしてあります。そういうようなこともあります。

本来であれば、やっぱり役所のほうがそういうもの等をやっていただけると一番

いいような気もします。ただ、課長に考えていただけるということでお聞きしまし

たので、それで一応お願いいたします。

ということで、以上終わります。

議長（渡邉正策君） 回答はいいですね。

４番（浅野一志君） はい。

議長（渡邉正策君） 浅野議員の一般質問を終わります。

最後に、６番、皆川議員の発言を許します。

（６番 皆川忠志君登壇）

６番（皆川忠志君） 皆川です。今年最後ということで、私自身も最後の質問というこ

とになりました。景気のいい話ばかりすればいいのですけれども、そうとばかり言

っていられませんので、そうは言いつつも、前を向いた質問をして、町長の真摯な

見解をいただきたいというふうに思っております。私は、今回２点について質問し

たいと思いますので、町長の見解をお願いしたいと思います。

、 、 。 、まず １点目ですが いよいよ平成26年度の予算の策定時期になりました 私は

昨年の12月議会でも質問しましたので、２年連続になってしまいますけれども、今

年はちょっと意味合いが違うかなというふうに内心思っています。

先日、全員協議会が開催されまして、まちづくり財政計画が説明されました。そ

の中身ではなくて、26年度の予算に限ってちょっと見解を伺いたいなというふうに

思っています。まちづくり財政計画の説明の中では、少子化対策ということで、別

ペーパーで説明がありまして、少子化対策に力を入れてきたなというふうに実は思

っております。

さりとて、では、26年度総体として、今ほど言った少子化対策もあるのでしょう

が、そのほかにテーマを持ってやっているのかどうか。それから、どういう方向に

向かって施策を推進しようとしているのか。その基本スタンスをまず第１回目の質

問では伺いたいなというふうに思っています。
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、 、 、 、次に ちょっと気にかかるものございまして 歳入の面でございまして 交付税

普通交付税、これについては、25年度と比較して約7,000万円ほど減るというふうに

数字が出ております。その理由としてお聞きしたのが、基準財政需要額の影響だと

いうことで説明があったというふうに思っておりますけれども、そのほかいろいろ

な要素があるのでしょうというふうに思っています。ただ、世間一般に言われてい

、 。る平成の大合併というものがございまして これの特例措置というものが切れます

それの切れるのを和らげるための特例措置をまたやるというような話もございます

が、交付税がなぜ落ちるのか、もう少しお聞きしたいなというふうに実は思ってい

。 、 、 。ます 町の財源としては 自主財源ではないですけれども 大きなものがあります

。 、 、消費税が来年の４月から８％へ上がります これは 報道によるのですけれども

今５％の消費税のうち、国が４％、それから都道府県と市町村が１％になっていま

す。これが８％に上がりますと、国が約6.3％、それから地方、都道府県、市町村が

1.7％というふうに言われています。

しかし、国の取り分の6.3％のうち、交付税として地方にも回すということで、実

質的には地方へは８％のうち3.1％ぐらいが回るのではないかというふうに言われて

おります。この辺を考えると、もう少し交付税も増えてもいいのではないかなとい

うことを内心実は思っていまして、それが減ってきたので、ひとつ考え方を伺いた

いなというふうに思っています。

次に、町税でございます。これも減少になっておりまして、私個人とすれば、町

、民税の中の法人の部分が増えるんではないかなというふうに実は思っていましたが

昨今言われているように、経済の景気が大企業を中心になっているということで、

地方にはなかなか浸透していないというような状況があるのかなというふうには思

っておりますけれども、ここの見解も伺いたいなというふうに思います。

それから、法人住民税の一部国税化という話もございます。これらを含めて、考

え方をぜひお聞かせいただきたいというふうに思います。

次に、予算の関係で、個別の課題になりますけれども、先ほど申し上げましたよ

、 。 、 、うに 来年の４月から消費税が上がります 国は 5.5兆円の経済対策を打ちまして

主には企業向けとか公共事業が多いわけですけれども、児童手当の追加資金１万円

と言われておりますけれども、そのほかに低所得者向けの現金の支給ということで

対策を打っておりますけれども、町として、この消費税引き上げに関しまして、ど

のような対策を考えておられるのか、もし具体的に話あれば伺いたいなというふう

に思います。
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プレミアム商品券を24年度350万円で取り組んだわけですが、これの売れ行きはど

うだったでしょうか。これの評価について、町長の見解を伺いたいなというふうに

思っています。

それから、先ほど町税の話をしましたけれども、私は町民税というものは自主財

源の中で一番大事なものというふうに思っております。特に、町の中小企業あるい

は中小商店に対する支援、これを拡充すべきというふうに思います。今制度融資が

ございますけれども、この制度融資、どのような利用状況なのか、ぜひ教えてくだ

さい。この中身によって、少し２回目の質問ではちょっと伺いたいと思いますけれ

ども、もう少し拡充してもいいのではないかなというふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいというふうに思います。

次に ２点目でございますけれども 災害発生の際の避難に関する質問です 10月、 、 。

の11日に発生しました大型台風26号、これは大きな被害を残しました。特に東京都

の大島町、伊豆大島において大規模な土石流が発生しまして、36名の死者を出した

と。今だ４人の方が行方不明というような状況です。

そこで、今回、このような重大な被害が出たことは、いろいろ新聞等で報道され

ています。まず、１つ目は、町のトップの２人が出張でいなかったと、不在であっ

たと、ジャッジする人がいなかったということです。体制は整えたと言いつつも、

現地に判断する人がいないで、申しわけないけれども、役場の管理者がいたとして

も本当にできたのかどうかというような私は疑わしいのではないかなというふうに

思っています。

しかも、土砂災害の危険を伝えるファクスが放置されていたということも大きな

問題であろうというふうに思います。後々に、言いわけと思っていますけれども、

夜中の避難は２次災害のおそれがあるというような話もありました。確かに過去に

はそういうケースがあったというふうに思っています。

、 、 、 。そこで 今回お聞きしたいのは 避難勧告 そして避難指示のあり方であります

、 。私は 客観的に一定の基準があってもいいのではないかというふうに思っています

そういう基準があれば、トップが仮に不在であってもあるいは担当者、災害対策の

担当者がいなくても、たとえ暗やみの中でも粛々とやればいいのではないかなとい

うふうに実は思っていまして、そういう基準が今ようやく全国の県と市町村で取り

組まれ始めようとしています。こういうところの考え方を踏まえて、町長がどうい

う考えでおられるのか、ぜひ伺いたいというふうに思います。

今回は、２つの事例について考え方を伺いたいなというふうに思っています。１
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つは、信濃川、これは水防法に水防警報の対象ということであります。ここでは、

判断注意水位とか避難判断水位あるいは判断危険水位ということで決められて、項

目に分かれています。この基準を一昨年の7.29水害のときにこの基準に従って厳格

に適用したというふうには私も思っていません。当時私も現地というか、そこにい

ましたので、わかります。総合的に判断して、避難勧告指示を出したというふうに

は思っていますけれども、この考え方を再度、どのように運用していくのかお聞き

したいというふうに思います。

その他の河川、中小河川については、田上町の防災計画の中で基準の目安を作る

、 。 。と 設定するということで記述されています ここのところの考え方はどうなのか

今現在どのように進めているのか、考え方を伺いたいなというふうに思います。

次に、土砂災害の基準ですけれども、これは県と新潟気象台からの防災警報に基

づいて避難指示を発足となっているのですが、これについても具体的にどのように

考えているのか、ぜひお聞きしたいなというふうに思います。いろいろ特別警報と

か新しい発想も出ています。そういう面では、これから変わってくるのだろうなと

いうふうには思っておりますけれども、町長の見解を２点について、ちょっといろ

んな方面になるかもわかりませんけれども、見解をお聞かせいただきたいというふ

うに思います。

以上で第１回目の質問を終わります。

（町長 佐藤邦義君登壇）

町長（佐藤邦義君） 今ほどの皆川議員のご質問にお答えしますが、最初に、平成26年

度予算に係る策定についてのテーマあるいはスタンスをどこに置いて、方向性をど

こに置くかというご質問でありますが、これは具体的な内容につきましては、施政

方針の中にお話をいたしますが、あくまでもここ数年と言いましょうか、ここもう

10年ぐらい総合計画に基づいて町の施策を策定をしておりまして、平成18年、19年

ごろから総合計画を実施するための裏づけとする、いわゆる財政計画というものを

まちづくり財政計画を策定して、それで実質的には計画事業を進めているというの

はご承知だと思いますが、そういうことで、基本的には総合計画に基づき、あくま

でも財政計画、毎年見直すということではなくて、議会のほうにも毎年見直しを提

起いたしまして、ご協議をいただいておりますが、その計画に基づいてというのが

基本的にはそういうふうにしております。

そして、いわゆる町民の満足度を高めるための、いわゆる重点プロジェクトとい

うことを位置づけまして、優先的に、また積極的に実施しておりますし、長期視点
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に立った的確な、円滑な行政運営というものは、いわゆる総合計画の中で上げたも

のについて実施するということにしております。本当に優しさと豊かさできらりと

輝く田上町の実現本当に可能かどうかというようなことも含めて予算編成を行って

いるところであります。

次に、歳入面で大きな部分を占めている交付税、町民税が減となる部分の考え方

についての見解についてのご質問でありますが、国のいわゆるこういう地方に対す

る配分というものは、１つの税が上がると片方を下げるというふうになっておりま

して、ばかによく均衡がとれておりまして、今回の消費税、来年度の消費税、交付

金につきましても、そこが上がるから、簡単に言うと地方交付税は下げますよと、

こういうふうに内々に来ております。そういったことで、皆川議員ご指摘になりま

したように、交付税というものも減らされる可能性十分にあります。

しかしながら、今私どもがキャッチしている情報からいきますと、総合的にはプ

ラスになると こういうふうな形で今財政を組んでいるところであります 平成26年、 。

度当初の予算作成時の国からの通知または26年度歳入額の、実際にはその実績が来

てみないとはっきり申し上げられませんが、当初予算編成に影響を与えるような状

況には今はなっていないというのが現状でございます。

それから、町民税に関しましては、ここ数年の個人所得の推移とかあるいは固定

資産税の評価がえも考慮して算出したものでありますが、今後の税制改正などによ

り変わっていく可能性がありますが、先ほど出ました法人税につきましても、今、

国のほうで検討されているように、法人税が引き下げられるというようなことであ

りますが、田上町の場合は、正直言って法人税がそう多く作用するというほどの額

になっていないのは残念なことですが、そういうふうになっております。それほど

の大きな影響はないだろうと、こういうふうになっておりまして、いずれにいたし

ましても、歳入の不足額については財政調整基金で賄わざるを得ませんが、今、財

政計画の中に示したように、現在の財政状況からして、十分対応が可能だと、こう

いうふうに思っております。

次に、プレミアム商品券の継続の拡大という質問でありますが、これは２年間に

わたって再度実施したわけでありますが、26年度も継続する考えではありますが、

拡大するというふうには考えておりません。また、今年度の売れ行きは、もう10月

で完売したと聞いております。

次に、町内企業への制度融資の拡充との質問でありますが、これは、いわゆるご

承知のように、売り上げの減少で利用できる国のサポートであるセーフティーネッ
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ト５号保証というものがありますが、中小企業の全業種指定が終了、完了、いわゆ

る終了となって、いわゆるもう利用できなくなっていると、こういう状況になって

いるわけでありますので、今年度から新潟県小口零細企業保証制度資金という、い

わゆる保証料の補給が始まりました。この資金は、新潟県の資金であり、条例等は

必要がなくて、信用保証協会との契約のみで実行されるものであります。この資金

については、当初余り利用がないものと思っておったわけでありますが、ここに来

て利用者が増えてきて、10月末で現在８件の貸し付けを行っていると聞いておりま

す。産業育成資金との取り扱いの金融機関、加茂市にある５つの金融機関を利用す

る田上町の企業から要望もありまして、平成26年度から取り扱いできるようにと考

えております。

このいわゆる新潟県の小口零細企業保証制度資金の中身について、簡単にご説明

申し上げますが、金額は1,250万円以内で、ほかの保証、融資残額とも合算でもいい

ということでありまして、期間は運転資金は５年、設備投資は７年、利率は1.95％

でありまして、９区分ある保証率も通常の保証よりも0.43％から約0.1％と低く設定

されておりまして、いわゆる責任共有対象外の100％保証でありまして、それぞれ大

変大きなメリットになっております。今後も商工会あるいは金融機関とも協議しな

がら、町内企業の支援を行ってまいりたいと思っております。

次に、避難勧告、避難指示の基準についてのご質問でありますが、ご承知のよう

に、河川、いわゆるここは主に信濃川でございますが、そこは数値が確立しており

ますけれども、いわゆる地すべり、土砂災害については、数値ではあらわしており

ません。その地すべりの状況で判断するということになっておりまして、その数値

は、皆川議員ご承知だと思いますが、河川、水害の場合は、河川の水位と、それか

ら降雨の予測を参考にして総合的に判断しているわけでありますので、いわゆる信

濃川の保明のところに観測所で観測しておりまして、大水になりますと、刻々と整

備課のところに入ってきますので、そこで水位がどのぐらいになって、上流でどの

ぐらい降ったかということが把握できるようになっております。それで、信濃川の

堤防高、いわゆる堤防高が現在はかさ上げになりまして、10.91メートルということ

でありますので、その水位が判断、最初の注意は避難準備情報と言っていますが、

これは5.6メートルに達したとき、それから避難勧告は7.16メートルに達したときは

避難勧告、そして8.42メートルに達したときは、もう避難指示と、即避難するよう

にと、こういう発令をしているわけでありますので、そういう形で検討というか、

実際にはそういう形になっておりますので、これからもそういうことで住民に周知
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をしていきたいと、こういうふうに思っております。

先ほど土砂災害につきましては、先ほど申し上げましたように、数値的にはあり

ませんで、これは県から言われていることは、土砂災害の前ぶれ注意情報というも

のがあります。前ぶれの注意情報がありまして、これはどういうときかといいます

と、これは県の指示では、近隣で湧水、地下水の濁りなどの現象が確認されたとき

には避難準備情報ということになっております。また、土砂災害警戒情報というも

のがありますが、これは近隣というか、その地域で、いわゆる斜面に亀裂などの前

、 、 、兆の現象が起きたときには 避難勧告をするということになっておりまして また

実際に小さいといいましょうか、土砂災害が発生したときは、土砂の移動現象があ

るとか山鳴りがなったとか、そういったような現実に土砂災害が感知されると。そ

ういうときには、避難指示と、こういうふうに県のほうから指示されておりますの

で、先ほど申し上げましたように、数値では指示されておりませんので、これらの

ことについて、田上町で数カ所土砂災害の地域がございますので、昨夜も担当職員

がその地域で懇談会を持っているわけでありますが、周知をして、こういったこと

を各住民がしっかりと把握していただきまして、避難勧告が発令されたときには、

空振りを恐れずに、やはり生命を守るという観点から適切に対応していただきたい

と、こういうふうに思っております。

以上であります。

６番（皆川忠志君） それでは、２回目の質問をします。

スタンスとか方向性については、思ったとおりの、いつもどおりの答弁でござい

まして、少し昨年と同じなので、ちょっとおもしろみがないかなというふうには思

っていますけれども、きのう、きょうと４期目の最後の年というふうになっていま

す。もっと４期目の仕上げの色が濃く出るような予算になるんではないかと、ある

いは５期目を続けるための大きな施策を出してくるのではないかというふうには回

答が期待していたのですが、そういうふうなものはないということで、少しもう一

回何らかのコメントがあればぜひお願いしたいなというふうに思っています。

交付税に関係して、先回の定例会で私は、職員の給与削減について伺ったのです

が、これの影響というものはまだありますか。というのは、新潟市が１月から３月

まで職員の給与を削減を決めました。ということは、自治体は、まだ影響を考慮し

ているというふうに思うわけでございますが、例えば逆に言うと、交付税が減った

ので、給料を減らすというふうな考え方なのか、少し私もそこまでは聞いておりま

せんけれども、そこの考え方についてぜひもう一回お願いしたいなというふうに思
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います。

それから、消費税の関係で……その前に、済みません、少子化の関係でちょっと

ご提案したいと思いますけれども、先日の新聞で2040年の田上町の推計人口は、今

年と比較して34.5％減の8,125人、30市町村でワースト９位というふうになっていま

す。子供をいかに増やすかということは、新潟県でも全体でも減るわけです。そう

すると、都市計画のマスタープランを作ったとしても、町の中でぶん取り合戦やっ

てもだめだと思うのです、一方では。したがって、流入人口を増やすのもそれもそ

うですが、自前の努力が必要だということで、きょうも議員から少子化対策出まし

たけれども、もう一点、先日も出ましたが、三世代家族の助成、１つの提案ですけ

れども、これについては考え方を伺いたいなというふうに思います。

それから、今回、社会文教委員会で視察をやりましたけれども、婚活支援につい

ても一生懸命やり始めているところもあるというふうに思っています。そういうと

ころでは、何とか自前で人口を増やそうということをお考えになっているのではな

いかなというふうに思います。町長、ここについて考え方あれば、ぜひお願いした

いなというふうに思います。

、 、 、それから 消費税の対策として プレミアムはもう拡大しないということですが

24年度でやったプレミアムは、これは地域活性化だと思います。というふうに私は

認識しています。25年度のプレミアムは、これとは別に消費税対策も考慮すべきで

はないかなというふうに思っています。といいますのも、中小商店の今まで消費税

の簡易消費税の見直しがあります。これは、消費者の皆さんが消費税を払うわけで

すけれども、その中で商店にたまっている実は金があります。これは、益税という

ふうに言われています。この益税が縮小するということで、商店の方は非常に心配

。 、 、実はしています そういう面もございまして 24年度は350万円のプレミアムですが

これを拡充できないものかと。今のような消費税の状況を考えて、少しは緩和措置

を町としてとってもいいのではないかというふうに思っていますので、これについ

ての見解をお聞きしたいというふうに思います。

それから、災害発生の避難指示の関係ですけれども、先ほど町長からいろいろ言

われたのですが、私、例えば町長が不在のときに、不在のときに誰が判断するかと

いうと、これは基本法で知事になっていますよね、町長が不在の場合は。だけれど

も、知事とは言いつつも、現地にいないわけですから、ここはもう少し町の中の土

砂災害防止法で警戒区域等が指定されています。これらを含めて、例えば警戒情報

が出たら、もう退避させると、避難させるというようなことがあってもいいのでは
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ないかというふうに思っています。というのは、長岡で８月に土砂災害情報の発表

から１時間後に自宅ごと巻き込まれて亡くなった方がいます。全国でも土砂災害が

あったケースで、勧告出したのはたかだか１割なのです。その６割は、災害後の発

令だったのです。タイミングがみんな遅くなっているわけです。

私伺いたいのは、町長は、もしそれで何もなければ空振りですよということを非

常に心配しますか。空振りだったら恥ずかしいのか、そういう……恥ずかしいとい

、 。 、うわけではないのですけれども お金もかかります もちろんかかりますけれども

。 、 。町長はオオカミ少年は嫌いますか みんな当たり前 私もいいと思いますけれども

そこまでの考え方をぜひ、私は土砂災害発令が出たら、同時にもうやってもいいの

ではないかなというふうに思っていますけれども、この辺の考え方をお聞かせいた

だければというふうに思います。

それから、済みません、私が聞き漏れかもわかりませんけれども、そのほかに羽

生田川とか大正川とか町の川があります。この辺の基準といいますか、これの設定

については、もう一回もし回答こっちが聞き漏れていましたらお願いしたいという

ふうに思いますが、よろしくお願いします。

以上です。

町長（佐藤邦義君） 私のスタンスについてのご質問でございますが、これは、４期目

だ、３期目だということでなくて、ご承知のように、実は私そのものが、先ほど申

し上げましたように、総合計画とか財政計画というもので、もう変なこと言ったら

がんじがらめになっているというか、それはよくできているので、特にこの第５次

総合計画というものは、本当に職員が率先して作ったものですから、つい先般もそ

の評価とかそういうことも私のところへ来て、１年間の評価をどうだということで

私と副町長が出したものについてもう一回職員に返してと。こういうふうにかなり

きちっとできておりますので、また、財政計画になっているので、新しく、来年度

最後だからもう華々しくなどということを言いたいところですけれども、全くでき

ないというのが正直なところでございます。それぐらい今充実してきたと言ったほ

うがいいと思いますが、財政運営については、大変私も職員がやったことについて

大変褒めているわけでありますが、そういう状況でございますので、ご理解願いた

いなと思っております。

、 、 、 、それから 給与削減について 交付税との関係とかでございますが これは実は

ちょっと細かい数字忘れましたが、間違いなくペナルティーといいますか、多少は

来ておりますが、そのぐらいはどうってことない。額がもし知りたいのであれば、
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総務課長のほうがよくわかっておりますので。多少は影響ありました。そういうこ

とでお願いいたします。

、 、 、 、それから ３番目は その提案ということでありますが 少子化対策については

これは実はなかなか策があってないようなことでありまして、新聞でも報道されま

したように、先般、県と市町村との話し合いというものが実はあります。これは、

県知事と市が３人、町村が３人ということで、計６人なのですが、それと知事とい

、 、 、 、うことで そこに私も参加しているのですが 私 前のときにも知事にお願いして

人口対策なんかテーマにしたらどうですかと、こう言ったけれども、とうとう出さ

ないで、オリンピックの話になってしまいましたので、ちょっと気落ちしたのです

が、最近、県のほうでも人口対策に本腰入れるような状況になっておりますが、今

、 。 、 、のところ 今井議員からもいろいろ言われたので 手っとり早いのは 保育料とか

そういったものとかあるいは工場誘致とか、そういうところから活路を見出す以外

はちょっとないかなと思っておりますが、これは少子化対策は、今度、先ほど申し

上げましたように、推進室で本格的に、いわゆる保育料、子供だけではなくて、今

までやってきたものを含めまして、少子化対策をしっかりやっていきたいなと、こ

う思っております。

４番目には、消費税導入とプレミアム商品券の関連でございますが、残念ながら

これはそこまで視野に入っていたわけではございませんので、ちょっと検討はして

おりません。

５番目の土砂災害の危険性については、これはどうやって措置するかというもの

、 、 、 、 、 。は 実は ご承知のように 今３カ所 上野地区と中店の谷通り それから川船と

川船は、新しい団地のところで、翠台のところでありますが、この３カ所が危険区

域と。これは、県のほうからも指定されておりまして、きのう多分中店のほうだっ

たと思いますが、再度説明。この３つの地区には、この土砂災害の危険性について

は、もう１回会合開いておりまして、住民への説明会を開いておりますが、なお念

を入れて説明をして、住民の方からもよく理解していただくと、こういうふうにな

っております。

いわゆる空振りについてどうだと言うのですが、先ほど１回目の答弁でお話しし

たように、皆川議員が聞き落としたのかどうか。空振りを恐れずと、こう言いまし

、 、 、たので 町民の生命を守る観点から適切に対応してまいりたいと こういうことで

これは土砂災害は、水害と違って、命にかかわる、大変瞬間的にそういうことが起

きるわけでありますので、これは念を入れて地域住民には説明をして、いざという
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ときは空振りでも恐れずにやっていきたいと、こういうふうに思っております。

それから、もう一つ何でした。以上ですか。

以上であります。

６番（皆川忠志君） 今ほどの回答では、非常に不満足です。

まず、プレミアムの商品券、検討していません。そんな回答を求めているわけで

はありません。検討するのかしないのか、やるのかやらないのかというものを求め

ているのであって、検討していませんでは、それはもう全員協議会で聞いた話と時

系列で言ったら一緒ではないですか。検討しません。当時は、検討していなくて、

今も検討していませんということでは、私は質問したかいがございません。今後ど

うするのか。町の活性化あるいは消費税を引き上げるのです。もう間近なのです。

ここについて、いま一度お願いしたいというふうに思います。

それから、地元に先ほど危険箇所の方に地元に説明しているということですが、

私は地元に説明するのは、これは当然の話で、それを聞いているわけではないので

す。どういう時点で危険性が高まってきて、避難勧告あるいは避難指示、避難命令

をするのか、これを伺っているのです。

だから、町長例えば不在のときにどうするのですか。いや、私は、そういう危険

があれば必ず役場にいますということは言い切れないと思うのです。今回、非常に

伊豆大島の災害は、申しわけないけれども、他山の石で、非常に全国の自治体が危

機感を持っているなというふうには思っています。したがって、もう少し町は、ま

だ田上はどうも災害が少ないという安穏ではないのですけれども、非常にみんなが

平和なのです。ここは、何があるかわかりません。きのうも土砂災害は新潟県でご

ざいました。こういう状況から考えて、もう少し危機感を持った回答というか、対

応をぜひお願いしたいなというふうに思っています。ちょっと言葉は強くなりまし

たけれども、ぜひお願いしたいなというふうに思います。

第３回目の質問を終わります。

町長（佐藤邦義君） 強い言葉に強い言葉で返すのは私得意なところでありますので、

本来は優しく質問して、中身に真に迫ってきたほうがいいと思う。

実は、プレミアム商品券は、議員がどういうふうに解釈していたかということ。

よく理解されていない。商品券については、あくまでも消費者、商工会のほうから

かつてやったのが好評だったからもう一回だけしてほしいと。こういうことですか

ら、ではとりあえずは単年度だけでも、むしろ効果を出すためには、複数でやった

ほうがいいと、こういうことで回答いたしました。
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それで、その拡大の件についても、お話ししましたように、実は今回の消費税導

、 、 、 、 、入については 私 検討していないというのは 当然 これはこのことについては

商工会のほうからも消費税が上がるから、では拡大してくれとか、そういう要望は

今一切受けていないので、検討していないと。理解できたでしょうか。

（何事か声あり）

町長（佐藤邦義君） はい。

その次は、25、26年度の２年間……

（何事か声あり）

町長（佐藤邦義君） 25年、26年度でやるということでありますので、もしかすると商

工会のほうであるいはこれから今皆川議員がご指摘あったようなことで出るかもし

れない。それは、そのときに対応します。

それから、不在時については、これはいつでも町長がいるかということは、それ

は当然そうでもありませんので、必ず災害が迫ったときには、対策室を設置するわ

けでありますので、そういった基準について、今まで以上に地域住民にしっかりと

周知をしていくということで、実は土砂災害というものは、全く想定できないとい

うのが正直なところで、どこで出てくるかというものは想定できないわけでありま

すが、とりあえずは県の指定で３カ所だということでございますので、とりあえず

そこの地域の人たちからしっかりとその対応をしていくということにしております

ので、今後、この件については町としても十分対応できるようにしていきたいと思

っております。いざ土砂災害が起きれば、特に谷通りなんかは１回起きてしまうと

多分人面にも影響ある可能性があるところでありますので、十分に早目に避難でき

るような対策をしていきたいと、こう思っております。

議長（渡邉正策君） 皆川議員の一般質問を終わります。

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

これをもちまして本日は散会といたします。

大変ご苦労さまでありました。

午前１１時１８分 散 会
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別紙
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午後２時４０分 開 議

議長（渡邉正策君） これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員は14名、全員であります。よって、定足数に達しております

ので、会議は成立いたします。

本日の議事日程は、お手元に印刷・配付してあります議事日程第３号によって行

います。

これより議事に入ります。

日程第１ 議第１号 指定金融機関の設置について

議長（渡邉正策君） 日程第１、議第１号を議題といたします。

本案件につきましては、所管の社会文教常任委員会に付託し、審査をいただいた

ものであります。

審査の結果について委員長の報告を求めます。

（社会文教常任委員長 皆川忠志君登壇）

社会文教常任委員長（皆川忠志君） それでは、12月９日付けで付託されました議第１

号 指定金融機関の設置について、審議結果をご報告いたします。

審査結果は、原案可決でございます。

現在の指定金融機関が２年を経過するもので、これを変更するということでござ

います。質疑としましては、これに伴って印刷物等の費用は発生するのかというよ

うな質問がございましたが、費用はかからないというような説明がございました。

以上で報告を終わります。

議長（渡邉正策君） 委員長の報告が終わりました。

。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もございませんので、質疑を終結いたします。委員長、ご

苦労さまでございました。

以上で委員長報告及び質疑を終わります。

これより討論及び採決を行います。

議第１号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。
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しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議第１号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議第１号は委員長報告のとおり決

しました。

日程第２ 議第２号 田上町子ども・子育て会議条例の制定について

議第３号 田上町職員の給与に関する条例の一部改正について

議第４号 田上町災害救助条例の一部改正について

議第５号 田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部改正に

ついて

議第６号 田上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

議第７号 田上町下水道条例の一部改正について

議第８号 田上町集落排水条例の一部改正について

議第９号 田上町水道事業給水条例の一部改正について

議長（渡邉正策君） 日程第２、議第２号から議第９号までの８案件を一括議題といた

します。

本案件につきましては、それぞれ所管の常任委員会に付託し、審査をいただいた

ものであります。

審査の結果について委員長の報告を求めます。

最初に、総務産経常任委員長の報告を求めます。

（総務産経常任委員長 熊倉正治君登壇）

総務産経常任委員長（熊倉正治君） 総務産経常任委員会の付託案件審査の報告を行い

ます。

議第３号 田上町職員の給与に関する条例の一部改正について、議第４号 田上

町災害救助条例の一部改正について、議第７号 田上町下水道条例の一部改正につ

いて、議第８号 田上町集落排水条例の一部改正について、議第９号 田上町水道

事業給水条例の一部改正について、審査の結果、それぞれ可決でございました。

特に特徴的な質疑もありませんでしたが、議第３号の職員の給与の関係につきま

戻る



- 92 -

しては、18年度から行われていた経過措置を来年の４月１日から廃止をするという

ものでありましたし、議第４号につきましては、炊き出し、被災者といった字句を

訂正をするというものだけですし、議第７号、８号、９号については、消費税法が

改正されることに伴う使用料、料金の額の改正ということでございました。

以上でございます。

議長（渡邉正策君） 委員長の報告が終わりました。

。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。熊倉委員長、

ご苦労さまでございました。

次に、社会文教常任委員長の報告を求めます。

（社会文教常任委員長 皆川忠志君登壇）

社会文教常任委員長（皆川忠志君） それでは、12月９日付けの社会文教常任委員会に

付託された議案につきましてご報告いたします。ちょっと長くなると思います。

まず、議第２号の田上町子ども・子育て会議条例の制定についてでございます。

審査結果は、原案可決でございます。中身について、少し質疑がありましたので、

ご報告いたします。

まず、町長が委嘱する委員について、各条例案の項目別について、人員あるいは

選出方法等はどうなるのかというような質問がございまして、まず（１）の子供の

保護者は、竹の友幼児園、それからルーテル幼稚園から各２名、それから羽生田、

田上、両小学校から各１名との６名で、これはＰＴＡ及び保護者会からの推薦によ

るということでございます。

それから （２ 、子ども・子育て支援に関する関係団体の推薦を受けた者でござ、 ）

いますが、これは社会福祉協議会あるいは民生委員児童委員協議会などになるわけ

ですけれども、ここから３名、それから３番目、子ども・子育て支援に関する事業

に従事する者ということで、これは幼稚園、それからボランティア団体などになる

わけですけれども、ここで５名、それから４番目、子ども・子育て支援に関し学識

経験のある者ということで、中央短期大学の学長さんの推薦を受けた方１名という

ことで、合計15名の説明がございました。

それから、開催回数についての質問がございまして、年度内に１回開催すると、

２月というふうにおっしゃっていました。

それから、年間の開催日数についてはということで質問ございましたが、これは

予算の説明の中で説明したいということでございました。
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それから、会議の内容等について、議会にも話をしてほしいというような意見ご

ざいまして、今後、随時支援事業計画などを扱うわけですけれども、議会にも話を

していくということの説明がございました。

これは、審査終わりまして、原案可決でございます。

それから、議第５号 ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部改正につ

きましては、審査結果については原案可決でございます。

、 、次に 議第６号 田上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

これにつきましても審査結果は原案可決でございます。

質疑としましては、消費税の引き上げに伴う字句の改正なわけですが、これは町

のオリジナルなのかというような質問ございまして、ほかの自治体も参考にこのよ

うに改正しましたというような説明がございました。

この改正案に関連して、そのほかに消費税にかかわる条例改正についてないかと

、 。の質問がありまして 道路占用料徴収の条例改正があるということがわかりました

今回は、検索にかからなかったということと、それから県等の指導もありまして、

これを参考に改正するというような説明がありました。今後、提出されるのではな

いかというふうに思っています。

以上で報告を終わります。

議長（渡邉正策君） 委員長の報告が終わりました。

。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。皆川委員長、

ご苦労さまでございました。

以上で委員長報告及び質疑を終わります。

これより順次討論及び採決を行います。

最初に、議第２号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議第２号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議第２号は委員長報告のとおり決

しました。

次に、議第３号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。
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しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議第３号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議第３号は委員長報告のとおり決

しました。

次に、議第４号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議第４号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議第４号は委員長報告のとおり決

しました。

次に、議第５号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議第５号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議第５号は委員長報告のとおり決

しました。

次に、議第６号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議第６号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議第６号は委員長報告のとおり決

しました。

次に、議第７号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。
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しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議第７号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議第７号は委員長報告のとおり決

しました。

次に、議第８号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議第８号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議第８号は委員長報告のとおり決

しました。

最後に、議第９号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議第９号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議第９号は委員長報告のとおり決

しました。

日程第３ 議第１０号 平成２５年度田上町一般会計補正予算（第４号）議定につい

て

議第１１号 同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）議定

について

議第１２号 同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第３号）議定につ

いて

議長（渡邉正策君） 日程第３、議第10号から議第12号までの３案件を一括議題といた
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します。

本案件につきましては、それぞれ所管の常任委員会に付託し、審査をいただいた

ものであります。

審査の結果について委員長の報告を求めます。

最初に、総務産経常任委員長の報告を求めます。

（総務産経常任委員長 熊倉正治君登壇）

総務産経常任委員長（熊倉正治君） 総務産経常任委員会の付託案件審査の報告を行い

ます。

議第10号 平成25年度田上町一般会計補正予算（第４号）議定についてのうち、

歳入の全部、歳出のうちの２款総務費、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木

費、第２表、地方債補正でありますが、いずれも原案可決でございました。

歳入のほうでは、国庫支出金で地域の元気臨時交付金が財政力指数に応じて引き

上げられたということで増額となっております。それと、県の支出金では青年就農

支援事業補助ということで150万円の補助、これは歳出のほうにもございますが、

100％補助で５年間継続するという説明がございました。

それと、諸収入の中では全国町村会からの助成金50万円、これは町イチ！村イチ

2014というイベントに参加するということで、50万円の助成というものの受け入れ

でありました。

それと、町債のほうでは臨時財政対策債の借り入れ限度額がアップされるという

ことで、それの増額、このことによって地方債補正も増額されるということで、借

り入れ限度額は総額で２億1,746万1,000円ということになるということでございま

す。

歳出のほうでは、総合行政システムの改修委託ということで、これは介護保険と

自立支援の関係のシステム改修ということでございました。庁舎管理費と防犯灯推

進事業の中で、光熱水費の増額の関係がありましたが、質疑の中では電気料で50キ

ロワット以下で8.9円、50キロワット以上で15.24円、ガスで１立方、6.3円、ガソリ

ンで１リッター、８円、重油で１リッター、８円というようなことで、それぞれ値

上がりをしているということのための増額ということで、関係する課においても同

様に補正がされているという説明がありました。

それと、農林水産業費では、歳入のほうでもありましたが、青年就農支援事業で

の150万円の補正、給付を受ける方は上吉田在住の女性であるという説明がございま

した。それと、町イチ！村イチ2014というのは、東京で来年１月11から12日に開催
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されるということで、町の観光特産品などのアピールを行ってくるという事業であ

るそうであります。

それと、８款の土木費では、元気臨時交付金で増額されたことによりまして、千

刈地内の町道の舗装を行う工事費の補正がありました。

以上でございます。

議長（渡邉正策君） 委員長の報告が終わりました。

。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。熊倉委員長、

ご苦労さまでございました。

次に、社会文教常任委員長の報告を求めます。

（社会文教常任委員長 皆川忠志君登壇）

社会文教常任委員長（皆川忠志君） それでは、社会文教常任委員会に付託されました

案件についてご報告いたします。

まず、議第10号 平成25年度田上町一般会計補正予算（第４号）議定についてで

ございます。審査の結果は、原案可決でございます。質疑を中心に少しご報告いた

します。

まず、３款の民生費、済みません。その前に、社会文教常任委員会は、補正予算

、 、 。のうち３款民生費 ４款衛生費 それから10款教育費ということで委託されました

まず、３款の民生費ですけれども、保健福祉課の職員の時間外が108万2,000円とい

うことで、非常に多いということで、いろいろな質疑がございました。これは、保

健師の退職あるいは介護認定者の増に伴うものというご説明があったのですが、今

後とも時間外は続くのかと、職員にはかなり過重がかかっていると、もっと気配り

できないかというような質問がございまして、今後、対処策としてどうするのだと

いうような質問がございました。保健福祉課の職員の育児休暇等の問題もあって、

今まで専門の違う担当を充てたりしていろいろ対処してきたのだけれども、いろい

ろ問題がありましたと。保健師というのは、資格の問題もあるので、絶対数として

まだ不足していると。いずれにしても、来年の４月を目途に検討していきたいとい

うような話でございました。ただ、今までも職員が減らしてきているということを

踏まえて、継続できない部分は臨時対応になるだろうというような説明もあわせて

ございました。

次に、10款の教育費ですが、これは信濃川の堤防沿いの道路に今使われていない

バス停の撤去工事の補正なわけですが、今回は川前地区のバス停撤去工事というこ
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とであります。30万円の補正です。これは、川前の区長さんからの要望もあって、

階段を残して撤去するというような説明がありました。そのほかに、バス停とする

と上横場、下横場、曽根の３カ所があるわけです。いろんな議論はありましたけれ

ども、今後、区長さん等と相談しながら、対応していきたいというような説明がご

ざいました。

最後に、今後の撤去に当たっては、地元に任せたらどうだというような意見もあ

りましたので、つけ加えさせていただきます。

次、議第11号の同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、これは高額療養費の不足が見込まれること並びに人間ドックの受診者が予

定より多くなっているということで、不足が見込まれることから補正するものであ

りまして、審査結果は原案可決でございます。

最後に、議第12号 同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第３号）議定につ

きましては、審査の結果、原案可決でございます。これは、特段質疑等はございま

せんでした。

以上で報告を終わります。

議長（渡邉正策君） 委員長の報告が終わりました。

。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。皆川委員長、

ご苦労さまでございました。

以上で委員長報告及び質疑を終わります。

これより順次討論及び採決を行います。

最初に、議第10号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議第10号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議第10号は委員長報告のとおり決

しました。

次に、議第11号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議第11号の採決を行います。
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お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議第11号は委員長報告のとおり決

しました。

最後に、議第12号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより議第12号の採決を行います。

お諮りいたします。本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は委員

長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議第12号は委員長報告のとおり決

しました。

ここで暫時休憩をいたします。

午後３時０８分 休 憩

午後３時２０分 再 開

議長（渡邉正策君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第４ 意見案第３号 国の農業政策の見直しに関する意見書について

議長（渡邉正策君） 日程第４、意見案第３号を議題といたします。

お諮りいたします。本案件は、会議規則第39条第３項の規定により、委員会付託

を省略したいと思いますが、いかがでしょう。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決し

ました。

提案者、池井議員の説明を求めます。

（11番 池井 豊君登壇）

11番（池井 豊君） 意見案第３号 国の農業政策の見直しに関する意見書についてで

ございます。

上記の議案を会議規則第14条の規定において提出いたします。提出は、平成25年
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12月16日、本日付けでございます。提出者、田上町議会議員、池井豊、賛成者は田

、 、 、 、 、上町議会議員 小池真一郎 同じく泉田壽一 同じく関根一義 同じく川口與志郎

４名の議員でございます。

それでは、意見書の案を読み上げます。

国の農業政策の見直しに関する意見書（案 。）

ＴＰＰ交渉は、情報開示が行われない不透明な状況の中、国においてはコメの生

産調整の在り方や経営所得安定対策などの見直しが行われている。

コメの生産調整は、開始から40年余りが経過し何らかの見直しが必要であること

は事実である。

しかしながら、生産調整および経営所得安定対策に改称された戸別所得補償制度

は農政の根幹であり、この見直しには極めて大きな問題がある。

食料自給率向上や、農業がもたらしてきた国土保全、文化の伝承、地域社会の維

、 、持の観点からも十分な議論が必要であり 本町の基幹産業たる農業経営が成り立ち

農業者が将来に希望が持てるものでなければならない。

以上のような立場から国の農政の見直しにあたり、次の５点が確保されることを

強く要望する。

記、１．ＴＰＰ交渉においては、コメなど農業の重要５項目を関税撤廃の対象外

とする方針を堅持すること。

２．経営所得安定対策は、食料自給率の向上及び農業の担い手確保のために欠く

ことのできない施策である。従って、将来にわたり維持すること。

３．食料安全保障や国土保全、地域社会のコミュニティの維持など多面的視点か

ら今後の農業の在り方及び農村社会の将来像を示すこと。

４．米価下落に対するセーフティネットを構築すること。

５．コメの需給見通しに基づき、主食用米から非主食用米等への生産誘導を国策

として実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成25年、新潟県南蒲原郡田上町議会。

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、

農林水産大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策 。）

以上でございます。

議長（渡邉正策君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発言願い
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ます。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終了いたします。池井議員、ご

苦労さまでした。

これより討論及び採決を行います。

意見案第３号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより意見案第３号の採決を行います。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決し、意見書を関係機関に提出すること

にご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

（ ） 。 、 、議長 渡邉正策君 異議なしと認めます よって 意見案第３号は原案のとおり決し

意見書を関係機関に提出することに決しました。

日程第５ 請願第４号 新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出について

の請願について

議長（渡邉正策君） 日程第５、請願第４号を議題といたします。

本案件につきましては、所管の総務産経常任委員会に付託し、審査をいただいた

ものであります。

審査の結果について委員長の報告を求めます。

（総務産経常任委員長 熊倉正治君登壇）

総務産経常任委員長（熊倉正治君） 請願第４号 新聞への消費税軽減税率適用を求め

る意見書の提出についての請願でございますが、審査の結果は採択ということに決

しました。

議論の中では、意見書を出すようであれば、食料品等の軽減税率を求める意見書

としたほうがよいのではないかという結論に至っております。

それで議論の結果、少し報告いたしますが、紹介議員であります小池議員より説

明をいただいた後、質疑、討論の中では、新聞は報道の質を上げるべきでないかと

いうようなこと、あるいは新聞等マスコミによって世論は形成されているが、正確

な報道がなされているのかというようなこともございました。

請願趣旨の中では、増税によって購読を中止する家庭が増えると、国民の知的レ

ベルが低下するといったようなことが書かれてありましたが、新聞絶対主義のよう
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な文言はいかがなものかというような議論もございました。あるいは新聞は、手軽

な情報取得手段であることや地域に根差した戸別配達制度もあることから、軽減税

率は必要ではないかというような議論でございました。

採決の結果は、採択とはなりましたが、１人は採決は棄権ということで退席をい

たしました。委員長、議長は採決に加わりませんので、残る５人全員が採択という

ことに決しました。

以上でございます。

議長（渡邉正策君） 委員長の報告が終わりました。

。 、 。これより委員長報告に対する質疑に入ります ご質疑のある方 ご発言願います

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。熊倉委員長、

ご苦労さまでした。

以上で委員長報告及び質疑を終わります。

これより討論及び採決を行います。

請願第４号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

13番（泉田壽一君） 今ほど委員長から報告がるるあったわけでございますが、この内

容の中で特別に新聞だけがというのは、請願の提出の権利というのは国民みんな持

っておりますので、どなたがどのような請願を出そうがこれはとめるものではあり

ません。ですが、内容につきまして、今ほど委員長の報告のとおり、その知識レベ

ルというか、そういう資質の問題、そういうのはマスコミの全くおごりであると、

それに際しまして私は委員会でも発言していただきましたけれども、特に今日、マ

スコミという形の中で新聞よりも特にテレビ、そういうマスコミに携わる方たちが

どれだけの資質を持って担当しているのか、その点が疑問であると。言わせてもら

えば、かつては国会においての総理担当記者、また国会記者というのは、相当の年

数を経過して、その知識を持った者が全ての対応をしているわけですが、最近は質

問の仕方も無礼であるというような、その程度の記者を派遣してマスコミが活動し

ていると、そういう実態をるる見ておりますので、マスコミのそういう自分の立場

に立った新聞だけを軽減税率ということに対しましては、私は賛意を表することが

できません。かといって、軽減税率ということに対しては、品目によって必要であ

るというところに立っておりますので、本会議においての賛否は留保させていただ

きたく、本会議においても退席させていただきます。

議長（渡邉正策君） 退席されるということですね。

13番（泉田壽一君） 採決に。
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（ ） 、 、11番 池井 豊君 今 泉田議員が反対討論ということではないのでしょうけれども

私は賛成の立場から討論させていただきます。一言意見を言わせていただきます。

確かにこの請願に関しては、文章から国民の知的レベルの低下するだとか、格差

の拡大だとかという、文章においてふさわしくない表現がなされていると思ってい

ます。そこら辺の文言が改正して意見案に反映されること、それからこの請願は新

聞のみの普通税率導入、税率の軽減の請願ではございますが、新聞は読まなくても

死ぬことはありませんけれども、食料品が食べられなくなると死ぬという、そっち

のほうが優先されるという軽減税率の導入が求められるという観点から、食品等の

生活必需品に関しての文言も意見案に盛り込まれることを希望しつつ、この請願に

は採択するものと、賛成したいと思っております。

討論といたします。

議長（渡邉正策君） ほかにございますか。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより請願第４号の採決を行います。泉田議員の退席がされます。

（13番 泉田壽一君退席）

議長（渡邉正策君） 本案は起立採決といたします。

本請願に対する委員長報告は採択であります。本請願は委員長報告のとおり決す

ることに賛成の方の起立を求めます。

（起立多数）

議長（渡邉正策君） 起立多数と認めます。よって、請願第４号は委員長報告のとおり

採択と決しました。

暫時休憩をいたします。

午後３時３５分 休 憩

（13番 泉田壽一君入場）

午後３時３６分 再 開

議長（渡邉正策君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程の追加

議長（渡邉正策君） 先ほどの請願の採択に伴い、お手元に配付のとおり意見案が提出

されました。
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お諮りいたします。ただいま提出されております意見案につきましては、日程に

追加し、追加日程として直ちに審議することにしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、ただいまの案件については日程に

追加し、追加日程として直ちに審議することに決しました。

追加日程第１ 意見案第４号 複数税率導入と食料品等の軽減税率を求める意見書に

ついて

議長（渡邉正策君） 追加日程第１、意見案第４号を議題といたします。

。 、 、お諮りいたします 本案件につきましては 会議規則第39条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決し

ました。

提案者、総務産経常任委員長の説明を求めます。

（総務産経常任委員長 熊倉正治君登壇）

総務産経常任委員長（熊倉正治君） それでは、意見案を朗読して提案にかえたいと思

います。

複数税率導入と食料品等の軽減税率を求める意見書（案）

政府は本年10月１日、年々増大する社会保障費の財源として、来年４月から消費

税率を５％から８％へ引き上げることを閣議決定しました。消費税がその財源とし

て選定されたのは、国民全体で広く負担し、安定した税収が見込まれるためです。

しかし、増税されれば家計に重い負担がのしかかり、増税に伴う消費の落ち込み

が懸念されます。さらに、消費税には低所得者ほど負担が重くなる逆進性の問題が

あるため、増税に際しては対策を講ずることが不可欠です。

また、消費税率の引き上げに伴って、新聞・書籍が値上げされると、住民が正し

く判断を下すために、情報を手軽に入手できる環境を失っていくことになります。

新聞は、住民の政治的・社会的関心を喚起し、民主主義を支え、活字文化の中心的

役割を果たしてきました。

消費税のような付加価値税を導入している欧州主要国では、食料品などの生活必
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需品、新聞・書籍の消費税率を低く抑えるため軽減税率を適用しています。

よって、国においては下記の事項について特段の措置を講ずるよう要望します。

記、１．消費税増税にあたり、複数税率の導入と食料品、新聞・書籍への軽減税

率適用を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣。

以上でございます。

議長（渡邉正策君） 以上で説明が終わりました。

これよりただいまの案件について質疑に入ります。ご質疑のある方、ご発言願い

ます。

しばらくにしてご質疑もありませんので、質疑を終結いたします。熊倉委員長、

ご苦労さまでした。

これより討論及び採決を行います。

意見案第４号について討論に入ります。ご意見のある方、ご発言願います。

13番（泉田壽一君） 先ほどの請願でも討論いたしましたけれども、この意見案第４号

につきまして、複数税率の導入と食料品等の軽減税率を求める意見書についてであ

りますが、会派会議におきましてその文面を意見調整いたしました。ですが、私は

その席において食料品ということでの話はしましたが、最大限度譲歩して「等」を

つけるというところまでは承知しております。ですが、もっと言わせていただけれ

ば、食料品の中にも加工品と加工品でない部分、要するに包括して食料品と出てお

りますが、本来軽減税率を適用するには、加工しない食料品として限定するべきで

あろうという持論は持っております。

それと、この意見書の中身でありますが、消費税には低所得者ほど負担が重くな

る逆進性の問題があると、これは議論のあるところでございまして、そういう指摘

をしておられる方もおります。ですが、単純明快に物を申せば、100万円の軽自動車

を買って８％の消費税で８万円、1,000万円のベンツを買って８％で80万円の消費税

ということになれば、金持ちが買う方がそれだけ高い税率、同じ税率の中で高い金

を払うということは、これははっきりしている話でございまして、ミクロの話かマ

クロの話かということで、総体的にではどうなのかということで今の状態を精査し

た場合、先ほど同僚議員から、食料に関しては食べなければ死ぬが、新聞、書籍に

関しては死ぬことはないというような意見もありましたが、それらを総括して全部

言った場合の話ということでございますので、やはり軽減税率を食料品に適用して
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いくということになれば、この逆進性というのは解決されるものだと思っておりま

す。

また 「欧州主要国では、食料品などの生活必需品、新聞・書籍の消費税率を低く、

抑えるため軽減税率を適用しています」とありますが、欧州諸国におきましては、

そういうところに軽減税率を適用するがために税率を15％から25％という範囲に拡

大してあります。それはなぜかというと、軽減税率を適用することによって、税収

の確保が難しくなる、その部分をほかに上乗せして、全体としての税収を確保する

と、そういう施策でございますので、一概に15％から25％の消費税率でとっている

のを言わずに軽減税率が適用だけされて、優遇措置が図れられているべくの点に疑

義を感じるところであります。

また、消費税にかかりましては、何で食料品といって限定するかという私のこの

意見でありますが、それは税と社会保障の一体改革、これが基本でありますので、

社会保障を国民に対して、社会保障費が年々医療費を含めて全て上がっているとい

うのが現実にあるわけでございまして、それらを解決していくには、どうしても税

財源が要るということでありまして、あくまでも軽減税率の適用範囲を広げていく

ということになれば、広げていけばいくほど税収が足りなくなると、財源が足りな

くなると。その結果どういうことになるかというと、社会保障ができなくなる。医

療費の問題から含めて、田上町も今後特養の部分も増床というような方向でいる、

これらの問題にまで全て波及していくわけでありますので、やはりそういう弱者に

対して本当の思いがどこにあるのかと、目先で迎合したような機嫌取りをするよう

な考えではなく、本当に基本に立ち返ったものの中で対応していかなければならな

いと、これが私の意見でありますし、持論でありますので、この文言は軽減税率を

適用するということに対しては賛成でありますし、中身が何に対してというと、そ

の適用範囲において疑念がありますし、疑義がありますので、この意見案に対して

の採決も退席させていただきます。

議長（渡邉正策君） ほかにございますか。

しばらくにしてご意見もありませんので、討論を終結いたします。

これより意見案第４号の採決を行います。泉田議員、退席。

（13番 泉田壽一君退席）

議長（渡邉正策君） 本案は起立採決といたします。

本案は原案どおり決し、意見書を関係機関に提出することに賛成の方の起立を求

めます。
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（起立全員）

（ ） 。 、 、議長 渡邉正策君 賛成全員であります よって 意見案第４号は原案どおりに決し

意見書を関係機関に提出することに決しました。

暫時休憩いたします。

午後３時４７分 休 憩

（13番 泉田壽一君入場）

午後３時４８分 再 開

議長（渡邉正策君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第６ 議員派遣の件について

議長（渡邉正策君） 日程第６、議員派遣の件についてを議題といたします。

お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第129条の規定により、お手元

に配付いたしました内容で議員を派遣することにしたいと思いますが、これに異議

はございませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣の件につきましては、お

手元に配付いたしました内容で議員を派遣することに決定いたしました。

日程第７ 閉会中の継続調査について

議長（渡邉正策君） 日程第７、閉会中の継続調査についてを議題といたします。

各常任委員長及び議会運営委員長から所管事務調査について会議規則第75条の規

定により、お手元に配付の申請書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉

会中の継続調査に付することにご異議はありませんか。

（異議なしの声あり）

議長（渡邉正策君） 異議なしと認めます。よって、各常任委員長及び議会運営委員長

からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。

以上で本定例会の日程は全部終了いたしました。
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佐藤町長からご挨拶をお願いいたします。

町長（佐藤邦義君） 12月９日から本日までの８日間にわたりまして、提案いたしまし

た12案件につきまして、それぞれ慎重審議をいただきまして、ご決定をいただきま

して、大変ありがとうございました。

、 、いろんな今ほどもお話がありました まだまだ国内ではＴＰＰの問題があったり

農業政策の問題もまだまだこれから尾を引きそうでありますが、いずれしかるべき

ところで決定されていくものというふうに期待しているところであります。

天気予防によれば、今年はどうも雪が多そうだと、こういうふうな予報にもなっ

ておりますが、余り雪降らないように願いたいと、こう思っております。

これから寒くなりますが、議員の皆様におかれましては、健康に留意されて、ま

た今後とも町政の発展にご尽力いただければと思っております。大変ありがとうご

ざいました。

議長（渡邉正策君） これをもちまして平成25年第６回田上町議会定例会を閉会いたし

ます。

大変ご苦労さまでございました。

午後３時５１分 閉 会

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。

平成２５年１２月１６日

田上町議会議長 渡 邉 正 策

田上町議会議員 川 﨑 昭 夫

〃 議員 松 原 良 彦
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別紙

平成２５年 第６回 田上町議会（定例会）議事日程

議事日程第３号 平成２５年１２月１６日（月） 午後１時３０分開議

日程 議 案 番 号 件 名 議決結果

開議

第１ 議 第 １ 号 指定金融機関の設置について 原案可決

第２ 議 第 ２ 号 田上町子ども・子育て会議条例の制定について 原案可決

議 第 ３ 号 田上町職員の給与に関する条例の一部改正について 原案可決

議 第 ４ 号 田上町災害救助条例の一部改正について 原案可決

田上町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一
議 第 ５ 号 原案可決

部改正について

田上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正
議 第 ６ 号 原案可決

について

議 第 ７ 号 田上町下水道条例の一部改正について 原案可決

議 第 ８ 号 田上町集落排水条例の一部改正について 原案可決

議 第 ９ 号 田上町水道事業給水条例の一部改正について 原案可決

平成２５年度田上町一般会計補正予算（第４号）議定
第３ 議 第 １ ０ 号 原案可決

について

（ ）同年度田上町国民健康保険特別会計補正予算 第１号
議 第 １ １ 号 原案可決

議定について
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日程 議 案 番 号 件 名 議決結果

同年度田上町介護保険特別会計補正予算（第３号）議
議 第 １ ２ 号 原案可決

定について

第４ 意見案第３号 国の農業政策の見直しに関する意見書について 原案可決

新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出に
第５ 請 願 第 ４ 号 採 択

ついての請願について

追加
複数税率導入と食料品等の軽減税率を求める意見書に

日程 意見案第４号 原案可決
ついて

第１

第６ 議員派遣の件について 決 定

第７ 閉会中の継続調査について 決 定

閉会
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